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川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画 「人権かわさきイニシアチブ」（案）に 

関するパブリックコメント手続の実施結果について 
 
１ 概要 

  川崎市では、令和４年３月に概ね１０年間を計画期間とする「川崎市人権施策推進基本計画」を策定し、人権に関する施策の基本理念及び基本目標を

掲げ、令和４年度から令和７年度までの４年間を第１期実施計画として、人権施策を進めてきました。 

次の第２期実施計画は、令和８年度から令和１１年度までを計画期間とするもので、その策定にあたっては、現行計画の政策体系及び人権に関する基

本的施策を継承しつつ、川崎市総合計画の改正方針を踏まえながら、庁内連絡会議において検討を重ねてまいりました。 

この度、第２期実施計画案について、市民の皆様から意見を募集したところ、９通（意見総数５２件）の御意見をお寄せいただきましたので、その内

容とそれに対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

 

２ 意見募集の概要 

題名 「川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画 「人権かわさきイニシアチブ」（案）」について 
意見の募集期間 令和７年１２月１日（月）から令和８年１月９日（金）まで 
意見の提出方法 電子メール（ホームページ専用フォームを含む。）、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 

・市政だより（令和７年１２月号掲載） 
・市ホームページ 
・紙資料の閲覧 
 
 
 
 

結果の公表方法 

・市ホームページ 
・紙資料の閲覧 
 
 
 
 
 
 

 

 

かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、図書館、市民館、

市民文化局人権・男女共同参画室 
 

かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、図書館、市民館、

市民文化局人権・男女共同参画室 
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資料１



 

 

３ 結果の概要 

意見提出数 ９通 

（内訳） 電子メール(ホームページ専用フォーム含む。)     ９通 

ＦＡＸ  ０通 

郵送 ０通 

持参   ０通 

意見総数 ５２件 

 

４ 御意見の内容と対応 

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の趣旨に沿った本計画に基づき取組を進めることに賛同する御意見のほか、各部局の調整や協力に関す

る御意見などが寄せられました。 
本市では御意見を踏まえ、本計画がより分かりやすいものになるよう文言の整理・修正等を行うとともに、関連計画の進捗等を踏まえた必要な時点修

正などを行った上で、川崎市人権施策推進基本計画・第 2 期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」（案）を取りまとめました。 
 
 
【対応区分】 

 Ａ：御意見を踏まえ、案を加筆・修正するもの 

 Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの 

 Ｃ：今後取組を進める中で参考とするもの 

 Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

 Ｅ：その他 （今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる御意見等） 
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【意見の件数と対応区分】 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）計画全般に関すること ０ ３ １ ３ ０ ７ 

（２）「第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要」に関する

こと 
０ １ ０ ２ ０ ３ 

（３）「第２章 第２期実施計画の策定の背景」に関すること ０ ０ ０ ５ ０ ５ 

（４）「第３章 第２期実施計画」に関すること １ ２ ０ ２８ １ ３２ 

（５）「第４章 第２期実施計画の推進」に関すること ０ ０ ０ １ ０ １ 

（６）その他 ０ ０ ０ １ ３ ４ 

合 計 １ ６ １ ４０ ４ ５２ 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）計画全般に関する御意見（７件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

川崎は人権について、よくやってると思う。条例もあり、計画

案もわかりやすい。複雑で難しいことをたくさん並べるより、シ

ンプルですごくいいと思う。 

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、人権尊重のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生

きる社会の実現に資することを目的としています。 

今後も、本計画に基づき、人権に関する施策を推進してまいりま

す。 

Ｂ 

２ 

 人権について、色々課題があるのが分かっていいと思う。川崎

だけじゃないけど、市がやっていることが分かるようにして欲し

い。 

本市の人権施策につきましては、本計画に基づき、市民にとって

分かりやすい取組となるよう努めてまいります。 Ｃ 

３ 

川崎市における人権に関する施策は多岐にわたっており、市民

一人ひとりに目を向けていて大変良いと思う。この施策が川崎市

民にしっかりと届くような取組が進むことを望んでいる。そして、

市から発信された取組が市民に届いた結果として、市民側からも

この取組を周りの人達に届けられるようになって循環していけた

ら良いと考える。 

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、人権尊重のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生

きる社会の実現に資することを目的としています。 

今後も、本計画に基づき、人権に関する施策を推進し、市民の皆

様とともに取り組んでまいります。 

Ｂ 

４ 

 計画案は、ポイントの羅列となっており、実際にどのような対

策になるのか、読み取りづらく意見を考えにくいため、文章とし

て示してほしかった。また、一覧表も例示なのかわかりづらいた

め、計画になるときはそのまま文章として書きなおされるのかわ

かりづらい。意見を求めるのであれば、提出する人に考えやすい

ように案を作成してほしかった。 

本市の総合計画第４期実施計画においては、市民にとって分かり

やすく、状況の変化に応じて目標実現に向けた過程を柔軟に選択し

うる機動的な計画とするため、構成の抜本的な見直しを行うことと

しています。本計画についても、当該見直しの趣旨を踏まえた構成

となっております。 

 

Ｄ 
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５ 

 学校教育、社会教育など「差別のないまちづくり」に関わる公

務労働に従事する職員の人権保障について、追記してほしい。 

本計画においては、「市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され

不当な差別のないまち かわさき」を基本理念としています。「人

権を尊重し、共に生きる社会の実現」を図るに当たり、共生の前提

となる人権保護の核心が個人の尊重にあることに鑑みて、個人の尊

重に立脚した考えである「差別をなくす」、「多様性の尊重」を重視

し、この２つの考えが浸透した「まち」を目指して、引き続き、取

組を推進してまいります。 

Ｄ 

６ 

人権施策推進基本計画・第１期実施計画で成果が出ているので、

第２期実施計画も更なる成果を期待する。 

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、人権尊重のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生

きる社会の実現に資することを目的としております。 

今後も、本計画に基づき、人権に関する施策を推進してまいりま

す。 

Ｂ 

７ 

川崎市は、人権に関する色々な取組を実施しているが、大事な

のは部署間の連携だと思う。川崎市として、この政策に沿って、

横のつながりを大事にして、市民のための人権政策になることを

願っている。 

本計画を効果的に推進するためには、人権施策に係る庁内各部局

間の調整や協力が不可欠と考えております。今後も、本計画に基づ

き、人権に関する施策を横断的かつ総合的に推進してまいります。 
Ｄ 
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（２）「第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要」に関する御意見（３件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

「２ 基本的な考え方」の「（１）基本計画の位置付け」の本文

及び図表に「等」の文字があるが、そこで示されたもの以外のも

のも入るとなると関係者は困る。「等」を入れるなら、全て網羅し

て示してほしい。川崎市は、これだけの多分野で予算や人員を講

じて対策を実施しているという証にもなる。 

本計画においては、適宜「等」を使用するなど、簡潔な表現とな

るように工夫しております。引き続き、分かりやすい表現となるよ

う努めてまいります。 Ｄ 

２ 

「２ 基本的な考え方」の「（２）基本計画の全体像」において、

「川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会」の答申に基づいて計

画案が検討されたこと、指標を設定して達成や未達成の分析をし

て評価を行っていること、必要に応じて関係者に意見を聞いてい

ることなどを書き込んだほうがよい。 

「川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会」の答申については、

「（２）基本計画の全体像」に記述はありませんが、本計画の「第３

章 第２期実施計画」の「１ 第２期実施計画策定の方向性」の

「（１）計画の政策体系・方向性等」の本文に記載しております。 

また、目標の達成を図る指標については「第１章 川崎市人権施

策推進基本計画の概要」の「４ 基本理念と基本目標を踏まえた方

向性」の本文に、進行管理に関する意見・助言については「第４章 

第２期実施計画の推進」の「２ 進行管理について」の本文に記載

があります。 

引き続き、分かりやすい構成となるよう工夫してまいります。 

Ｄ 

３ 

「４ 基本理念と基本目標を踏まえた方向性」で新たに設定さ

れた第２期実施計画の「全体目標」の指標は、とても大事な指標

であり、今後の活動で、指標が伸びることを期待する。 

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、人権尊重のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生

きる社会の実現に資することを目的としております。 

今後も、本計画に基づき、人権に関する施策を推進してまいりま

す。 

Ｂ 
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（３）「第２章 第２期実施計画の策定の背景」に関する御意見（５件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

「１ 国の主な動向」において、困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律について取り上げられているが、法律自体を知ら

ない市民や事業者、教員などの関係者も多いと思われる。「分野横

断施策」及び「分野別施策２ 男女共同参画社会の形成と女性の

人権尊重の取組の推進」の中の「研修」あるいは「意識の向上」に

なるのだろうが、周知のための学習を学校教育や社会教育で行っ

てほしい。 

本市では、今後、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

について、市民や事業者に対して、広報媒体や講座などを活用し、

情報発信に努めるとともに、女性の支援に関わる職務に携わる関係

者が法の趣旨や内容を正しく理解し、共通認識を持って支援に当た

ることができるよう、研修等を通じて理解を深める取組を進めてま

いります。 

学校教育では、男女平等啓発冊子「自分らしくかがやく」を小学

校 3 年生を対象に送付し、子どもたちが学校や家庭、進学などで、

性別にとらわれることなく、自分の望んだ生き方を選択できるよう

に、各教科・領域と関連させながら学習を進めております。 

教職員に向けては、ライフステージ（経験年数に応じた）研修に

おいて、アンコンシャス・バイアス（ジェンダー）についての話や、

自身の行動を客観的に振り返るチェックシートの紹介、意見交流を

通して、一人ひとりが多様な価値観を尊重できるような環境づくり

に努めております。 

市民館では、社会教育振興事業として、学級・講座等を実施し、

あらゆる世代への学びの機会を提供しております。また、平和や人

権、男女共同参画社会などの年齢や性別にかかわらない普遍的な課

題を解決するための学習機会を提供し、市民意識の啓発や共生社会

の形成に必要な能力を養うことを目的として、「平和･人権・男女平

等推進学習」を実施しております。 

Ｄ 

8



 

２ 

令和７（２０２５）年１２月１６日に成立した高次脳機能障害

者支援法（令和８（２０２６）年４月１日施行予定）について、新

しい動向なので計画案に入れるのは難しかったと思うが、「１ 国

の主な動向」に反映することを検討してほしい。 

主にニュースになっているのは、教育と就労の場における差別

による被害などについてであるが、協議会の答申において、関連

の法律（男女雇用機会均等法、教育機会確保法など）の名称が挙

がっておらず、これらの法律の順守についても計画に含めてほし

い。 

川崎市として、市民のライフステージの連続性を考慮した取組

をしていることがわかると思うので、他の計画等で対策を講じて

いるなら、その旨を簡潔に追記してほしい。 

「１ 国の動向」については、本計画の策定の背景として、主に、

全ての障害者の人権（人格や個性の尊重や差別の防止・解消など）

に関わるものについて掲載しているところでございまして、障害分

野における全ての法改正や動向等を網羅的には記載しておりませ

んが、具体的な取組を進めるに当たっては、高次脳機能障害者支援

法含め、障害者に関わる法令や国の動向等を踏まえながら対応して

まいります。 

また、高次脳機能障害のある方を含め、障害のある方の人権に配

慮した取組を進めるためには、性別やライフステージ等にも配慮す

る必要があることから、男女雇用機会均等法や教育機会確保法な

ど、従来からの関係法令の主旨等も踏まえながら、分野別施策の「４ 

障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進」における、地域生活支

援や就労支援、特別支援教育等の取組を行っているところでござい

ます。 

なお、障害福祉施策全般については、本計画の関連計画として位

置付けている「かわさきノーマライゼーションプラン（障害者計画・

障害福祉計画・障害児福祉計画）」に基づき、取組を推進しており、

障害の特性や程度、ライフステージ、ニーズ等に応じた相談や地域

生活支援、社会参加の促進等を進めております。 

今後も、引き続き、障害のある方の自立及び社会参加の機会が地

域で確保されるよう、関連計画と連携した取組を推進してまいりま

す。 

Ｄ 

３ 

第２期実施計画は、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条

例」に沿ったものである必要があり、市在住の「外国人市民」につ

いての視点が少し弱いのではないか。本計画の「策定の背景」に

「外国人に関する社会情勢の変化」という項目があるが、昨今、

「日本人ファースト」という言葉の裏に隠れた排外主義が目立つ

ことから、市としての立ち位置を明確にしておく必要性が高まっ

ていると感じる。 

本市は、多様性のまちとして発展してきた歴史があります。多様

性の価値をより一層大切に、今後も川崎市多文化共生社会推進指針

に基づき、人権を尊重し、共に生きる多文化共生社会の実現を目指

してまいります。 Ｄ 
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４ 

本計画における「基本目標」の達成を図る指標について、それ

ぞれの項目が「市民の割合」となっているが、市民アンケートは

外部の調査会社によるものであり、調査会社が変わると、調査対

象や方法などが違って、長期のデータとしては信頼に欠けること

は、他計画でも課題になっており、本計画の「個別指標」も同様で

ある。この調べ方は、どのように行っているのか。 

本計画の「基本目標の指標」及び「個別指標」については、「総合

計画に関する市民アンケート」及び「人権に関する市民意識調査」

の結果を基に設定しております。同アンケート及び同調査の調査対

象や調査方法については、本市が作成した仕様書に基づき、受託業

者が実施しております。 

Ｄ 

５ 

「２ 本市における社会情勢の変化」において、「女性に関する

社会情勢の変化」についての記載がないことで、本計画における

男女平等に関する取組が軽く扱われることを懸念する。「かわさき

の男女共同参画に関するアンケート調査報告書」によれば、「男女

平等川崎条例」の認知度は低下しており、その結果を本計画に記

載することで、川崎市における男女平等推進に対する関心の低下

という「地域社会における男女平等推進の新たな課題」が生じて

いるという認識を、行政の中で共有するとともに、市民にも示し

てほしい。 

本計画においては、男女平等に関する取組を重要なものとして認

識しており、女性を取り巻く状況の変化や見えてきた課題が適切に

示されることが重要と考えております。そのため、「本市における

社会情勢の変化」には記載はありませんが、分野別施策２の現状と

課題において、貧困など生活上の困難に直面する女性の課題把握

や、女性支援法を踏まえた困難な問題を抱える女性等への支援等に

ついて明示しております。あわせて、これらの考え方や取組の方向

性については、行政内部で共有するとともに、市民の皆様にも適切

に周知されるよう努めてまいります。 

Ｄ 
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（４）「第３章 第２期実施計画」に関する御意見（３２件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

「１ 第２期実施計画策定の方向性」の「（１）計画の政策体系・

方向性等」の「第２期実施計画の全体の方向性」において、「川崎

市総合計画や各分野別計画等との整合を図りつつ、策定すること

とします。」とあるが、整合性を図った結果、削除される対策や事

業があれば、追記してほしい。 

本計画は、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基

づき、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、市の総合計画第４期実施計画

や分野別の他の計画等との整合を図りながら策定しております。 

市の総合計画第４期実施計画においては、市民にとって分かりや

すく、状況の変化に応じて目標実現に向けた過程を柔軟に選択しう

る機動的な計画とするため、構成の抜本的な見直しを行うこととし

ており、本計画においても、その趣旨を踏まえた見直しを行ってい

るところでございます。 

Ｄ 

２ 

市民が主権者であり、権利として人権が尊重されるべきという

大本の学習が学校教育及び社会教育で不足しているように思う。

分野横断施策の「１ 人権教育の推進」又は「２ 人権意識の普

及」のいずれかに、「憲法やいろいろな法律で主権者として人権が

保障されていることを理解する学習を学校教育、社会教育で実施

することが大切」という内容を追記してほしい。 

また、長期遅刻・欠席、不登校や病院への入院などで通学が難

しい又はできない児童にも、その学習は保障されるべきで、その

点をどこかに追記してほしい。 

本市では、平成１２（２０００）年に「川崎市子どもの権利に関

する条例」を制定し、１１月２０日を「かわさき子どもの権利の日」

として定め、学校教育における子どもの権利学習に取り組んでおり

ます。 

また、教育委員会では、この日を含む前後一週間を「子どもの権

利週間」と位置付け、この期間には、自分の大切さとともに、相手

の大切さも認めることができるように、多くの市立学校で指導方法

を工夫し、子どもの権利学習に取り組んでおります。 

登校が難しいお子さんについても、人との関わりを通して「自分

を大切にすること」や「他者の意見を尊重すること」など、人権に

関する学びの機会が確保できるよう、さまざまな支援を行っており

ます。 

今後も、（仮称）校内教育支援センターや「ゆうゆう広場」等、子

ども一人ひとりの状況に応じた学びの機会を通じて、人権教育に努

めてまいります。 

市民館では、社会教育振興事業として、学級・講座等を実施し、

あらゆる世代への学びの機会を提供しております。人権に関わる学

習としては、「平和･人権・男女平等推進学習」として織り交ざり多

Ｄ 
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様化する課題等を横断的に学べるように学級・講座等を実施してお

りますので、引き続き、人権に関わる学習を含めた、学びの機会の

提供に取り組んでまいります。 

３ 

分野横断施策の「１ 人権教育の推進」の「類型２ 生涯学習

における人権教育の推進」の「社会教育振興事業の実施」の「取組

の方向性、アウトプット等」として、「市民館への指定管理者制度

の導入（R８年度：多摩市民館、麻生市民館他）」とあるが、指定管

理者制度の導入の方向性がわからない。指定管理者になっても、

社会教育振興事業で学級・講座を行うのか。 

また、市立図書館は、市民が容易にコストをかけずに足を運べ

る施設であり、子ども向け・一般市民向け、それぞれに人権を意

識した図書の紹介や学習会活動をしていることから、生涯学習、

社会教育の中に市立図書館の取組・事業も含めるべきではないか。 

市民館や図書館が、生きづらい人の居場所の一つになるような

事業も進めてほしい。 

市民館への指定管理者制度の導入は、市民の多様なニーズ等の対

応に向け、民間事業者の発想や工夫、またノウハウやマンパワーを

活用し、事業サービスを進めていくためのもので、「平和･人権・男

女平等推進学習」を含めた社会教育振興事業についても指定管理者

が実施してまいります。 

図書館においては、市民ニーズや社会的動向等が的確に反映され

るよう充分配慮して、資料及び情報を幅広く収集することとしてお

り、引き続き、「人権教育」を含めたあらゆる分野の資料収集・提

供・活用を進めてまいります。 

また、令和３年３月に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」

において、「行きたくなる市民館・図書館」を「めざす方向性」のひ

とつとしており、引き続き取組を進めてまいります。 

Ｄ 

４ 

分野横断施策の「３ 人権研修の充実・推進」において、「職員」

と「市職員」の表記があるが、同じ意味であれば、表記を統一して

ほしい。 

また、「市職員」には、会計年度任用職員や指定管理者の職員が

含まれるのか。 

公共施設の運営を担当している職員は、勤務時間の長短にかか

わらず、また公務員でなくても、人権研修の必要があるので、そ

の旨を追記してほしい。 

（同趣旨 他１件） 

分野横断施策の「３ 人権研修の充実・推進」において使用して

いる「職員」とは、「市職員」を意味しており、本計画における文言

の表記については、分野別の他の計画等で用いているものを踏襲す

ることを基本としております。 

また、「職員」には、会計年度任用職員が含まれ、指定管理者の職

員は含まれません。 

また、指定管理者に対しては、サービスの質を確保するため、必

要に応じて業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修の実施等を

求めております。 

 

Ｄ 

５ 

分野横断施策の「４ 相談、人権救済、自立支援の充実」の「類

型１ 相談、人権救済、自立支援の充実」における「川崎市相談窓

口一覧「かわさき相談マップ」の発行・配布」について、学校関係

者（教職員、児童、ＰＴＡ）や社会教育施設（市民館、図書館、博

川崎市相談窓口一覧「かわさき相談マップ」については、各区役

所のほか、各市民館、図書館、行政サービスコーナーで配布してお

ります。また、デジタルデバイド対策等も考慮に入れ、音声読み上

げに対応した形で市ホームページにおいて公開しております。 

Ｄ 
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物館）、男女共同参画推進センター、こども文化センター、社会福

祉協議会など、関係すると思われる部署・機関に配布するのか。

また、多言語、点字対応も行っているのであれば、資料に所管課

などを追記してほしい。 

「「かわさき人権相談」による相談及び情報提供の実施」につい

て、多言語、点字対応を行っているのであれば、追記するととも

に、資料に所管課などを追記してほしい。 

「労働相談」についても、多言語、点字対応を行っているので

あれば、追記するとともに、資料に所管課などを追記してほしい。 

「こころの相談」についても、多言語対応を行っているのであ

れば、追記するとともに、資料に所管課などを追記してほしい。 

「かわさき人権相談」については、電話、インターネット及び面

談による相談となっており、多言語及び点字には対応しておりませ

んが、必要に応じて専門の相談窓口を御案内しております。 

「労働相談」については、多言語及び点字での相談は行っており

ません。外国語での相談については、神奈川県かながわ労働センタ

ーの「外国人労働相談」を御案内しております。 

「こころの電話相談」については、外国籍の方から相談があった

場合に、その方の状況やおかれている環境等を踏まえて、関係機関

と連携し対応してまいります。 

６ 

分野別施策の「１ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進」

の「類型２ 子どもの意見表明・参加の促進」において、子ども自

身が子どもの権利について学習し、意見表明・参加できる主体と

いう理解ができるような学習が、どの事業・取組に含まれている

のか分からないので、分かるように記載してほしい。 

また、障害のある子ども、外国ルーツの子どもについても、対

象にしているのか分かるように記載してほしい。 

子ども自身が子どもの権利について学習する取組は、分野別施策

の「１ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進」の「類型１ 子

どもの権利の尊重」において、「子どもの権利学習の推進」として記

載しております。 

また、「類型３ 子どもの最善の利益の確保」の「帰国・外国人児

童生徒等支援事業」や、「事業・取組一覧」に掲載の「障害児等総合

相談・生活支援事業」など、それぞれの子どもが置かれた状況に応

じて必要な支援を受けられるようにするなど、全ての子どもの人権

尊重と権利保護の取組を推進してまいります。 

Ｄ 

７ 

分野別施策の「１ 子どもの人権尊重と権利保護の推進」の「類

型２ 子どもの意見表明・参加の促進」について、「子ども夢パー

ク」は市内に１か所しかありません。子どもの時期に外遊びなど

の自然体験ができる公的な施設での取組・事業は他にもあります

ので、追記してほしい。 

本市では、「子ども夢パーク」の他にも、「青少年の家」や「黒川

少年野外活動センター」など、外遊びなどの自然体験活動が行える

施設を設置しており、「事業・取組」では、子ども夢パークにおける

「子どもの意見表明・参加の促進」に向けた活動を記載していると

ころでございます。 

Ｄ 

８ 

分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重

の取組の推進」の「取組の方向性」に、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律の学習を含めてほしい。 

この法律を知らない市民が多く、法律によって何が変わるのか

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律についての周知

や学習については、「取組の方向性」の「暴力を容認しない社会環境

の整備に向けた情報提供や啓発」の中に位置付けられております。

また、「類型４ ＤＶ及び困難を抱える女性等への支援」における

Ｄ 
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を理解することが女性の人権尊重につながるのであり、そのため

には市民館、図書館などの社会教育施設や男女共同参画推進セン

ターの取組・事業が活用できることから、「類型１ 男女共同参画

に係る教育・啓発の推進」に「女性支援法に関する周知・学習」を

加えてほしい。 

「支援調整会議を中心とした多様な関係機関の連携体制の構築」

や、「広報物やＳＮＳ等での女性支援に係る相談窓口の周知・啓発」

の取組にも含まれております。 

市民館では、社会教育振興事業として、学級・講座等を実施し、

あらゆる世代への学びの機会の提供しております。人権に関わる学

習としては、「平和･人権・男女平等推進学習」として織り交ざり多

様化する課題等を横断的に学べるように学級・講座等を実施してお

りますので、引き続き、人権に関わる学習を含めた、学びの機会の

提供に取り組んでまいります。 

図書館においては、市民ニーズや社会的動向等が的確に反映され

るよう充分配慮して、資料及び情報を幅広く収集することとしてお

り、引き続き、「男女共同」を含めたあらゆる分野の資料収集・提

供・活用を進めてまいります。 

９ 

分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重

の取組の推進」の「類型１ 男女共同参画に係る教育・啓発の推

進」の「固定的な性別役割分担意識等の解消に向けた広報・啓発

の推進」の「内容」の記述に「ＳＤＧｓ」とあるが、「ＳＤＧｓ」

は男女平等に限ったものではないので、誤解を招かない書き方に

してほしい。 

国際的なジェンダー平等に関する市民の理解促進は重要であり、

ＳＤＧｓが掲げる目標５「ジェンダー平等を実現しよう」にも関連

することから、当該取組を「類型１ 男女共同参画に係る教育・啓

発の推進」に位置付けてきたところですが、当該事業・取組の内容

が主にＳＤＧｓ目標５の達成に資する取組であることがより明確

に伝わるよう、記載内容を修正いたします。 

Ａ 

１０ 

分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重

の取組の推進」の「類型１ 男女共同参画に係る教育・啓発の推

進」に「市職員の意識向上」とあるが、会計年度職員も含まれるの

か。また、公の施設を運営・管理している指定管理者団体の職員

の意識向上も必要であり、この点も追記してほしい。 

「市職員の意識向上」の「市職員」には、会計年度任用職員が含

まれます。また、公の施設を運営する指定管理者に対しては、サー

ビスの質を確保するため、必要に応じて業務知識や安全管理、法令

遵守に関する研修の実施等を求めております。 

Ｄ 

１１ 

分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重

の取組の推進」の「類型４ DV 及び困難を抱える女性等への支援」

の「性犯罪やハラスメントの防止に向けた啓発」の「内容」に「若

い世代に対して」と記述があるが、若い世代だけではなく、家庭、

事業者への啓発や、アンコンシャス・バイアスに関する意識向上

本市では、性犯罪やハラスメントの防止に向け、若年層に加え、

幅広い世代を対象とした啓発を進めております。男女共同参画セン

ターにおいては、デートＤＶ予防講座や、アンコンシャス・バイア

スに関する講座を実施し、多様な市民や事業者が参加しやすい環境

づくりに努めています。今後も、家庭や事業者を含むさまざまな立

Ｄ 
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も必要であり、若い世代と対峙する関係者も変わらなければ、性

暴力、性犯罪、ＤＶは起こる。また、「支援」といった場合、相談

に乗るだけではなく、シェルターの増設や、医療機関や警察関係

者との連携も必要ではないか。 

場の方に有益となるよう、講座や研修の内容や方法の工夫を進めて

まいります。 

また、相談窓口の周知や相談対応の充実を図るとともに、関係機

関と連携した被害の早期発見と被害者支援に取り組んでおります。 

ＤＶ被害者等への支援においては、相談者の意思を尊重し、相談

者に寄り添ったきめ細かな対応が重要となりますので、相談者の状

況に応じて連絡・調整等を適切に行いながら、警察・福祉・医療な

どの多岐にわたる機関・団体との連携した支援を実施しておりま

す。 

 また、一時保護が必要な DV 被害者等については、神奈川県等

と連携しながら対応しており、今後も、個々の状況に応じた相談支

援等を関係機関と連携しながら実施してまいります。 

１２ 

分野別施策の「３ 高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心

して暮らせる取組の推進」の「類型３ 利用者本位のサービスの

提供」の「取組の方向性、アウトプット等」が「介護保険料の現年

度収納率」となっているが、「収納率」で利用者本位かどうかを測

ることはできない。 

また、介護をしている家族の心身の負担を減らすような取組は

どれか。ないのであれば含めてほしい。介護離職、ビジネスケア

ラー、ヤングケアラーの問題もある。小学生の頃から認知症や支

援サービスの利用などについて学ぶ場や、ケアラーが一息つける

ような居場所づくりは、地域包括ケアの部署の担当なのか。担当

でないのであれば、別の部署と連携して取り組んでほしい。 

介護保険制度は、国、県、市の負担金、及び被保険者の保険料を

財源に運営しています。そのため、介護保険料の収納率の維持・向

上を図ることで、安定かつ充実した介護サービスを提供することが

可能となり、ひいては利用者本位のサービス提供につながることか

ら、「取組の方向性・アウトプット等」を「収納率」としておりま

す。 

また、本市では、本計画の関連計画である「いきいき長寿プラン」

に基づき、高齢者本人や家族を地域資源や各種制度に円滑に繋げる

ことができるよう、地域包括支援センターを中心に、さまざまな面

から総合的な相談・支援を行うとともに、法定の在宅サービスに加

えて市独自の支援を行っているほか、特別養護老人ホーム等の基盤

の整備・確保等を通じ、家族で介護されている方々の心身の負担や

経済的負担の軽減を図っております。 

加えて、地域包括支援センターにおける「介護者の集い」の開催

や、家族会の運営支援等による居場所づくりの取組を推進するとと

もに、教育委員会と連携し、副読本「ふれあい」を用いた教育や、

「認知症サポーター養成講座」を小・中学で開催する等、学齢期の

Ｄ 
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若い世代から、介護や認知症に関する正しい理解を深めるための取

組を行っております。 

今後も、地域包括ケアシステムや高齢者施策を所管している健康

福祉局を中心に、こども未来局や教育委員会、各区が連携しながら

取り組んでまいります。 

 

１３ 

分野別施策の「３ 高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心

して暮らせる取組の推進」の「類型５ 高齢者の多様な居住環境

の実現」について、住宅の整備は重要だが、交通環境、買い物の利

便性、地域の交流、医療・介護施設の近さなども含めて「生活圏」

を考えなければ、孤独死のリスクは減らない。「住宅」以外の居住

環境もぜひ検討してほしい。また、コンパクトシティ化の計画に

合わせて、高齢者の居住環境も検討してほしい。 

住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることが

できる地域を実現するために、生活基盤としての「住まい」の確保

と、自らのライフスタイルに合った「住まい方」の実現が必要であ

ると考えており、地域ごとに必要な社会資源等の状況を踏まえた取

組を進めるとともに、望まない孤独や社会的孤立を回避できるよ

う、住民の主体的な活動に加え、多様な主体による相互連携や、地

域資源の活用等を通じた、つながりづくりの取組を進めてまいりま

す。 

また、高齢者等の住宅確保要配慮者の居住の安定に向けては、居

住支援協議会において、入居から退去までに必要な支援等について

協議するとともに、地域包括ケアシステムとの連携による多様な居

住ニーズへの対応や、民間賃貸住宅を活用した居住支援を推進して

まいります。 

Ｄ 

１４ 

分野別施策の「４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進」

の「現状と課題」に、高次脳機能障害者支援法（令和８（２０２

６）年４月１日施行予定）について追記してほしい。また、「取組

の方向性」に、この法律についての啓発・研修を追記してほしい。 

高次脳機能障害は、リハビリテーション、学習支援、就労支援

などさまざまな対策が必要であり、類型１、類型２に追記してほ

しい。 

分野別施策の「４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進」

には、高次脳機能障害者支援法に関する記述はありませんが、本計

画の事業・取組を進めるに当たっては、同法の主旨を踏まえながら

対応してまいります。 

本市では、高次脳機能障害のある方に対する市民や御家族等の理

解促進、障害福祉サービス等従事者の知識の向上等に向け、各専門

機関による障害福祉サービス等従事者向けの研修や、市民向け講演

会、当事者・家族交流会等を通じた普及啓発に取り組んでおります。 

また、令和７年度から、６５歳未満の高次脳機能障害のある方で 

就職や復職を希望する方を対象とした講座を開始し、就労・復職に

Ｄ 
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向けた支援やサービスに関する情報提供、相談支援を行うととも

に、必要に応じ、受講者の方を地域リハビリテーションセンターへ

つなぎ、専門的な評価や相談、リハビリテーション等を実施するな

ど、就労に向けた支援を実施しております。 

高次脳機能障害については、これまでも特別支援学級等の担当者

が集まる会議等でも、理解と啓発を行っておりますが、支援法の施

行に伴い、改めて、担当者に対して、理解と啓発を行う必要がある

と考えております。 

なお、「類型１ 育ち、学び、働き、暮らす～多様なニーズに対応

するための包括的な支援体制（地域リハビリテーション）の構築～」

の「特別支援教育推進事業」として、高次脳機能障害にかかわらず、

全ての児童・生徒の一人ひとりの教育的ニーズに応じた学びの場の

確保や関係機関との連携による切れ目のない支援、支援が必要な児

童生徒の増加等に対応した特別支援学校等の環境整備などの取組

を進め、インクルーシブ教育システム構築に取り組むとともに、「類

型２ 地域とかかわる～「合理的配慮」の考え方が広く普及した「心

のバリアフリー都市川崎」の実現～」の「学校における福祉教育の

推進」として障害の重複化・多様化、医療的ケアの支援等の課題に

対して、関係機関と連携して取り組んでまいります。 

今後も、同法の主旨を踏まえながら、地域において当事者の自立

及び社会参加の機会が確保されるよう、必要な普及啓発や研修、リ

ハビリテーション等の取組を推進してまいります。 

１５ 

分野別施策の「４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進」

の「類型２ 地域とかかわる～「合理的配慮」の考え方が広く普

及した「心のバリアフリー都市川崎」の実現～」における「学校に

おける福祉教育の推進」について、「福祉教育」だけではなく、芸

術、自然体験など多面的な教育が必要であり、障害によって適切

な教育は異なるため、福祉教育に限らず検討してほしい。 

 

学校教育における芸術や自然にふれる取組については、各学校の

実情や児童生徒の発達段階に応じて、芸術鑑賞など多面的に行って

おります。 

Ｄ 
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１６ 

分野別施策の「４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進」

の「類型３ やさしいまちづくり～誰もが安心・安全で生活しや

すいまちづくりの推進～」において、「やさしいまち」というなら、

杖歩行、車椅子、ベビーカーなどでも歩きやすい「みち」「まち」

にしてほしい。疲れたときに休めるようなベンチや、ベンチを置

いてある広場や公園も近所になく、ベンチはホームレス対策のた

めか、座りづらいものになってきている。バリアフリー構想は、

こういう日常的なリスクや状況を解決してくれるものにしてほし

いし、そういった啓発・学習などを市民・事業者・行政がしてくれ

ることを望む。 

本市では、市内の各駅周辺においてバリアフリー基本構想等を策

定し、障害者や高齢者をはじめ、誰もが安全かつ円滑に移動できる

よう、公共交通機関や道路、都市公園等に関するバリアフリー化の

方針や実施事業等を定め、取組を推進しております。 

頂きました御意見については、今後実施予定の次期「バリアフリ

ー基本構想」の策定の参考といたします。 
Ｄ 

１７ 

分野別施策の「６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に

係る取組の推進」の「類型２ 行政サービスの充実」に「医療通訳

スタッフの派遣」とあるが、犯罪の疑いをかけられたときにも、

通訳スタッフの派遣が必要ではないか。 

外国人の方が犯罪の疑いをかけられた際には、警察が通訳スタッ

フを手配していると認識しております。 
Ｅ 

１８ 

分野別施策の「６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に

係る取組の推進」の「類型３ 多文化共生教育の推進」の「識字学

習活動の支援」に「市民館への指定管理者制度の導入（R８年度：

多摩市民館、麻生市民館他）」とあるが、指定管理者制度の導入の

方向性がわからない。指定管理者になっても、社会教育振興事業

で学級・講座を行うのか。 

また、生涯学習、社会教育ということでは、市立図書館の取組・

事業も含めるべきではないか。選書の際に多言語の絵本、図書の

購入を増やす、多言語での「お話会」を実施するといった項目を

含められるといいのではないか。 

市民館への指定管理者制度の導入は、市民の多様なニーズ等の対

応に向け、民間事業者の発想や工夫、またノウハウやマンパワーを

活用し、事業サービスを進めていくためのもので、「平和･人権・男

女平等推進学習」を含めた社会教育振興事業についても指定管理者

が実施してまいります。 

図書館の選書については、市民ニーズや社会的動向等が的確に反

映されるよう充分配慮して、幅広く収集を行っており、「多文化共

生」を含めたあらゆる分野の資料収集・提供・活用を引き続き進め

てまいります。 

Ｄ 

１９ 

分野別施策の「１０ 性的マイノリティの人々の人権尊重の取

組の推進」の「類型１ 性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィの多様性に関する啓発の推進」の「性的マイノリティに関する

啓発の取組」について、市民館、図書館などの社会教育施設にお

いて取組・事業を行っているが、「事業・取組一覧」の所管課に教

市民館・図書館におきましては、「性的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性」に限らず、人権に関わる事業の実施や、あ

らゆる分野の資料収集・提供をしております。 

本計画は、人権に関し行政として目指すものを体系的に整理した

ものであり、取りまとめに当たっては、各分野別計画等から関連す

Ｄ 
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育委員会が入ってないため、追記してほしい。 る事業等を抽出して体系的に整理しているため、取組の全ての所管

課を掲載することは難しいと考えております。 

２０ 

分野別施策の「１２ インターネットによる人権侵害に係る取

組の推進」の「取組の方向性」に、「条例策定」と踏み込んで書く

ことを検討してほしい。 

インターネット上の人権侵害は、川崎市のみの課題ではなく、国

全体の課題であり、国における検討も進められていることから、そ

の動向を注視しつつ、国の施策を踏まえながら、本市の実情に応じ

た効果的な手法・手段について、検討を進めてまいります。 

なお、インターネット上の本邦外出身者に対する不当な差別的言

動については、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に

基づき、拡散防止措置（事業者への削除要請）や啓発を行うなどの

取組を行っており、引き続き、同条例に基づく取組を進めてまいり

ます。 

 

Ｄ 

２１ 

分野別施策の「１２ インターネットによる人権侵害に係る取

組の推進」の「類型１ 啓発、支援、拡散防止措置、教育等の取組

の推進」の「インターネット上の人権侵害に係る取組」について、

市民館において取組・事業を行っており、図書館においても関連

の図書などの情報提供をしているが、「事業・取組一覧」の所管課

に教育委員会が入ってないため、追記してほしい。 

市民館・図書館においては、「インターネット上の人権侵害」に限

らず、人権に関わる事業の実施や、あらゆる分野の資料収集・提供

をしております。 

本計画は、人権に関し行政として目指すものを体系的に整理した

ものであり、取りまとめに当たっては、各分野別計画等から関連す

る事業等を抽出して体系的に整理しているため、取組の全ての所管

課を掲載することは難しいと考えております。 

Ｄ 

２２ 

分野横断施策の「４ 相談、人権救済、自立支援の充実」の「類

型２相談、人権救済、自立支援を行う団体等との連携強化」にお

いて、川崎人権擁護委員協議会との連携強化がうたわれていてよ

いと思う。 

本計画において、川崎市人権擁護委員協議会との連携強化は、人

権施策を推進する上での重要な取組の一つとして位置付けており、

今後も、同協議会との連携を図りながら人権に関する施策を推進し

てまいります。 

Ｂ 

２３ 

川崎人権擁護委員協議会は、Ｊリーグの選手と連携し保育園に

おいて人権教室を実施しているほか、小学校での人権教室や、中

学生の人権作文コンテストも実施していることから、分野横断施

策の「１ 人権教育の推進」及び「２ 人権意識の普及」について

も追記してほしい。 

川崎人権擁護委員協議会については、分野横断施策の「１ 人権

教育の推進」及び「２ 人権意識の普及」に記載はありませんが、

「４ 相談、人権救済、自立支援の充実」の「類型２ 相談、人権

救済、自立支援を行う団体等との連携強化」の「川崎人権擁護委員

協議会等との連携強化」の中で、本市とともに、人権に関する教育

や普及の活動を行っております。 

Ｄ 
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２４ 

分野横断施策の「１ 人権教育の推進」の「類型１ 学校・保育

園等における人権教育の推進」に、学校の放課後に実施している

「わくわくプラザ」を追記してほしい。 

「わくわくプラザ」では、利用児童に対して子どもの権利につい

て学ぶ機会を設けている施設もあり、今後も継続して、子どもの権

利について学ぶ機会の確保に努めてまいります。 

Ｄ 

２５ 

川崎人権擁護委員協議会は、「わくわくプラザ」で人権教室を実

施しており、これは人権教育の推進普及に大事な場所と考える。

「わくわくプラザ」を管理している職員への人権教育の必要性も

感じており、「わくわくプラザ」での人権教育の普及推進は、新た

に設定された「全体目標」の指標にも生きてくると思う。 

川崎市では、「こども文化センター」及び「わくわくプラザ」に勤

務する職員等を対象として、「川崎市放課後児童健全育成事業等職

員資質向上研修」を毎年開催し、子どもの権利をテーマに、「川崎市

子どもの権利条例」の理念と、子どもの権利尊重の視点での子ども

との関わり方をグループワーク等を通じて学び、職員の人権意識の

向上とスキルアップを図っております。 

 

Ｄ 

２６ 

川崎人権擁護委員協議会は、人権相談のみならず、人権教室や、

小中学校へのＳＯＳミニレターの配布など、簡単に相談できる仕

組みを作って活動しており、法務局と同協議会の取組を分野別施

策の「１ 子どもの人権尊重と権利保護の推進」のどこかに追記

してほしい。 

川崎人権擁護委員協議会については、分野横断施策の「１ 人権

教育の推進」及び「２ 人権意識の普及」に記載はありませんが、

「４ 相談、人権救済、自立支援の充実」の「類型２ 相談、人権

救済、自立支援を行う団体等との連携強化」の「川崎人権擁護委員

協議会等との連携強化」の中で、本市とともに、人権に関する教育

や普及の活動を行っております。 

Ｄ 

２７ 

分野横断施策の「２ 人権意識の普及」の「類型１ 普及活動

の推進」における「かわさき人権フェア」は、川崎市、法務局、川

崎人権擁護委員協議会の３者の連携による川崎人権啓発活動地域

ネットワーク協議会が実施しており、人権意識の普及啓発にとっ

て意義のある活動だと思う。 

本計画において、川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会による

連携は、人権施策を推進するための重要な取組の一つとして位置付

けており、今後も、同協議会による連携を強化してまいります。

  

Ｂ 

２８ 

分野別施策の「６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に

係る取組の推進」の「類型１ 差別の解消と人権侵害の防止」の

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組」

については、実際の被害が出る前の予防的措置として、より積極

的な取組が早急に必要である。 

本市では、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基

づき、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

を推進しておりますが、差別的言動の解消には、差別的言動は許さ

れないものという意識が、市民等に浸透することが重要であること

から、児童・生徒向けのリーフレットや啓発動画の作成といった人

権教育や人権啓発の取組を進めており、今後も粘り強く継続して進

めてまいります。  

 

Ｄ 
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２９ 

「人権」という概念について、学校などで学ぶ機会が少ないこ

とから、市民の理解・共感が追い付いていないと感じる。市の南

北での格差もあり、より積極的に考えていくために、まず、それ

ぞれの特徴や付き合い方などを知り合うことが重要なため、区別

されがちな今回の対象とされている方々を横断的に交わらせるこ

とができる「場」が求められていくと思う。本計画には、行政が率

先して具体的な「場」を作っていくことが見られないため、積極

的に「場」づくりや企画を実施することを求める。 

人権尊重のまちづくりを推進するためには、より多くの市民と事

業者が人権施策へ参画し、主体的な取組を広げていくことが必要と

考えております。引き続き、市民、事業者が「人権を尊重し、共に

生きる社会」づくりに参加できる機会を拡大するとともに、人権擁

護に取り組みやすい環境の整備に向けた取組を推進してまいりま

す。 

Ｄ 

３０ 

インターネット上のヘイトについては、川崎市だけの問題では

ないが、国や他都市とも連携し、むしろ率先して規制しているこ

とをアピールしてもよいと思う。 

本市の市民に向けられたものも含めて、インターネット上で国籍

や民族などを理由とする差別的な投稿をなくしていくためには、そ

のような投稿はあってはならないもの、許されないものという意識

が、市民やインターネット利用者に浸透することが重要であること

から、本市では、インターネット上のヘイトスピーチに向けた動画

を作成するなど、啓発に取り組んでいます。  

一方で、インターネット上の差別的な言動に対する自治体の取組

には限界があり、国における全国的な規模での取組が必要だと考え

ていることから、本市は、九都県市を代表して、令和７年５月には

総務省、６月には法務省に対し、その解消に向けた取組について、

要望しました。 

Ｄ 

３１ 

分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重

の取組の推進」の「類型３ 地域における男女共同参画の推進」

の「貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援」が、居場所

づくりの支援、自助グループ支援などにとどまっていることが疑

問である。 

生活上の困難に直面する女性への支援については、「類型３ 地

域における男女共同参画の推進」の「居場所づくりの支援」や「自

助グループ支援」に加え、関連する「類型４ ＤＶ及び困難を抱え

る女性等への支援」の「様々な機関と連携・協働した支援体制の充

実」や「様々な困難を抱える女性等が早期に必要な支援に繋がるよ

う、効果的な手法で相談窓口の周知」などを含め、取組を進めてま

いります。 

Ｄ 
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（５）「第４章 第２期実施計画の推進」に関する御意見（１件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

「２ 進行管理について」において、実施状況の達成・未達成

の評価は、外部の有識者が入った委員会ではなく、庁内連絡会議

でまず行い、その結果を委員会に打診するという手順を踏んでい

ると思われるが、庁内連絡会議で検討する前に、市民の意見を聞

く、審議会を合同で行うなど、なるべく市民、特に当事者から声

を集めて、その生活の質を向上するような政策にしてほしい。 

本計画においては、「進行管理」について「川崎市人権尊重のまち

づくり推進協議会」からの意見・助言を求めることとしております。

同協議会は、学識経験者のほか、当事者団体を含む関係団体の役員

及び市民で構成しており、当事者や市民など外部の視点が反映され

るよう運用しております。 

Ｄ 
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（６）その他に関する御意見（４件） 

№ 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

１ 

市民意見募集案内の本文に、川崎市人権尊重のまちづくり推進

協議会が令和７（２０２５）年７月に提出した「川崎市人権施策

推進基本計画・第２期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」の

策定の方向性について（答申）」について触れていないのはなぜ

か。 

「川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画「人権かわさき

イニシアチブ」の策定の方向性について（答申）」については、市民

意見募集案内の本文には記載しておりませんが、「川崎市人権施策

推進基本計画・第２期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」（案）」

の「第３章 第２期実施計画」の「１ 第２期実施計画策定の方向

性」の「（１）計画の政策体系・方向性等」の本文に記載があり、そ

の内容を踏まえて本計画を取りまとめております。 

Ｅ 

２ 

答申提出後、庁内連絡会議での議論について、議事録が公開さ

れてないので、次回以降の意見募集の際は、どのような議論がな

されたのかの概要を参考資料としてつけてほしい。 

庁内連絡会議での議論の内容等については公開しておりません

が、参考資料の範囲等については、次回以降の意見募集の際に検討

してまいります。 

Ｄ 

３ 

 川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会の全ての会議資料をウ

ェブサイト上で公開してほしい。また、協議会の答申の「２ 審

議の経過 」に「審議経過の詳細については、巻末の「参考資料２」

を参照」とあるが、どのような意見が出たのか、摘録レベルで掲

載してほしい。 

川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会の「会議資料」の取扱い

や、答申の「参考資料」の記載内容については、今回の意見募集の

趣旨・範囲とは異なりますが、他の「会議資料」の取扱いや、他の

答申の「参考資料」の記載内容を踏まえつつ、検討してまいります。 

Ｅ 

４ 

 年末年始にまたがるようなパブリックコメントの募集の仕方を

考え直してほしい。１２月３０日に閲覧したところ、募集中の案

件が２１件あり、関心のある内容について丁寧に資料を読み込ん

で意見を出したいが、年末年始はゆっくり過ごしたい。今回は、

対象領域が広く、じっくり考えることが非常に難しかった。 

年末年始の休業期間は、パブリックコメントの募集期間の日数に

カウントしないようにしてもらいたい。また、募集する期間を集

中させるのではなく、ずらすことも考えてほしい。 

パブリックコメントは、各計画や施策の検討状況を踏まえ、案件

ごとに実施時期を設定しており、結果として特定の時期に募集が集

中する場合があります。 

本計画のパブリックコメントについては、意見募集期間に年末年

始が含まれることから、相応と考える期間を延長し、意見募集期間

を令和７（２０２５）年１２月１日から令和８（２０２６）年１月

９日までとしております。 

Ｅ 

   

23



 

市民意見等を踏まえた計画の修正事項 

 
パブリックコメント手続でのＡ区分について必要な修正を行ったほか、必要な箇所を時点修正しました。 

                                      
（１）パブリックコメント手続での修正箇所 

※下線は修正箇所    
本編 

頁番号 修正内容〔修正後〕 〔修正前〕 

Ｐ４３ 〇分野別施策の「２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重の

取組の推進」の「類型１ 男女共同参画に係る教育・啓発の推進」

の「固定的な性別役割分担意識等の解消に向けた広報・啓発の推

進」の「内容」の記述 

 

性別による固定的な役割分担意識やアンコンシャス・バイアス（無

意識の偏見）の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓの目標５に

関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。 

 
 
 
 
 
性別による固定的な役割分担意識の解消やアンコンシャス・バイア

ス（無意識の偏見）の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関す

る理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。 
 

 
 

（２）その他の主な修正箇所 

※下線は修正箇所    
本編 

頁番号 修正内容〔修正後〕 〔修正前〕 

Ｐ８ 〇「第２章 第２期実施計画の策定の背景」の「１ 国の主な動向」

の「〇 子どもの人権」の「・こども基本法の施行（令和５（２

０２３）年４月）」の本文に追記 

 

これまでもこどもに関する各般の施策の充実が取り組まれてき

たものの、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっておらず、ま

た、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを

取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけた。
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このため、こども家庭庁の設置と相まって、こども施策を社会全体

で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令

和４年６月に成立し、令和５年４月に施行された。日本国憲法及び

児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来

にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こ

ども政策を総合的に推進することを目的としている。 

こども施策を社会全体

で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令

和４年６月に成立し、令和５年４月に施行された。日本国憲法及び

児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来

にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こ

ども政策を総合的に推進することを目的としている。 

Ｐ１０ 〇「第２章 第２期実施計画の策定の背景」の「１ 国の主な動向」

の「〇 障害者の人権」の本文に追記 

 

〇 障害者の人権 

平成 26（2014）年に日本が障害者権利条約を批准したことによ

り、条約の定める原則（差別禁止、合理的配慮、参加・包摂など）

を反映するため、以下のような法制度改革が加速・実施された。 

 
 
 
〇 障害者の人権 

 

Ｐ２０ 〇「第３章 第２期実施計画」の「３ 第２期実施計画の体系」の

「２ 分野別施策」の「６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生

社会に係る取組の推進」の「３ 多文化共生教育の推進」の「主

な事業・取組名」の表記 

 

・人権尊重・多文化共生教育推進事業 

 
 
 
 
 
・多文化共生教育推進事業 

P５４ 〇「第３章 第２期実施計画」の「分野別施策６ 外国人市民の人

権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進」に注釈追記 

 

※外国人市民：本市では、外国籍の住民は地域社会を構成するかけ

がえのない一因と考え、1996(平成 8)年の川崎市外国人市民代表

者会議条例の制定から、「外国人市民」という言葉を使用。 

さらに、多文化共生社会推進指針では、外国籍の住民だけでな

く、日本国籍であっても外国につながりのある人（国際結婚によ

り生まれた人、中国帰国者、日本国籍を取得した人等）も視野に

入れて使用。 

※本邦外出身者：本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者

又はその子孫であって適法に居住するもの。 

 
 
 
 － 
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P５７ 〇「第３章 第２期実施計画」の「分野別施策６ 外国人市民の人

権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進」の「類型３ 多文化

共生教育の推進」の「事業・取組名」の表記 

 

・人権尊重・多文化共生教育推進事業 

 
 
 
 
・多文化共生教育推進事業 

 ※その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 
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川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画 

「人権かわさきイニシアチブ」（案）の概要 

 

 
 

〇不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市差別

のない人権尊重のまちづくり条例（以下「条例」という。）に基づき策定（令和４（２０２２）年３月） 

 

 

（１）基本計画の位置付け 

 条例のほか、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に対応する計画として位置付け 

（２）基本計画の全体像 

ア 対象期間…令和４（2022）年度から概ね 10 年間を対象 

  イ 基本計画の構成…概ね 10 年間の対象期間全体を通じて実現を目指すものを、「川崎市人権施策推進基本計

画」における「人権に関する施策の基本理念及び基本目標」（第１階層）として掲げながら、具体的な取

組内容を、概ね４年ごとに見直しを行う実施計画における「人権に関する基本的施策」（第２階層）、「事

業・取組」（第３階層）として体系的に整理することで、新しい人権課題や社会情勢等の変化に、より柔

軟に対応 

    

     ＜基本計画の構成＞                     ＜計画期間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※第 3 期実施計画の計画期間は未定ですが、市総合計画と整合を取りながら定めていきます。 

  

 

 

 

 

人権に関する施策の基本理念・・・「基本計画」が目指す「まち」の姿 

 

人権に関する施策の基本目標・・・「基本理念」を実現していくに当たり指針となる考え方 

 

 

１ 基本計画の趣旨 

２ 基本的な考え方 

３ 人権に関する施策の基本理念と４つの基本目標 

市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され不当な差別のないまち かわさき 

１ 差別や偏見のない優しさにあふれたまちづくり 

２ 互いの違いを理解し、個人として尊重し、共に生き生きと暮らせるまちづくり 

３ 人権侵害による被害の救済を図るため、必要な支援が受けられるまちづくり 

４ 市民、事業者、市が共に考え、取り組む人権尊重のまちづくり 

※第 1 期実施計画の計画期間終了を踏まえ、 
 このたび、第 2 期実施計画に改定するもの。 
 （基本計画の部分は軽微変更のみ） 
 

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要 

基本計画 

実施計画 

1

資料２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 「人権に関する基本的施策」（第２階層）と「事業・取組」（第３階層）については、基本計画に掲げる「人権に

関する施策の基本理念及び基本目標」（第 1階層）の達成を目指した具体的な取組内容として、実施計画に位置付け

られています。 

 人権に関する基本的施策では、個別法令、個別計画等を踏まえ、「分野横断施策」（人権教育の推進や人権意識の

普及など）及び「分野別施策」（子どもの人権や男女共同参画などの分野別の課題）に分類したうえで、様々な事

業・取組を行っています。 

  

 第１期実施計画で設定した「全体目標」「基本目標」の達成を図る指標については、計画期間の目標値に達してい

ませんが、人権分野の特性上、市民の人権意識は、例えば、SNS での誹謗中傷などのインターネット上の情報拡

散、暴力・紛争・戦争等に伴う人権侵害に関する報道など、必ずしも川崎市内（市域）に限定されず、境界や垣根

を越えて生じる国内外の様々な事象が影響を及ぼしていることが考えられます。 

 

 人権の尊重は、すべての人が等しく尊厳をもって生きることのできる社会の実現に向けた人類普遍の目標であ

り、世界中の人々による意識変化とたゆまぬ努力が必要となります。 

 

 このため、第１期実施計画で設定している指標に関しては、外的要因が一定の影響を与えていることが考えられ

ますが、本市は引き続き、指標の達成に向けて様々な取組を進めていく必要があり、そのために、全庁的な視点か

ら体系的に整理された本計画が今後の取組の方向性を示す役割を果たします。 

 

 第２期実施計画では、第１期実施計画で設定した「全体目標」「基本目標」の指標に加えて、「人権について興

味・関心を持つ市民の割合」を新たに「全体目標」の指標として設定することにより、計画全体の成果をより客観

的に測ることで、本計画を着実に推進し、市民の人権意識の向上を図ります。 

 

 なお、「全体目標」「基本目標」の指標のほか、第４章（第２期実施計画の推進）において「個別指標」を設定

し、これら各指標の達成状況を把握することで、「人権に関する基本的施策」・「事業・取組」の推進を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 基本理念と基本目標を踏まえた方向性 

2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  令和４年３月の「川崎市人権施策推進基本計画・第１期実施計画」策定以降の人権施策に関わる国の主な動向 

〇こどもの人権 
・こども基本法の施行（令和５（２０２３）年４月）   
〇 男女平等に関わる人権 
・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行（令和６（２０２４）年４月） 
〇 高齢者の人権 
・共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行（令和６（２０２４）年１月） 
〇 障害者の人権 
・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の施行（令和４ 
 （２０２２）年５月）  

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行（令和６（２０２４）年４月） 
○ 外国人の人権 
・「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」の策定（令和４年６月） 
〇 性的マイノリティの人権 
・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の施行（令和５（２

０２３）年６月） 

 

 

第２期実施計画の策定に当たっては、次に掲げる第１期実施計画の計画期間中における本市の社会情勢の変化

を踏まえて検討 

〇子どもに関する社会情勢の変化 

     少子化が進行する一方、不登校児童・生徒数や児童虐待相談・通告件数は増加傾向にあり、特別支援学級の児

童・生徒数も増加しています。  

    本市の社会状況や子ども・子育て家庭を取り巻く環境が変化し、価値観も多様化する中、児童虐待や、不登校、

いじめ、非行等の支援が必要な子どもは増えており、地域の中で子どもや子育て家庭を見守り寄り添いながら、

個々の子どもや子育て家庭の状況に応じた支援が求められています。 

〇高齢者に関する社会情勢の変化 

    本市の高齢者人口は年々増加し続け、令和６（２０２４）年１０月１日時点で約３２万人となっており、認知

症高齢者は、令和７（２０２５）年に約７万人を超え、高齢者の約５人に１人が認知症であると推計していま

す。 

また、高齢化や核家族化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加しており、家族や親族等

との「つながり」の希薄化が見込まれています。 

こうした状況から、住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現に向けた

取組の推進が求められています。 
〇障害者に関する社会情勢の変化 

    本市における各障害者手帳所持者数は、令和７（２０２５）年現在で身体障害は 36,200 人、知的障害は

13,508 人、精神障害は 18,819 人となっており、身体障害者はやや減少傾向である一方、精神・知的障害者につい

ては、今後も増加傾向が続くことが見込まれ、高齢に伴い障害が重度化・重複化する方や、障害者手帳は持たな

いものの支援を要する方など、支援すべき対象範囲も広がってきていることから、個々の状態・状況やライフス

テージ、ニーズ等に応じた、よりきめ細やかな対応が求められます。こうした状況に対応するためには、総合相

談や計画相談支援に加え、障害の状況に応じた専門相談や障害児等に対する相談支援の充実も必要です。 

    また、障害者差別解消法改正により合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化されたことから、民間事業者・市

民等への理解促進の取組をすすめる等、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共

生の地域社会の実現に向けた取組の推進が求められています。 
〇外国人に関する社会情勢の変化 

      令和７（２０２５）年７月末現在本市には約５万９千人の外国人市民が暮らしています。地域社会を構成する一

員である外国人市民は、今後さらなる増加が見込まれており、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、全

ての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる多文化共生社会の実現に

向けた取組の推進が求められています。 

 

第２章 第２期実施計画の策定の背景 

１ 国の主な動向 

２ 本市における社会情勢の変化 
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（１）計画の政策体系・方向性等 

令和７（２０２５）年７月に川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会から答申のあった「第２期実施計画の策定の

方向性について」を踏まえて、次のように策定 

 〇第２期実施計画の政策体系について 

基本計画で定めた第１期実施計画の政策体系は、次期実施計画期間における新しい人権課題や社会情勢の変化な

どにも柔軟に対応できるだけの普遍性を有しており、第２期実施計画において継承 

 〇基本計画の第２階層（人権に関する基本的施策）の方向性 

   上記と同様の理由により体系を継承 

 〇基本計画の第３階層（事業・取組）における留意点 

  新たに次の視点を追加 

 ・男女平等に関わる人権 ：困難を抱える女性等への支援 

   ・障害者の人権     ：合理的配慮 

   ・性的マイノリティの人権：性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する啓発の推進 

 〇第２期実施計画の全体の方向性 

川崎市総合計画や各分野別計画等との整合を図りつつ策定 

（２）第２期実施計画の構成 

令和８（２０２６）年度から４年間を対象とした本市の総合計画第４期実施計画では、市民にとって分かりやすく、

状況の変化に応じて目標実現に向けた過程を柔軟に選択しうる機動的な計画とするため、構成の抜本的な見直しを行

うこととしており、当該見直しの趣旨を踏まえ、第２期実施計画でも、次のとおり策定 

・市民にとってわかりやすく、また、法令改正や制度変更等の状況に即して適切な取組を推進できる計画とするた

め、第３階層の構成を見直し 

   ・具体的には、第３階層に紐づく事業・取組のうち、基本目標の達成に向けて特に有効と考えられる事業・取組を

「主な事業・取組」とし、その事業・取組についてのみ計画期間中に想定される「取組の方向性、アウトプット等」

として、必要な情報を簡潔に記載 

 ・また、事業・取組全体については、別途一覧で概要を掲載することに加え、毎年の評価において、主な事業・取組

の実績等を示し、効率的な進行管理を実施 

 

 

 〇第１期実施計画の政策体系を継承し、第２階層（基本的施策）については、５つの「分野横断施策」と１３の「分野

別施策」で構成される１８の人権に関する基本的施策とこれらに係る取組を体系的に整理して策定 

〇分野横断施策は、第１期実施計画で定めた５つの視点「①人権教育を推進すること」「②人権意識を普及すること」

「③人権研修を推進すること」「④相談、人権救済、自立支援のための施策を充実すること」「⑤それらを推進する上

で市民、事業者、市が連携協働する体制を整備すること」に沿って、総合的に推進 

〇分野別施策は、人権課題に応じて、個別法令、ぞれぞれの計画等を踏まえて実施 

〇第３階層において、事業・取組を位置付け、基本理念・基本目標の着実な達成に向け、取組を推進   

 

 

 

 

 

 

第３章 第２期実施計画 

１ 第２期実施計画策定の方向性 

２ 第２期実施計画における基本的な考え方 
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  令和７（２０２５）年７月に川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会から答申のあった「第２期実施計画の策定の方向

性について」に基づき、第２階層は第１期実施計画の体系を継承しつつ、第３階層（事業・取組）の分野別施策の類型に、

次のとおり留意点を位置付けました（下表の下線部分）。 

  男女の分野：困難を抱える女性等への支援 

  障害者の分野：合理的配慮 

  性的マイノリティの分野：性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する啓発の推進 

 

３ 第２期実施計画の体系 
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（１）庁内連絡体制 

・川崎市人権・男女共同参画推進連絡会議 

・分野別の人権施策を推進するための各部会等 

（２）協議組織 

・川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会 

（３）関係団体・関係機関   

・川崎市人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

・かわさき男女共同参画ネットワーク等 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルにより、毎年の評価について主要な取組の実績等を基にし効率的な進行管理を行う。 

基本計画の中で、基本目標と課題ごとに設定した目標の到達度について自己評価を実施し、取組状況について、

毎年度、進捗状況を把握する。 

外部の視点として、附属機関である「川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会」に意見・助言を求める。 

 

 

第４章 第２期実施計画の推進 

２ 進行管理について 

１ 人権施策推進体制について 
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  基本計画を着実に推進していくために、第１章に掲げる「全体目標」「基本目標」の指標のほか、次のとおり個

別指標を設定し、目標の達成度を評価する際に参考とする指標とします。なお、施策の評価については、この数値
のみをもって施策の成果とするものではなく、事業の進捗状況を踏まえて総合的に判断 

  目標達成に向け、各分野の啓発や各事業の取組を一層の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 個別指標 
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「川崎市人権施策推進基本計画」は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市差
別のない人権尊重のまちづくり条例（以下「条例」という。）に基づき策定する計画です。
人権に関し行政として目指すものを体系的に整理し、本市の各部局の連携と、市民と、関係団体等を含めた事業者との連携協働の下に「人権尊重の
まちづくり」を推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に向けた取組を進めるための約１０年間の指針として、令和４（２０２２）年３月
に策定しました。

１ 基本計画の趣旨

２ 基本的な考え方

（１）基本計画の位置付け

基本計画は、条例の規定に基づき、「不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進する」ため、「人権に関
する施策の基本理念及び基本目標」、「人権に関する基本的施策」等について体系的に定め、本市の総合計画や分野別の他の計画等との整合を図り
つつ取り組むためのものです。
また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権
教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」との規定に対応する計画としても位置付けるものです。

所管局個別計画等の名称

教育委員会かわさき教育プラン

市民文化局かわさきパラムーブメント推進ビジョン

こども未来局川崎市子どもの権利に関する行動計画

こども未来局川崎市こども・若者の未来応援プラン

市民文化局川崎市男女平等推進行動計画

健康福祉局かわさきいきいき長寿プラン

健康福祉局川崎市地域福祉計画

所管局個別計画等の名称

健康福祉局かわさきノーマライゼーションプラン

市民文化局川崎市多文化共生社会推進指針

健康福祉局かわさき保健医療プラン

健康福祉局川崎市感染症予防計画

健康福祉局川崎市ホームレス自立支援実施計画

健康福祉局川崎市自殺対策総合推進計画

健康福祉局川崎市再犯防止推進計画

※詳細は「川崎市人権推進
基本計画・第１期実施計画」
の第２章（基本計画）参照

川崎市総合計画

基本計画と関連する主な計画等

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要
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（２）基本計画の全体像

ア 対象期間
令和４（２０２２）年度から概ね１０年間を対象としています。

イ 基本計画の構成

〇基本計画の構成

〇計画期間

※第3期実施計画の計画
期間は未定ですが、市総合
計画と整合を取りながら定
めていきます。

概ね10年の
【第１階層】 対象期間

【第２階層】 概ね4年の
計画期間

【第３階層】 事業・取組

人権に関する

基本的施策

人権に関する施策の

基本理念及び基本目標

概ね１０年間の対象期間全体を通じて実現を目指すものを、「川崎市人権施策推進基本計画」における「人権に関する施策の基本
理念及び基本目標」（第１階層）として掲げながら、具体的な取組内容を、概ね４年ごとに見直しを行う実施計画における「人権に関
する基本的施策」（第２階層）、「事業・取組」（第３階層）として体系的に整理することで、新しい人権課題や社会情勢等の変化に、
より柔軟に対応できる政策体系としています。

年　度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０Ｒ１１

１　人権に関する
　施策の基本理念
　及び基本目標

 
２　人権に関する
　基本的施策
３　事業・取組

Ｒ１２～

概ね１０年の計画期間

第１期実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画（想定）

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要

基本計画

実施計画
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３ 人権に関する施策の基本理念と４つの基本目標

「人権に関する施策の基本理念及び基本目標」は、計画期間において、本市の人権施策が目指すことを表しています。これを、
「人権尊重のまちづくり」を推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に向けた取組を進めるための指針となる考え方と
して掲げ、その達成を目指した基本的施策等を実施計画に位置付け、取組を推進していきます。

人権に関する施策の基本理念・・・「基本計画」が目指す「まち」の姿

条例では、第５条で「何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由
とする不当な差別的取扱いをしてはならない」として、「何人」（全ての人）に向けて、不当な差別的取扱いを禁止しており、また、
前文や第３条の「市の責務」、第４条の「市民及び事業者の責務」の規定など、その全体を通して「不当な差別」を解消するこ
ととしています。

これらを踏まえ、条例に目的として規定する「人権を尊重し、共に生きる社会の実現」を図るに当たり、共生の前提となる人権
保護の核心が個人の尊重にあることに鑑みて、個人の尊重に立脚した考えである「差別をなくす」、「多様性の尊重」を重視し、こ
の２つの考えが浸透した「まち」を目指して、基本理念を「市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され不当な差別のないまち か
わさき」と定め、人権施策を推進していきます。

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要
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人権に関する施策の基本目標・・・「基本理念」を実現していくに当たり指針
となる考え方

人権の問題は、一人ひとりの心の中で抱え込むのではなく、社会の問題として捉え、「差別をしない・させない・許さない」という姿
勢で、傍観者から当事者への感覚を持つことが求められます。市民一人ひとりが、人権を侵害する側と侵害される側といった、固
定化された観念で考えるのではなく、人権侵害の芽は誰の心の中にもあることを自覚し、相手の痛みを感じることができるようにな
ることが、差別や偏見のない社会を築いていくために重要です。
こうした考えの下、基本目標の一つを「差別や偏見のない優しさにあふれたまちづくり」とし、「差別的取扱い」と「差別的言動」の
両方の「不当な差別」と偏見を許さない、相手の立場に立って考えることができる社会の実現を目指します。

１ 差別や偏見のない優しさにあふれたまちづくり

２ 互いの違いを理解し、個人として尊重し、共に
生き生きと暮らせるまちづくり

市民一人ひとりが個人として尊重されることが、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりの大前提であり、そのためには、
全ての市民が様々な違いを越えて、対等な人間関係を築ける人権感覚豊かな地域社会づくりが重要となります。また、その実現
のためには、条例の規定を踏まえ、あらゆる施策に人権尊重の視点を反映させるよう努めるとともに、市の企画する事業や地域で
の催しなどの様々な機会を通じ、人権意識の普及を行うことが必要です。
こうした考えの下、基本目標の一つを「互いの違いを理解し、個人として尊重し、共に生き生きと暮らせるまちづくり」とし、それぞ
れの違いを理解して豊かさと捉え、多様性が尊重される社会の実現を目指します。

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要
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基本理念に掲げた「市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され不当な差別のないまち かわさき」の実現に向けて施策の実効
性を高めるには、人権侵害を受けた人に対する具体的な「相談、人権救済、自立支援の充実」を図ることが重要です。
こうした考えの下、基本目標の一つを「人権侵害による被害の救済を図るため、必要な支援が受けられるまちづくり」とし、必要
な人に必要な支援が確実に届くように取り組みます。

３ 人権侵害による被害の救済を図るため、必要な
支援が受けられるまちづくり

４ 市民、事業者、市が共に考え、取り組む人権尊
重のまちづくり

市民の人権に関する問題は、国や自治体といった行政はもとより地域、学校、企業、団体、NPO・NGO等といった市民及び
事業者との連携を通じて解決していくことが必要であり、行政と市民及び事業者が相互に支援し合うことが重要です。
こうした考えの下、基本目標の一つを「市民、事業者、市が共に考え、取り組む人権尊重のまちづくり」とし、行政だけでなく市
民及び事業者が、人権の問題について積極的に関わり、人権に関する意識をお互いに高め合うことで、人権が尊重される社会
につなげていきます。

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要

5



「人権に関する基本的施策」（第２階層）と「事業・取組」（第３階層）については、基本計画に掲げる「人権に関する施策の基本理念及び基
本目標」（第1階層）の達成を目指した具体的な取組内容として、実施計画に位置付けられています。
人権に関する基本的施策では、個別法令、個別計画等を踏まえ、「分野横断施策」（人権教育の推進や人権意識の普及など）及び「分野別
施策」（子どもの人権や男女共同参画などの分野別の課題）に分類したうえで、様々な事業・取組を行っています。

第１期実施計画で設定した「全体目標」「基本目標」の達成を図る指標については、計画期間の目標値に達していませんが、人権分野の特性上、
市民の人権意識は、例えば、SNSでの誹謗中傷などのインターネット上の情報拡散、暴力・紛争・戦争等に伴う人権侵害に関する報道など、必ずし
も川崎市内（市域）に限定されず、境界や垣根を越えて生じる国内外の様々な事象が影響を及ぼしていることが考えられます。

人権の尊重は、すべての人が等しく尊厳をもって生きることのできる社会の実現に向けた人類普遍の目標であり、世界中の人々による意識変化とた
ゆまぬ努力が必要となります。

このため、第１期実施計画で設定している指標に関しては、外的要因が一定の影響を与えていることが考えられますが、本市は引き続き、指標の
達成に向けて様々な取組を進めていく必要があり、そのために、全庁的な視点から体系的に整理された本計画が今後の取組の方向性を示す役割を
果たします。

第２期実施計画では、第１期実施計画で設定した「全体目標」「基本目標」の指標に加えて、「人権について興味・関心を持つ市民の割合」を新
たに「全体目標」の指標として設定することにより、計画全体の成果をより客観的に測ることで、本計画を着実に推進し、市民の人権意識の向上を図
ります。

なお、「全体目標」「基本目標」の指標のほか、第４章（第２期実施計画の推進）において「個別指標」を設定し、これら各指標の達成状況を把
握することで、「人権に関する基本的施策」・「事業・取組」の推進を図ります。

４ 基本理念と基本目標を踏まえた方向性

第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要
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第１章 川崎市人権施策推進基本計画の概要

令和13（2031）年度
指標数値

第２期実施計画期間
における指標現状第１期実施計画期間

における指標計画策定時計画全体の成果や基本目標の
達成を図る指標目標

70.0%以上
【令和13(2031)年

度】

68.0%以上
【令和11(2029)年

度】

65.4%
【令和7(2025)年

度】
ー第２期実施計画

から新たに設定
人権について興味・関心を持つ
市民の割合

全体目標
43.0%以上

【令和13(2031)年
度】

42.3%以上
【令和11(2029)年

度】

39.9%
【令和7(2025)年

度】

41.0%以上
【令和7(2025)年

度】

36.6%
【令和3(2021)年

度】
平等と多様性が尊重されている
と思う市民の割合

85.0%以上
【令和13(2031)年

度】

83.6%以上
【令和11(2029)年

度】

65.8%
【令和7(2025)年

度】

81.0%以上
【令和7(2025)年

度】

77.2%
【令和2(2020)年

度】
「人権侵害」について、あって
はならないと思う市民の割合

基本目標
１

32.0%以上
【令和13(2031)年

度】

30.6%以上
【令和11(2029)年

度】

14.9%
【令和7(2025)年

度】

28.0%以上
【令和7(2025)年

度】

24.4%
【令和2(2020)年

度】

「一人ひとりが互いに違いを認
め合い、共に暮らしていける社
会になっている」と思う市民の
割合

基本目標
２

7つ
【令和13(2031)年

度】

6つ
【令和11(2029)年

度】

2つ
【令和7(2025)年

度】

5つ
【令和7(2025)年

度】

3つ
【令和2(2020)年

度】

「国や市の機関のさまざまな人
権相談窓口を知っている」市民
の割合が30％を超えている相談
窓口の数

基本目標
３

93.0%以上
【令和13(2031)年

度】

92.3%以上
【令和11(2029)年

度】

88.4%
【令和7(2025)年

度】

91.0%以上
【令和7(2025)年

度】

87.4%
【令和3(2021)年

度】

他人の人権を侵害しないように
配慮して、日々の生活を送って
いる市民の割合

基本目標
４
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第２章 第２期実施計画の策定の背景

１ 国の主な動向
令和４年３月の「川崎市人権施策推進基本計画・第１期実施計画」策定以降の人権施策に関わる国の主な動向は
以下のとおりです。

〇 子どもの人権

・こども基本法の施行（令和５（２０２３）年４月）
これまでもこどもに関する各般の施策の充実が取り組まれてきたものの、少子化の進行、人口減少に歯止めがか

かっておらず、また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍
がそうした状況に拍車をかけた。このため、こども家庭庁の設置と相まって、こども施策を社会全体で総合的かつ強力
に推進していくための包括的な基本法として、令和４年６月に成立し、令和５年４月に施行された。日本国憲法
及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会
の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としている。

・こども家庭庁の発足（令和５（２０２３）年４月）
新たな行政組織として、こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向けて、こ

どもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁が創設された。

・改正児童福祉法の施行（令和６（２０２４）年４月）
児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するた

め、要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施の市町村業務への追加、市町村における児童福祉及び
母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置の努力義務化、一時保護開始時の要件及び手続
の整備、入所措置や一時保護の決定時における児童の意見聴取等の手続の整備※、児童自立生活援助の対象
者の年齢制限の緩和、児童に対するわいせつ行為を行った保育士の再登録手続の厳格化等の措置を講じた。
※こどもの権利擁護の取組として、こどもの権利擁護の環境整備を行うことを都道府県、政令市等の業務として位
置付け、都道府県知事、政令市長又は児童相談所長が行う措置等の決定時において、児童の意見聴取等を
行うこととされた。
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第２章 第２期実施計画の策定の背景

・子ども・子育て支援法等の改正（令和６（２０２４）年６月。内容ごとに段階的に施行）
こども未来戦略（令和５年１２月２２日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するた

め、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働
き・共育ての推進に資する施策の実施、子ども・子育て支援金制度の創設等が規定された。
具体的には、児童手当の高校生年代までの拡充、妊婦等包括相談支援事業及び保育所等に通っていない満３

歳未満の子どもの通園のための給付の創設、児童扶養手当の拡充、産後ケア事業の地域子ども・子育て支援事業へ
の位置付け等を行うこととされた。

〇 男女平等に関わる人権

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行（令和６（２０２４）年４月）
女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑

み、困難な問題を抱える女性（性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生
活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。））の福祉の増進を図
るため、支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって
人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としている。
困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応

じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、多様な支援を包括的に提供する体制を
整備することや、支援が、関係機関及び民間団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること、人権の
擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを基本理念としている。
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第２章 第２期実施計画の策定の背景
〇 高齢者の人権

・共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行（令和６（２０２４）年１月）
認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合

いながら共生する活力ある社会である共生社会の実現の推進を目的としている。
全ての認知症の人が、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、自らの意思によって日常生活及び

社会生活を営むことなどを基本理念として、国・地方が一体となって認知症施策を行っていくものとしている。

〇 障害者の人権
平成26（2014）年に日本が障害者権利条約を批准したことにより、条約の定める原則（差別禁止、合理的
配慮、参加・包摂など）を反映するため、以下のような法制度改革が加速・実施された。

・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の施行（令和４
（２０２２）年５月）

全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて
重要であることから、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することで、障害の有無
によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的としてい
る。
施策を推進するに当たり、可能な限り、障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにすることや、日常生

活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく必要とする情報の取得利用・円滑な意思疎通ができるようにする
ことなどを基本理念としている。

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律（障害者差別解消法）の施行（令
和６（２０２４）年４ 月）
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としている。
障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要

かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする
差別を解消するための支援措置を強化することとされた。 10



第２章 第２期実施計画の策定の背景

○ 外国人の人権

・「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」の策定（令和４年６月）
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行（平成３１（２０１９）年
４月施行）による新たな外国人材受入れのための在留資格「特定技能」の創設を踏まえつつ、外国人材を適正
に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与す
るという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示した「外国人材の受入
れ・共生のための総合的対応策」が関係閣僚会議で決定された（平成３０（２０１８）年１２月。毎年改
訂）。
また、令和４（２０２２）年度は、総合的対応策の改訂と同時に、我が国の目指すべき外国人との共生社

会のビジョン、その実現に向けて中長期的に取り組むべき課題としての重点事項及び具体的施策を示す「外国人
との共生社会の実現に向けたロードマップ」（令和４（２０２２）年６月）が策定された（毎年一部変更）。

〇 性的マイノリティの人権

・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の施行（令和５
（２０２３）年６月）

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的
指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を
定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定
めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び
ジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としている。
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第２章 第２期実施計画の策定の背景

〇子どもに関する社会情勢の変化
少子化が進行する一方、不登校児童・生徒数や児童虐待相談・通告件数は増加傾向にあり、特別支援学級の児
童・生徒数も増加しています。
本市の社会状況や子ども・子育て家庭を取り巻く環境が変化し、価値観も多様化する中、児童虐待や、不登校、い
じめ、非行等の支援が必要な子どもは増えており、地域の中で子どもや子育て家庭を見守り寄り添いながら、個々の子ど
もや子育て家庭の状況に応じた支援が求められています。

〇高齢者に関する社会情勢の変化
本市の高齢者人口は年々増加し続け、令和６（２０２４）年１０月１日時点で約３２万人となっており、認知
症高齢者は、令和７（２０２５）年に約７万人を超え、高齢者の約５人に１人が認知症であると推計しています。
また、高齢化や核家族化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加しており、家族や親族等との「つ
ながり」の希薄化が見込まれています。
こうした状況から、住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現に向けた取組の推
進が求められています。

２ 本市における社会情勢の変化

第２期実施計画の策定に当たっては、次に掲げる第１期実施計画の計画期間中における本市の社会情勢の変化を
踏まえて検討していきます。
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第２章 第２期実施計画の策定の背景

〇障害者に関する社会情勢の変化
本市における各障害者手帳所持者数は、令和７（２０２５）年現在で身体障害は36,200人、知的障害は
13,508人、精神障害は18,819人となっており、身体障害者はやや減少傾向である一方、精神・知的障害者につい
ては、今後も増加傾向が続くことが見込まれ、高齢に伴い障害が重度化・重複化する方や、障害者手帳は持たないも
のの支援を要する方など、支援すべき対象範囲も広がってきていることから、個々の状態・状況やライフステージ、ニーズ
等に応じた、よりきめ細やかな対応が求められます。こうした状況に対応するためには、総合相談や計画相談支援に加え、
障害の状況に応じた専門相談や障害児等に対する相談支援の充実も必要です。
また、障害者差別解消法改正により合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化されたことから、民間事業者・市民
等への理解促進の取組をすすめる等、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地
域社会の実現に向けた取組の推進が求められています。

〇外国人に関する社会情勢の変化
令和７（２０２５）年７月末現在本市には約５万９千人の外国人市民が暮らしています。地域社会を構成する
一員である外国人市民は、今後さらなる増加が見込まれており、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、全て
の人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる多文化共生社会の実現に向けた
取組の推進が求められています。
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第３章 第２期実施計画

〇第２期実施計画の政策体系について

１ 第２期実施計画策定の方向性

基本計画で定めた第１期実施計画の政策体系は、当該実施期間における人権に関する国の動向や社会情勢の変化を包含しつつ、次期実施
計画期間における新しい人権課題や社会情勢の変化などにも柔軟に対応できるだけの普遍性を有していると考えられることから、第２期実施計画
において継承することとします。

〇基本計画の第２階層（人権に関する基本的施策）の方向性

上記と同様の理由により、令和８（２０２６）年から４年を計画期間とする第２期実施計画において、第１期実施計画における「人権に関する
基本的施策」の体系を継承することとします。

〇基本計画の第３階層（事業・取組）における留意点

第１期実施計画の事業・取組については、計画期間中における人権尊重のまちづくりの推進に必要となる類型化をしていますが、第２期実施計
画の策定に当たっては、この間の人権に関する国の動向や社会情勢の変化などを踏まえ、既存の類型を基本としつつも、それに加えて新たに次の視
点を盛り込み、明確化することで、次の４年の計画期間における、適切な人権課題への対応につなげていくこととします。
・男女平等に関わる人権 ︓困難を抱える女性等への支援
・障害者の人権 ︓合理的配慮
・性的マイノリティの人権 ︓性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する啓発の推進

（１）計画の政策体系・方向性等
条例第６条第３項の規定に基づき、令和７（２０２５）年７月に川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会から答申のあった「第２期実施計画
の策定の方向性について」を踏まえて、次のように策定します。また、その際には、国の動向等を踏まえ、子どもの人権、高齢者の人権、外国人の人権
等にも留意しつつ策定します。

〇第２期実施計画の全体の方向性

川崎市総合計画や各分野別計画等との整合を図りつつ、策定することとします。
14



第３章 第２期実施計画

（２）第２期実施計画の構成

・市民にとってわかりやすく、また、法令改正や制度変更等の状況に即して適切な取組を推進できる計画とするため、第３階層の構成を見直すこ
ととします。

・具体的には、第３階層に紐づく事業・取組のうち、基本目標の達成に向けて特に有効と考えられる事業・取組を「主な事業・取組」とし、その事
業・取組についてのみ計画期間中に想定される「取組の方向性、アウトプット等」として、必要な情報を簡潔に記載することとします。

・また、事業・取組の全体については、別途一覧で概要を掲載することに加え、毎年の評価において、主な事業・取組の実績等を示し、効率的な
進行管理とします。

令和８（２０２６）年度から４年間を対象とした本市の総合計画第４期実施計画では、市民にとって分かりやすく、状況の変化に応じて目
標実現に向けた過程を柔軟に選択しうる機動的な計画とするため、構成の抜本的な見直しを行うこととしており、当該見直しの趣旨を踏まえ、第
２期実施計画でも、次のとおり策定します。
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第３章 第２期実施計画

２ 第２期実施計画における基本的な考え方

基本計画に定める「人権に関する施策の基本理念と基本目標」を踏まえ、人権課題の解決に向けて、今後４年間（令和８（２０２６）
年度から令和１１（２０２９）年度まで）を計画期間とする「第２期実施計画」について、第１期実施計画の政策体系を継承し、第２階
層（基本的施策）については、５つの「分野横断施策」と１３の「分野別施策」で構成される１８の人権に関する基本的施策とこれらに係る取
組を体系的に整理して策定します。
分野横断施策は、全ての人権課題に共通する取組として、第１期実施計画で定めた５つの視点「①人権教育を推進すること」「②人権意識

を普及すること」「③人権研修を推進すること」「④相談、人権救済、自立支援のための施策を充実すること」「⑤それらを推進する上で市民、事
業者、市が連携協働する体制を整備すること」に沿って、総合的に推進します。
分野別施策は、それぞれの人権課題に応じて、５つの視点に留意しながら、個別法令、ぞれぞれの計画等を踏まえて実施します。
さらに、これらの人権に関する基本的施策を着実に推進していくため、第３階層において、事業・取組を位置付け、第１階層に掲げる基本理

念・基本目標の着実な達成に向け、取組を推進していきます。

第１階層
＜基本理念＞
市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され
不当な差別のないまちかわさき
＜基本目標＞
１ 差別や偏見のない優しさに

あふれたまちづくり
２ 互いに違いを理解し、個人として

尊重し、共に生き生きと暮らせ
るまちづくり

３ 人権侵害による被害の救済を
図るため、必要な支援が
受けられるまちづくり

４ 市民、事業者、市が共に考え、
取り組む人権尊重のまちづくり

第２階層
（基本的施策）

１ 分野横断施策
・すべての人権課題に共通する
取組を総合的に推進
※5つの視点

２ 分野別施策
・各課題に応じて、個別の
法令・計画等を踏まえ実施

５
施策

１３
施策

主な事業・取組
（１１５）

主な事業・取組
（２７）

第３階層
（事業・取組）

１１
類型

３７
類型

※計画全体の成果や基本目標の達成を指標（全体目標及び基本目標１〜４の指標）
※事業・取組の全体については、資料編の事業・取組一覧に掲載 16



第３章 第２期実施計画
３ 第２期実施計画の体系

第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・人権尊重教育の推進
・共生・共育推進事業
・福祉体験及び職場体験の実施

１ 学校・保育園等における人権教育の推進１ 人権教育の推進

１

分
野
横
断
施
策

・社会教育振興事業の実施２ 生涯学習における人権教育の推進
・人権意識の普及・啓発１ 普及活動の推進２ 人権意識の普及
・事業者・団体等の自主的な人権学習等への支援２ 事業者、団体等への普及活動の支援
・かわさきパラムーブメントの理念の浸透３ かわさきパラムーブメントの理念の浸透
・人権に関する研修の実施
・人権尊重教育研究推進校等の研究支援等
・教職員研修の実施
・関係団体主催の人権研修等への職員の参加促進

１ 人権尊重のまちづくりを担う職員等の育
成

３ 人権研修の充実・推
進

・保育園等職員向け研修の実施
・児童相談所等の職員に対する子どもの人権に係る研修の実施
・新規採用看護職員向け人権研修の実施
・学校教職員等に対する人権・協働に関する研修の実施

２ より専門的な人権研修の推進

・相談窓口一覧の配布
・人権侵害による被害に係る支援の充実に向けた取組の推進
・人権相談の周知及び充実
・労働相談の実施
・経済的に困窮している人の自立に向けた取組
・こころの電話相談
・人権オンブズパーソン運営事業

１ 相談、人権救済、自立支援の充実４ 相談、人権救済、自
立支援の充実

・川崎人権擁護委員協議会等との連携強化
・人権オンブズパーソン制度活用推進のための関係団体等との連携強
化

２ 相談、人権救済、自立支援を行う団体等
との連携強化

・川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会への市民委員の参加促進
・人権に関する市民意識調査の実施等

１ 市民、事業者の参加の促進５ 連携協働による取組
の推進

・川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会による人権意識の普及活
動の実施

２ 関係団体・関係機関との連携協働の推進

※事業・取組の全体については、資料編の事業・取組一覧に掲載
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第３章 第２期実施計画

第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・子どもの権利に関する広報・啓発
・研修への講師派遣等の実施
・専門職の育成に関わる研修
・子どもの権利に関する教育の推進
・子どもの権利学習の推進
・子どもの権利侵害に関する相談体制の整備等
・子どもが気軽に人権オンブズパーソンに相談できる環境づくり
・男女平等教育教材の活用
・児童・青少年電話相談
・不登校の子どもへの支援
・幼児教育における巡回相談・支援等

１ 子どもの権利の尊重１ 子どもの人権尊重と権
利保護の取組の推進

２

分
野
別
施
策

・こども文化センターにおける子ども運営会議の実施
・こども文化センターの運営
・子ども夢パークにおける子ども運営委員会の実施
・川崎市子ども会議の充実
・子ども夢パークにおける各種イベント等の実施
・子どもの意見聴取等への対応
・子ども・若者の“声”募集箱の管理・運営

２ 子どもの意見表明・参加の促進

・広報資料の多言語化と相談・手続に係る多言語対応
・帰国・外国人児童生徒等支援事業
・思春期精神保健相談
・公立保育所における巡回相談・支援等
・子どもの権利ノートの作成・配布等
・学校安全推進事業
・外国人母子保健サービスの提供
・川崎市児童虐待対応ハンドブック等の活用
・児童相談所における関係機関との連携
・児童虐待防止普及啓発活動

３ 子どもの最善の利益の確保

18



第３章 第２期実施計画

第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・固定的な性別役割分担意識等の解消に向けた広報・啓発の推進
・市職員の意識改革

１ 男女共同参画に係る教育・啓発の推進２ 男女共同参画社会の形
成と女性の人権尊重の取
組の推進

２

分
野
別
施
策

・政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大
・働く女性・働きたい女性の活躍推進
・女性活躍や多様な働き方の確保に向けた企業の取組の促進

２ 職業生活・家庭生活における男女共同参画
の推進

・地域防災における男女共同参画の推進
・貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

３ 地域における男女共同参画の推進

・様々な機関と連携・協働した支援体制の充実
・安心して相談できる窓口の整備と周知
・性犯罪やハラスメントの防止に向けた啓発

４ ＤＶ及び困難を抱える女性等への支援

・高齢者いきがい・社会参加促進事業
・介護予防・重度化防止対策事業

１ いきがい・介護予防施策等の推進３ 高齢者の人権尊重と住
み慣れた地域で安心して
暮らせる取組の推進 ・高齢者総合相談・支援事業

・地域見守りネットワーク事業
２ 地域のネットワークづくりの強化

・介護保険サービス等の着実な提供３ 利用者本位のサービスの提供

・医療・介護等連携推進事業
・権利擁護体制の推進
・認知症施策の推進

４ 医療介護連携・認知症施策等の推進

・介護サービスの基盤整備
・市営住宅等ストック活用事業
・民間賃貸住宅等居住支援推進事業

５ 高齢者の多様な居住環境の実現

・障害者等総合相談・支援事業
・障害児等総合相談・生活支援事業
・障害者生活支援事業
・障害者社会参加・就労支援事業
・特別支援教育推進事業

１ 育ち、学び、働き、暮らす〜多様なニーズ
に対応するための包括的な支援体制（地域
リハビリテーション）の構築〜

４ 障害者の人権尊重と共
に生きる取組の推進
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第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・障害を理由とする差別解消の推進
・学校における福祉教育の推進
・権利擁護体制の推進
・パラアート推進事業
・パラスポーツの充実
・かわさきパラムーブメント推進事業（一部再掲）

２ 地域とかかわる〜「合理的配慮」の考え方
が広く普及した「心のバリアフリー都市川
崎」の実現〜

４ 障害者の人権尊重と共
に生きる取組の推進

２

分
野
別
施
策

・ユニバーサルデザイン推進事業
・障害者緊急通報システムの設置

３ やさしいまちづくり〜誰もが安心・安全で
生活しやすいまちづくりの推進〜

・同和対策事業
・戸籍関係証明書等の適正交付の取組

１ 同和問題の解決に向けた啓発・支援の推進５ 同和問題の解決に向け
た取組の推進

・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組１ 差別の解消と人権侵害の防止６ 外国人市民の人権尊重
と多文化共生社会に係る
取組の推進

・外国人来庁者に向けた多言語案内
・外国人の生活に必要な情報提供
・国際交流センター等を活用した外国人相談の実施
・多言語による年金制度の周知
・医療通訳スタッフの派遣
・保育所での言語や生活習慣等の違いへの配慮
・民間賃貸住宅等居住支援推進事業（再掲）
・災害時における多言語支援センターの設置

２ 行政サービスの充実

・帰国・外国人児童生徒等支援事業
・人権尊重・多文化共生教育推進事業
・識字学習活動の支援

３ 多文化共生教育の推進

・外国人市民代表者会議の運営
・（公財）川崎市国際交流協会の民間国際交流活動への支援

４ 社会参加の促進

・多文化共生の考え方についての広報・啓発
・多文化共生、国際理解に関する研修等の実施
・教職員への人権・多文化共生研修の実施
・川崎市国際交流センターを活用した取組

５ 共生社会の形成

・外国人市民意識実態調査の実施６ 施策の推進体制の整備
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第３章 第２期実施計画

第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・感染症に関する普及啓発等の取組
・ＨＩＶ等の早期発見・感染予防に向けた取組

１ 感染症に関する啓発、支援等７ 疾病に関する人権尊重
の取組の推進

２

分
野
別
施
策

・ホームレス自立支援事業１ ホームレス自立支援事業８ ホームレス（野宿生活
者）等の人権擁護と自立
支援に係る取組の推進 ・就業の機会の確保に関する取組

・安定した居住の確保に関する取組
・保健及び医療の確保に関する取組

２ 関係機関との連携による取組

・拉致被害者及び拉致被害者家族を支援する取組の推進１ 拉致被害者及び被害者家族の支援並びに拉
致問題の啓発に関する取組の推進

９ 拉致問題の解決に向け
た取組の推進

・性的マイノリティに関する啓発の取組
・学校における性的マイノリティの知識向上に関する取組

１ 性的指向及びジェンダーアイデンティ
ティの多様性に関する啓発の推進

１０ 性的マイノリティの
人々の人権尊重の取組の
推進 ・性的マイノリティの課題に関する取組

・児童相談所での相談の取組
・精神保健相談での相談の取組
・教育相談センターでの相談の取組

２ 当事者の抱える生きづらさの解消に向けた
取組の推進

・自殺予防に関する普及啓発事業
・「いのち、こころの教育」の推進

１ 自殺の実情を知る１１ 自殺をめぐる問題に
係る取組の推進

・ゲートキーパーの養成
・各区役所における精神保健相談
・自殺予防に関わる機関、民間団体等による連携促進
・精神保健等に関する包括的研修
・健康相談支援事業

２ 自殺防止のためにつながる

・自死遺族へのケアと情報提供
・自死遺族電話相談の実施
・自殺未遂者及びその家族への支援

３ 自殺防止のために支える

・インターネット上の人権侵害に係る取組
・教育ＤＸ推進事業に基づく取組
・市立学校におけるインターネット上の問題に対する取組

１ 啓発、支援、拡散防止措置、教育等の取組
の推進

１２ インターネットによ
る人権侵害に係る取組の
推進
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第３章 第２期実施計画

第３階層（事業・取組）第２階層
主な事業・取組名類 型人権に関する基本的施策

・固有の歴史・文化を持つ人々への理解を深めるための取組１ 固有の歴史・文化を持つ人々（アイヌの
人々等）の人権

１３ 様々な人権課題に対
する取組の推進２

分
野
別
施
策

・犯罪被害者等支援事業２ 犯罪被害者等の人権
・刑を終えて出所した人及びその家族への差別や偏見の解消に向け
た取組

・更生保護事業

３ 刑を終えて出所した人々の人権

・人権に配慮した地域防災の取組の推進４ 災害被害者の人権
・関係団体・関係機関との情報交換や啓発等の取組５ 人身取引被害者の人権
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第３章 第２期実施計画

４ 「基本的施策」と「主な事業・取組」

第２階層である基本的施策では、基本理念が施策のあらゆる分野において実現されるよう、「人権教育の推進」などの５つの
「分野横断施策」を定めるとともに、１３の「分野別施策」と合わせて、１８の人権に関する施策を定めました。
また、第３階層では、基本目標の達成に向けて特に有効と考えられる事業・取組を「主な事業・取組」として取りまとめました。
なお、「主な事業・取組」を含む全ての事業・取組については、別途事業・取組一覧に概要を記載し、巻末の資料編に掲載しま
した。

※本計画では、「主な事業・取組」のほか、それ以外の「事業・取組」も含めて総合的に取組を推進していくことで、
基本目標の達成を目指していきます。
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第３章 第２期実施計画

主な課題

取組の方向性

人権教育の推進分野横断施策 １

• 人権について正しい知識を得て理解を深めていくことは、子どもから大人まで求められることであることから、これに対応するための継続的な人権
教育の推進が必要です。

• 子どもは、一人ひとりがかけがえのない価値と尊厳を持っており、平等を前提として個性や他者との違いを認め合い、生きる力を育むことができる
ように人権教育を推進していく必要があります。

• 川崎市で進めている「かわさきパラムーブメント」の取組を未来へ残していくには、将来を担う子どもが、障害や人種、LGBTなどをはじめとするい
わゆる社会的マイノリティに対して正しく理解し行動できるようにしていくことが重要と位置付け、学校教育において取組を進めてきており、この取
組は市民の人権意識の向上につながるものであることから、引き続き、多様性を尊重する社会の担い手を育む教育を計画的・系統的に行っていく
必要があります。

• 人権学習を効果的に行うためには、関係団体・関係機関と連携しながら推進していくことが重要です。

• 市民の主体的な人権学習を支援する必要があります。この市民の学習の支援に当たっては、情報や場の提供を行うことが求められます。

• 「差別や偏見のない優しさにあふれたまちづくり」や「互いの違いを理解し、個人として尊重し、共に生き生きと暮らせるまちづくり」を進めるために
は、市民一人ひとりが、人権について正しい知識を得て理解を深めていくことが必要なことから、子どもから大人まで継続的に人権教育を推進しま
す。

• 学校・保育園等においては、子どもの権利に基づき、子どもたちの自尊感情を育み、違いを認め合い、尊重し合う意識や態度の育成を目指して、発
達段階に応じた人権教育を実施し、また、大人も対象となる社会教育においては、人権を尊重し共に生きる社会をつくるために人権教育を推進する
とともに、市民による主体的な学習・研修等を支援します。

分野横断施策 １ 人権教育の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野横断施策 １ 人権教育の推進

人権尊重教育の推進
子どもたちの人権感覚や人権意識の育成に向けた取組を推
進します。

共生・共育推進事業

豊かな人間関係を育む「かわさき共生＊共育プログラム」を
実践し、いじめ・不登校の未然防止等を図ります。また、プロ
グラムの「効果測定」の活用により、子どもへの理解を深め、
児童生徒指導の充実を図ります。

福祉体験及び職場体験の実施
福祉体験や職場体験など、学校での高齢者や障害者等との
交流を促進するとともに、人権尊重教育を推進します。

類型１ 学校・保育園等における人権教育の推進

• 人権尊重教育推進会議の開催を通じた人権尊重
教育についての情報共有や意見交換の実施

• 人権尊重教育補助教材や子どもの権利学習資料
等の活用

• 各学校における「かわさき共生＊共育プログラ
ム」の推進

• プログラムを活用した授業の実施

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

社会教育振興事業の実施

人権をはじめ様々な課題の学習の場として社会教育振興事
業を実施します。また、市民の生涯学習を支援する取組を推
進します。

類型２ 生涯学習における人権教育の推進

• 市民館への指定管理者制度の導入（R８年度：多
摩市民館、麻生市民館他）

• 教育文化会館・市民館等における学級・講座等の
実施

• 福祉体験及び職場体験の実施
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第３章 第２期実施計画

主な課題

取組の方向性

人権意識の普及分野横断施策 ２

• 偏見や差別が生じる要因は、その多くが誤った認識や知識の不足などにあると言われています。これらの要因を取り除くためには、市民一人ひとり
が日々の生活の中で、人権の大切さを理解し、人権意識を高める努力をすることが重要です。

• 人権の重要性や人権の考え方、人権侵害の歴史と構造、その救済や問題の解決をはじめとして、様々な人権課題に対する正しい知識の普及に努め
るとともに、市民一人ひとりが、互いの人権を尊重できるように効果的な広報や普及活動を充実させることが求められます。また、これらの取組を
効果的に行うためには、市民の参加や人権に関する教材の有効利用等について検討する必要があります。

• 「人権尊重のまちづくり」を進めるに当たっては、市民だけではなく、団体等を含む事業者が社会的責任として人権を尊重し、様々な人権課題に取り
組めるようにすることが重要であることから、事業者に対し人権に関する情報の提供等を行うほか、事業者が主体的に人権学習・研修に取り組むよ
うに働きかけを行い、事業者による人権意識の普及活動を支援することが必要です。

• 「かわさきパラムーブメント」の理念は、人権意識の向上につながるものであることから、その理念の浸透に向けた取組は企業、団体、市民を巻き込
み、それぞれが主体的に、あるいは相互に連携しながら進めていく必要があります。

• 市民一人ひとりが尊重され、差別や偏見のない社会を実現するため、人権課題に対する正しい知識などの普及活動に努め、また、市民や事業者が人
権の意義や価値についての理解を深めるための学習・研修の場を提供するとともに、市民や事業者の主体的な普及活動を支援します。

分野横断施策 ２ 人権意識の普及
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野横断施策 ２ 人権意識の普及

類型１ 普及活動の推進

人権意識の普及・啓発
人権を尊重し、共に生きる社会をめざして、さまざまな人権
課題に対する正しい知識の普及・啓発や支援に取り組みます。

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 事業者、団体等への普及活動の支援

事業者・団体等の自主的な人
権学習等への支援

事業者、団体等の自主的な人権学習や研修会の支援を行うと
ともに、その広報活動の充実を図ります。

• 人権フェア等の人権意識の普及啓発に向けた取
組の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

かわさきパラムーブメントの
理念の浸透

人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加
できる環境を創出することを理念とする「かわさきパラムー
ブメント」の理念の浸透を図ります。

類型３ かわさきパラムーブメントの理念の浸透

• 事業者・団体等の自主的な研修を支援するため
の職員の派遣、書籍等の貸出の推進

• イベントやＳＮＳ等を活用した「かわさきパラムー
ブメント」の理念浸透に向けた取組の推進
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第３章 第２期実施計画

主な課題

取組の方向性

人権研修の充実・推進分野横断施策 ３

• 「人権尊重のまちづくり」を進めるに当たっては、全ての職員が人権問題を正しく理解し、自分の問題として捉え、自身も含めて人権を侵害する行為
をなくすという問題意識を持ち、それぞれの分野においてその解決に向けて取り組む必要があります。

• 全ての職員が、職員として求められる人権意識とは何かを学び、各業務と人権との関わりから、人権が身近な問題であることを再認識し、市民や事
業者に対する接し方を振り返るとともに、職場における個々の人権が確保されているか確認できるよう、効果的な人権研修を計画的に実施するこ
とが求められます。

• 保健・福祉・医療、教育等に従事する職員にあっては、その業務の性格上、人権意識が特に求められることから、専門知識や技術の習得のための研
修を推進する必要があります。

• 人権尊重のまちづくりを担う職員を育成するため、効果的な人権研修を計画的に実施します。

• 業務の性格上、人権意識が特に求められる職員に対しては、専門性や人権意識をより高めるための研修を継続的に実施します。

分野横断施策 ３ 人権研修の充実・推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

人権尊重教育研究推進校等の
研究支援等

人権尊重教育研究推進校・実践推進校の研究への協力を行
い、その成果を各学校で生かしていきます。

教職員研修の実施 子どもたちとともに学び続ける教員であるために、育成指標
に基づくライフステージに応じた教職員研修を推進します。

関係団体主催の人権研修等へ
の職員の参加促進

人権問題に係る認識を深め、職員の人権意識の向上を図る
ため、関係団体が主催する研修や人権学校等の市民向け普
及事業への職員参加を促進します。

類型１ 人権尊重のまちづくりを担う職員等の育成

人権に関する研修の実施
市職員の人権意識の醸成と「共生のまちづくり」の実現を図
るため、各階層別研修における人権に関する研修及び全ての
職員を対象とした人権研修を実施します。

• 教職員の資質・能力の向上を目指した研修の実施

分野横断施策 ３ 人権研修の充実・推進

• 職員への人権研修の充実を図るため、様々な機
会の提供

• 新規採用職員研修、新任課長研修等の各階層別
研修及び人権研修などの研修を通じた職員の人
権意識醸成

• 人権尊重教育研究推進校・実践推進校の研究支
援
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第３章 第２期実施計画

類型２ より専門的な人権研修の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

児童相談所等の職員に対する
子どもの人権に係る研修の実
施

児童相談所その他の関係機関等職員への子どもの権利擁護、
児童虐待等に関する研修を実施します。

新規採用看護職員向け人権研
修の実施

新規採用看護職員研修等で人権研修を実施します。

学校教職員等に対する人権・
協働に関する研修の実施

学校教職員や指導主事等に対して人権・協働に関する研修を
実施します。

保育園等職員向け研修の実施 保育園等職員向け研修を実施し、人権意識の普及に努めます。

• 学校教職員、指導主事等に対する人権・協働に関
する研修の実施

分野横断施策 ３ 人権研修の充実・推進

• 保育園等職員向け研修による人権意識の普及

• 児童相談所等の職員に対する子どもの人権に
係る研修の実施による人権意識の普及

• 看護倫理の前提となる基本的人権の研修を実施
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主な課題

取組の方向性

相談、人権救済、自立支援の充実分野横断施策 ４

• 相談や支援が必要な市民に的確に届くようにするためには、市民に各種相談窓口、救済機関、公的支援制度、NPO等が行っている支援等の様々な
情報を効果的に周知するとともに、気軽に安心して相談できる体制の充実に向けた取組を推進することが必要です。また、関係団体・関係機関と連
携しながら、迅速・的確に支援できるように相談・救済体制の強化を図る必要があります。

• 自立に向けた支援の充実を図るには、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利である生存権を保障するとともに、日常生活上の自立をはじめ社
会的自立や経済的自立などの支援に取り組むことが求められます。

• 当事者が、問題の本質を理解し、主体的に問題を解決し、自立して社会参加等を実現するためには、様々な支援を必要とします。また、自ら人権を守
ることが困難な状況にある市民には、個別の必要に応じた支援が求められます。このような状況に対応するため、関係団体・関係機関との連携を強
化することで、当事者が回復し、自立できるように救済・支援策の充実を図っていくことが必要です。

• 市民一人ひとりの人権が尊重され、「人権侵害による被害の救済を図るため、必要な支援が受けられるまちづくり」を進められるよう、相談窓口や
救済機関に関する情報を効果的に周知するとともに、体制を充実します。また、基本的人権を尊重する精神に基づきセーフティネットの構築を進め、
自立支援の充実に努めます。

• 関係団体・関係機関との連携を強化することで、当事者が回復し、自立できるように救済・支援策の充実を図ります。

分野横断施策 ４ 相談、人権救済、自立支援の充実
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野横断施策 ４ 相談、人権救済、自立支援の充実

人権侵害による被害に係る支
援の充実に向けた取組の推進

人権相談の周知及び充実
各区役所で実施している人権擁護委員による人権相談を周
知するとともに充実を図ります。

類型１ 相談、人権救済、自立支援の充実

相談窓口一覧の配布
人権相談を含めた川崎市相談窓口一覧の整備・充実を図り、
区役所等の市民が利用する窓口で配布します。

「かわさき人権相談」による相談及び人権侵害による被害の
救済に資する情報提供を実施します。

• 「かわさき人権相談」による相談及び情報提供の
実施

労働相談の実施
労働問題を抱えた勤労者を守る立場に立って、対面・オンライ
ン・電話による労働相談を実施します。また、相談窓口の周知
に取り組みます。

経済的に困窮している人の自
立に向けた取組

生活に困窮する方に対し、社会的経済的な自立に向けた取組
を推進します。

こころの電話相談
市民を対象とした、こころの健康や病気に関する電話相談を
実施するとともに、市のホームページ、パンフレット等による
広報に努め、関係機関への周知を図ります。

• 生活保護に至る前の段階で、「生活自立・仕事相談セ
ンター（だいＪＯＢセンター）」 において、仕事・住まい
・家計などについての相談・支援を実施

• 生活保護受給者を対象に、各種就労支援事業を実施

• 対面・オンライン相談 週２回（中原区役所）
• 電話相談 月曜～金曜

• 各種イベント等で人権擁護委員の人権相談の活
動を周知

• 川崎市相談窓口一覧「かわさき相談マップ」の
発行・配布

• 電話相談：毎日9:00～21:00（年末年始は9:00～
17:00）

• ホームページ、パンフレット等による周知
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 相談、人権救済、自立支援を行う団体等との連携強化

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

川崎人権擁護委員協議会等と
の連携強化

横浜地方法務局川崎支局や川崎人権擁護委員協議会等との
情報交換を行い、連携強化を図ります。

人権オンブズパーソン制度活
用推進のための関係団体等と
の連携強化

人権オンブズパーソン制度活用の推進を図るため、子どもの
権利や男女平等に関わる人権の侵害に対する相談・救済を行
う関係団体・関係機関との連携強化に努めます。

人権オンブズパーソン運営事
業

子どもの権利の侵害や男女平等に関わる人権侵害について、
問題解決に向けた助言・支援や、関係機関等への調査・調整
を実施します。また、制度の普及啓発に努めます。

分野横断施策 ４ 相談、人権救済、自立支援の充実

• 子どもの権利の侵害や男女平等に関わる人権侵害
に対する支援等の実施

• 救済申立てに関する調査・調整等の実施
• 相談・救済についての広報・啓発等の実施
• 市の機関及び関係機関等との連携した取組の推進

• 関係会議への参加、関係機関・団体との意見交換
等の実施

• 関係機関との連携強化による相談体制の充実
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第３章 第２期実施計画

主な課題

取組の方向性

連携協働による取組の推進分野横断施策 ５

• 人権尊重のまちづくりを推進するためには、より多くの市民と事業者が人権施策へ参画し、主体的な取組を広げていくことが必要です。そのために、
市民、事業者が「人権を尊重し、共に生きる社会」づくりに参加できる機会を拡大するとともに、人権擁護に取り組みやすい環境の整備に向けた取
組を推進していくことが必要です。

• 「人権を尊重し、共に生きる社会」をつくるには、事業者の協力が必要です。事業者に社会的責任として人権尊重の理解を求めるとともに、その取組
について働きかけを行い支援する必要があります。

• 広域的な人権問題に取り組むためには、関係団体や国、県、近隣自治体等の関係機関との連携協働を充実させていくことが必要です。

• 様々な人権侵害について、被害の救済を図る上で必要な支援を行うためには、専門的知見を有する弁護士会などの関係団体や、権限を有する国、
県などの関係機関との連携協働を強化していくことが必要です。

• 「市民、事業者、市が共に考え、取り組む人権尊重のまちづくり」を進めるために、市民や事業者の参画を促進していきます。

• 「互いの違いを理解し、個人として尊重し、共に生き生きと暮らせるまちづくり」や「人権侵害による被害の救済を図るため、必要な支援が受けられ
るまちづくり」を進めるために、関係団体や国、県、近隣自治体等の関係機関との連携協働により、人権施策の取組を推進していきます。

分野横断施策 ５ 連携協働による取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野横断施策 ５ 連携協働による取組の推進

人権に関する市民意識調査の
実施等

人権施策の総合的な推進を図るための基礎資料とするため、
人権に関する市民意識調査を定期的に実施するとともに、調
査結果を公表します。

類型１ 市民、事業者の参加の促進

川崎市人権尊重のまちづくり
推進協議会への市民委員の参
加促進

人権施策の総合的な推進を図るため、川崎市人権尊重のま
ちづくり推進協議会への市民参加を促進します。

• 市民委員の公募（R８年度）

• 人権に関する市民意識調査（R１１年度）

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

川崎人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会による人権意識
の普及活動の実施

川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会の充実を図り、人
権意識の普及活動を効果的に推進します。

類型２ 関係団体・関係機関との連携協働の推進

• 地域の人権啓発活動の実施
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進分野別施策 １

• 平成元（1989）年に国連で採択された「児童の権利に関する条約」を、国が平成6（1994）年に批准した後、本市では、平成12（2000）年に全国に
先駆けて「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定しました。同条例の理念、趣旨のもと、子どもの権利に関する理解を深める権利学習や「かわさ
き子どもの権利の日事業」等による子どもの権利に関する広報・周知活動、子どもの意見表明や市政参加の場である「川崎市子ども会議」の開催、
子どもの居場所と活動拠点となる「川崎市子ども夢パーク事業」など、子どもの権利保障を推進する取組を行っています。また、同条例を受け、いじ
めや体罰、虐待など、子どもの権利の侵害に係る相談及び救済機関として、平成14（2002）年に「人権オンブズパーソン」を設置し、関係機関との
連携・協力のもと相談者に寄り添い、相談者と共に問題解決を図っています。

• 子どもがあらゆる差別を受けず、虐待やいじめから守られ、安心して生きていくことができるよう、平成24（2012）年に「川崎市子どもを虐待から
守る条例」を制定、いじめ防止対策推進法に基づき平成26（2014）年に「川崎市いじめ防止基本方針」を策定し、虐待やいじめの防止に取り組むと
ともに各種相談事業も実施しているところです。

• 本市では、依然としていじめ問題や児童虐待などが後を絶たず、不登校児童も増加傾向にあります。さらに、性的マイノリティへの無理解等に起因し
た人権侵害などの課題が発生していることから、より一層、権利に関する学習や広報・周知に努めるとともに、子どもの状況に応じた権利保障や、
安心して過ごすことができる地域の中の居場所の充実等が必要となっています。また、「人権オンブズパーソン」等の相談・救済機関が十分に活用さ
れるよう、周知啓発に加え相談しやすい環境づくりも求められます。

• 子どもの人権の尊重と権利保障を推進するためには、子どものみならず大人を含めより多くの市民が子どもの権利への関心と理解を深める必要が
あるため、「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づき、より分かりやすい広報資料の作成や効果的な周知・配布方法等の検討、市民参加のもと啓
発イベントの実施など、広報・啓発活動に取り組みます。

• 子どもを取り巻く環境が大きく変化している中においても、子どもがあらゆる形態の差別を受けることがなく、それぞれの子どもが置かれている状
況に応じ、スクールカウンセラーの配置など各施設における相談体制や学習支援など個別に必要な支援を受けられるよう、施策の推進を図るととも
に、地域における居場所の充実や、家庭、育ち・学ぶ施設、地域など子どもが育つ場における子どもの権利保障に向け、保護者に対する子育て支援、
保育園・学校等施設職員に対する研修、地域で活動する団体等への支援等に取り組みます。

分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進

類型１ 子どもの権利の尊重

広報資料・ホームページ等の活用、「かわさき子どもの権利の
日のつどい」の開催によるさまざまな世代に向けた広報及び
意識普及の促進を図ります。

子どもの権利に関する広報・
啓発

研修への講師派遣等の実施
子どもの権利に関する意識を広めるため、市民活動団体への
研修開催等の支援や子どもに関わる職員等への研修を行い
ます。

専門職の育成に関わる研修
児童相談所や区役所地域みまもり支援センターの各専門職
の専門性の向上を図るための研修等を行います。

子どもの権利に関する教育の
推進

子どもの権利に関する教育の推進に向けた会議の開催や研
修等の取組を行います。

• 教職員や保護者向け人権研修の実施

子どもの権利学習の推進
子どもの権利に関する教育の推進に向けた会議の開催や研
修等の取組を行います。

• 子どもの権利学習の実施

• 専門職の育成に関わる研修等の実施

• 市民活動団体が実施する研修等への講師派遣の
実施

• 子どもに関わる職員等への研修の実施

• パンフレット等を活用した広報・意識普及の促進
• ホームページ等の活用によるさまざまな世代に

向けた意識普及の促進
• 「かわさき子どもの権利の日のつどい」の開催
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第３章 第２期実施計画
分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

子どもが気軽に人権オンブズ
パーソンに相談できる環境づ
くり

相談・救済を必要とする子どもが気軽に人権オンブズパーソ
ンに相談できる環境づくりに取り組みます。

• 小・中学校等での「子ども教室」の実施
• 様々な広報媒体を活用した効率的、効果的な広

報啓発活動の実施

男女平等教育教材の活用
男女平等教育参考資料「自分らしくかがやく」を活用した学習
を推進し男女平等に対する意識を高めます。

• 「自分らしくかがやく」の配布・活用

児童・青少年電話相談
児童及び青少年の悩みごとや困りごとが相談できる児童・青
少年電話相談を実施します。

• 児童・青少年電話相談の実施による養護・障害・
非行・人間関係・社会生活などの相談受付

不登校の子どもへの支援

不登校等への対応のため、スクールカウンセラー等を配置し、
活用を図ります。また、子どもが置かれている環境の調整を
行うスクールソーシャルワーカーを各区に配置し、関係機関と
の連携により児童生徒の抱える課題の解決を支援します。

• 支援教育コーディネーターを中心とした児童生徒
支援の推進

• スクールカウンセラー・学校巡回カウンセラーを
活用した専門的相談支援の充実

子どもの権利侵害に関する相
談体制の整備等

不登校等への対応のため、スクールカウンセラー等を配置し、
活用を図ります。また、子どもが置かれている環境の調整を
行うスクールソーシャルワーカーを各区に配置し、関係機関と
の連携により児童生徒の抱える課題の解決を支援します。

• スクールカウンセラー・学校巡回カウンセラーを活
用した専門的相談支援の充実

• スクールソーシャルワーカーによる学校・家庭等へ
の支援及び関係機関との連携強化

• 多様な相談機能の提供

幼児教育における巡回相談・
支援等

相談員による巡回相談を行い、教職員に対して園児の支援方
法を助言します。

• 教職員への巡回相談・支援
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第３章 第２期実施計画
分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 子どもの意見表明・参加の促進

こども文化センターにおける
子ども運営会議の実施

こども文化センターにおいて子ども運営会議を実施します。

子ども夢パークにおける子ど
も運営委員会の実施

子ども夢パークにおいて各種子ども運営委員会を実施します。

川崎市子ども会議の充実
「子どもの権利に関する条例」に基づき、地域における子ども
の育ちや意見表明を促進します。

• 子ども運営会議の実施による利用者ニーズの把
握

• 子ども運営委員会の実施による子どもが主体と
なった子ども夢パークの運営

• 「川崎市子ども会議」の充実による子どもの育ち
と意見表明の促進

子ども夢パークにおける各種
イベント等の実施

子ども夢パークにおける子どもの自発的な活動の支援及び
子どもを対象とした各種イベント等を実施します。

• 子ども夢パークにおける支援や各種イベント等の
実施による子どもの健全育成

子どもの意見聴取等への対応

児童相談所が支援する児童に対して、施設入所等の措置開始
時や一時保護の決定時等において子どもの意見聴取等を行
うとともに、一時保護施設等に意見表明等支援員を派遣し、
児童が意見表明するための支援をする事業を実施します。

• 児童相談所による意見聴取等措置や意見表明等
支援事業の実施による子どもが意見を表明する
機会の確保

こども文化センターの運営 子どもが自ら育ち学べる居場所を提供します。
• こども文化センターの運営による子どもの健全

育成

39



第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型３ 子どもの最善の利益の確保

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

思春期精神保健相談
思春期精神保健に関する相談の実施及び思春期精神保健相
談の支援技術の向上のためのスーパーバイズを実施します。

公立保育所における巡回相
談・支援等

相談員による巡回相談を行い、保育士、保護者に対して園児
の支援方法を助言しています。また、医療的ケアを必要とす
る児童及び障害をもつ児童の受入れ、並びに保護者支援を
行います。

分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進

• 保育士、保護者への巡回相談・支援
• 障害を持つ児童の受入れ及び発達支援
• 医療的ケアを必要とする児童の受入れ及びケア

広報資料の多言語化と相談・
手続に係る多言語対応

外国人市民が必要な情報や行政サービスを受けられるよう、
広報資料の多言語化の推進、「やさしい日本語」の活用や窓口
の多言語対応の支援などを行います。

• 多言語広報資料についての調査及び進捗管理
• 多文化共生総合相談ワンストップセンター及び

かわさき多文化共生プラザにおける相談支援
の実施

帰国・外国人児童生徒等支援
事業

外国につながりのある児童生徒の自己実現を支えるため、一
人ひとりのアイデンティティを大切にし、特別の教育課程によ
る日本語指導等の充実を図るとともに、日本語指導初期支援
員を適切に配置するなどの支援を総合的に推進します。

• 日本語指導初期支援員の配置
• 国際教室の設置、巡回日本語指導の実施
• 通訳者の派遣、通訳機の配置
• 円滑な就学に向けた支援

• 思春期精神保健相談：平日8：30～12:00、
13:00～17:00

• 思春期精神保健スーパーバイズ：毎月１回実施

子ども・若者の“声”募集箱の
管理・運営

幅広い子ども・若者の市に対する意見等を把握し、市政運営
の参考とするため、「子ども・若者の“声”募集箱」の活用を推
進します。

• 「子ども・若者の“声”募集箱」を活用した子ども・
若者の市に対する意見等を表明する機会の確保

40



第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 １ 子どもの人権尊重と権利保護の取組の推進

学校安全推進事業

危険を予測、回避する能力を育成する安全教育充実に向けて、
交通安全・防災教育の実施等、学校での取組を支援するとと
もに、登下校時の見守り人材の配置、教職員による安全点検
の実施など、安全な学校生活を守る取組を推進します。

• スクールガードリーダーの配置
• 地域交通安全員の適切な配置
• 通学路における危険個所の改善の推進
• 各学校の実態に応じた防災教育の推進
• 学校施設の安全点検の実施

外国人母子保健サービスの提
供

子育てをする外国人市民に対し、日本での出産や育児に必要
な情報を取得できるよう多言語による情報発信、外国語版母
子健康手帳等の交付や健康診査等の問診票の多言語化など、
日本語が不慣れな外国人市民の子育て支援を行います。

• 外国語版母子健康手帳等の配布
• 通訳ボランティアの派遣
• 外国人を含めた自主的な子育てグループの支援

川崎市児童虐待対応ハンド
ブック等の活用

「川崎市児童虐待対応ハンドブック」等を活用し、保育所、幼
稚園、学校等児童の所属する機関における対応の充実と連携
した取組の強化を図ります。

• ハンドブックの作成及び関係機関への配布・周知

児童虐待防止普及啓発活動 児童虐待防止に関する普及啓発活動を行います。
• 児童相談所虐待対応ダイヤル189（いちはやく）

の周知など児童虐待防止普及啓発活動の実施

児童相談所における関係機関
との連携

保健・医療機関や警察・検察等の司法機関との連携を図り、児
童の心理、健康・発達、法律等の側面で専門知識を活かした
支援を推進します。

• 関係機関と連携した児童虐待防止対策の推進

子どもの権利ノートの作成・配
布等

児童養護施設等に入所する児童に対して子どもの権利ノート
を配布し、説明を行うとともに、児童及び施設職員の意識醸
成を行います。

• 子どもの権利ノートの作成・配布による児童及び
施設職員の意識醸成
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重の取組の推進分野別施策 ２

分野別施策 ２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重の取組の推進

• 固定的な性別役割分担意識、性に関するアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を解消することが重要であり、市民全
体の意識改革や理解促進に取り組むことが必要です。

• 発達段階に応じた人権教育や、多様な生き方・働き方を可能とするキャリア教育を推進するとともに、教員や保護者等の
男女共同参画に関する認識を深めていくことが必要です。

• 女性活躍推進に向けた理解促進、ロールモデルやキャリア形成の情報提供、目標設定等を通じ、地域事業者や団体に向
けて広く意識啓発と働きかけが必要です。

• 女性がライフイベントに合わせて希望する働き方が実現でき、就労支援や起業など多様な働き方やキャリア形成支援を
推進していくことが必要です。

• 働き方の見直しや、男性の育児・介護休業取得促進など、男性の家庭生活への参加に向けた支援を推進していくことが
必要です。

• 地域防災の取組に男女共同参画の視点が浸透するよう、庁内関係部署と地域が連携して防災体制を構築していくこと
が引き続き重要です。また、地域防災における女性の参画拡大に向け、女性が重要な担い手であることの意識啓発が必
要です。

• 貧困等生活上の困難に直面する女性が抱える困難の実態を把握するとともに、地域で安心して妊娠・出産、子育てがで
きる環境整備に向けて、関係機関と連携した居場所づくり事業や出張相談などの手法を検討し、幅広い対象者への情報
提供や、多様な機関との連携も必要です。

• 女性支援法の成立を踏まえ、市町村については、困難な問題を抱える女性等への支援に必要な施策を講じる責務が明
確化され、民間団体等との連携・協働により、包括的な支援を提供する体制の整備に努めることが求められています。

• 性別にかかわらず、誰もが互いに一人ひとりの個性と能力を認め、尊重し合うことは、男女共同参画社会を実現する上で重要であり、市の施策が固
定的な性別役割分担意識等を助長することがないよう職員の意識向上を図るとともに、性別によって異なるニーズがあることを踏まえて施策を推
進します。

• 政策・方針決定過程への女性の参画、男女共に働きやすい職場環境づくり、男性の家庭生活への参画促進に向けた取組を一体的に推進します。
• 地域防災などの方針決定過程への女性の参画を進めるとともに、誰もが安心して暮らすことができる環境の整備を推進します。
• 一人ひとりが生涯にわたって地域で健康に生活できるようライフステージに応じた健康づくりを推進します。
• 暴力を容認しない社会環境の整備に向けて情報提供・啓発を推進していくとともに、被害者の意思を尊重し、ニーズに合わせて関係機関が連携しな

がら支援を行います。

（男女共同参画かわさきフォーラム）

（かわさき☆えるぼし事例集）
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重の取組の推進

類型１ 男女共同参画に係る教育・啓発の推進

類型２ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進

固定的な性別役割分担意識等
の解消に向けた広報・ 啓発の
推進

市職員の意識向上
市職員一人ひとりが男女共同参画社会の意義を理解し、その
視点に配慮して施策事業を推進できるよう啓発を行います。

性別による固定的な役割分担意識やアンコンシャス・バイアス
（無意識の偏見）の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓの
目標５に関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進
します。

• 「男女平等推進週間」等を通じた啓発
• ホームページをはじめとする多様な媒体や市の

あらゆる施設を積極的に活用した広報の実施

• 男女共同参画社会や性の多様性についての理解
を深めるための職員研修の実施

政策・方針の立案及び決定過
程への女性の参画拡大

働く女性・働きたい女性の活
躍推進

女性がいかなるライフステージにおいても希望に応じて働く
ことができるよう、女性の就業継続及び再就職・起業等への
支援や、従来女性が少なかった分野へのチャレンジ支援等を
推進します。

審議会等委員への女性の参加を促進し、市の政策・方針の立
案及び決定過程に、多様な視点を反映します。また、市内の事
業者や団体等へ情報提供や働きかけを行います。

• 女性の就業継続・キャリアアップに向けた支援講
座の実施

• 働く女性が抱える悩みや問題の解消に向けた相
談の実施

女性活躍や働き方改革に取り組む企業の認証等を行い、好事
例の発信などを通じ、性別にかかわりなく、個性や能力を十
分に発揮しながら働ける環境整備を促進します。

女性活躍や多様な働き方の確
保に向けた企業の取組の促進

• 審議会等委員への女性の参加の推進

• 「かわさき☆えるぼし」認証制度による中小企業
における女性活躍推進の取組
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型３ 地域における男女共同参画の推進

分野別施策 ２ 男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重の取組の推進

貧困等生活上の困難に直面す
る女性等への支援

災害時の支援において性別等によりニーズが異なることに配
慮し、男女共同参画の視点から災害対策を推進します。また、
より多くの女性が地域防災の担い手として参画し、多様な視
点が地域防災活動に反映されるよう取組を進めます。

家族関係や就労問題、ひきこもりなどに悩みを抱える女性が、
交流を通じてエンパワメントし解決に向かえるよう、居場所づ
くりの支援を行います。

• 市民と連携した情報発信や出前講座の実施による男
女共同参画の視点を取り入れた防災体制への理解促
進

• 地域防災の担い手となる女性リーダーの養成の推進

• 自助グループ支援やシングルマザーサロンの実施

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型４ DV及び困難を抱える女性等への支援

様々な機関と連携・協働した
支援体制の充実

安心して相談できる窓口の整
備と周知

性犯罪やハラスメントの防止
に向けた啓発

様々な困難を抱える女性等が早期に必要な支援に繋がるよ
う、効果的な手法で相談窓口の周知を行います。

若い世代に対して人権教育や予防啓発を実施し、被害者及び
加害者を生み出さないための取組を推進します。

• 市内中学校・高校・大学でのデートDV予防啓発講
座の実施

• 広報物やSNS等での女性支援に係る相談窓口の
周知・啓発

支援調整会議を組織し、関係機関のネットワークづくりに取り
組むとともに、情報共有や支援内容の検討を行います。

• 支援調整会議を中心とした多様な関係機関の連
携体制の構築

• 相談支援機能の充実

地域防災における男女共同参
画の推進
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心して暮らせる取組の推進分野別施策 ３

分野別施策 ３ 高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心して暮らせる取組の推進

• 本市においても、高齢化の進展により人口の約５人に１人が高齢者となっており、今後も高齢者人口は年々増加を続け、超高齢社会（65歳以上の高
齢者の割合が「人口の21％」を超えた社会）の到来が予想されています。高齢社会の進行や核家族化の進展に伴い、家族の支援を受けにくいひとり
暮らし等高齢者や、日中独居高齢者、老老介護世帯が増加しているため、専門的な支援に加えて、見守りや生活支援ニーズの増加が見込まれており、
また、支援に結びつかない人や複雑化・複合化した課題を抱えた世帯等への対応も必要となっています。

• 認知症の人やひとり暮らし高齢者等の増加に伴い、消費者被害や高齢者虐待など、高齢者の権利侵害も増加する恐れがあることから、高齢者の意
思決定支援や権利擁護の取組を更に推進する必要があります。そのほかにも、年齢等を理由に賃貸住宅への入居を拒まれるといった問題も発生し
ています。
また、認知症については、国において、令和６（２０２４）年１月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたことを受け、本市に
おいても、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。

• 本市においては、「かわさきいきいき長寿プラン」を策定し、「①高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」「②介護が必要になっても
『かわさき』で暮らし続けられる支え合いのまちづくり」を基本目標として、高齢者施策を推進しています。高齢者が地域でいきいきと暮らすために
は、高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めることが必要です。

• ひとり暮らし等高齢者の状況や地域特性等を踏まえ、既存の地域での取組に加え、多様な主体との連携による取組への支援を行いながら、身近な
小地域での見守り・支え合いの更なる仕組みづくりを進めます。

• 認知症高齢者をはじめ、誰もが虐待や消費者被害等の権利侵害を受けることなく、安心して生活できるよう、社会生活における相談支援の提供や
成年後見制度の利用を促進する等の権利擁護の取組を推進します。

• 「かわさきいきいき長寿プラン」に基づき、「川崎らしい都市型の地域居住の実現」をめざすことを基本方針とし、①高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らせるまちづくり、②介護が必要となっても「かわさき」で暮らし続けられる支え合いのまちづくりを基本目標として、すべての高齢者が安心
して生活できるよう、取組を推進します。
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ３ 高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心して暮らせる取組の推進

類型１ いきがい・介護予防施策等の推進

いこいの家等における、いきがいづくりの支援等を行うとと
もに、高齢者が生き生きと暮らせる地域づくりの取組を進め
ます。

高齢者いきがい・社会参加促
進事業

市民のセルフケア意識を高め、主体的に介護予防に取り組むこ
とができるよう、地域の担い手づくりや地域活動支援、フレイ
ル予防の普及啓発を進めます。また、虚弱、要支援高齢者等へ
の初期支援の充実等、介護予防等に資する体制を構築します。

介護予防・重度化防止対策事
業

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 地域のネットワークづくりの強化

多様化・複雑化する支援ニーズに対応するため、地域包括支
援センターの相談体制・機能の充実、地域ケア会議等を活用
した関係機関との連携強化、区役所等における総合的な相談
支援や権利擁護の取組を推進します。

高齢者総合相談・支援事業

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型３ 利用者本位のサービスの提供

介護を要する状態になっても、利用者自身の選択に基づく介
護サービスの利用により、できる限り自宅で自立した日常生
活が営めるように、必要な介護サービスを総合的かつ一体的
に提供します。

介護保険サービス等の着実な
提供

• いこいの家・いきいきセンター等利用者数（R６年
度：639,393人→R11年度：777,000人）

• 介護保険料の現年度収納率 （R６年度：99.６４％
⇒R１１年度：99.5％以上）

• 介護保険事業計画の策定（R８年度：第10期、
R11年度：第１１期）

• いこい元気広場の実施
• 地域リハビリテーション支援拠点の支援件数（R6年

度：669件→R11年度：1,250件）
• 自立支援型サービスの利用者数（R6年度：111人

→R11年度：390人）

ひとり暮らし高齢者等の異変を早期に発見し、支援ができる
よう、地域に密着した事業者とのネットワークを構築します。

地域見守りネットワーク事業 • 事業者と連携し、地域社会で見守る体制の構築

• 地域包括支援センターにおける第１号被保険者
1,500人あたりの専門職配置数（R7年度：1.07人
→毎年度：1.0人）

• 地域ケア会議の開催件数（R6年度：436件→R11
年度：600件）
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型４ 医療介護連携・認知症施策等の推進

本人の暮らしの情報などを把握・共有しやすくするためのしく
みづくりの支援等に取り組むとともに、病院間の連携による退
院支援やレスパイト、介護施設等における医療対応・連携等の
充実を図り、本人の意思を尊重した在宅療養を推進します。

医療・介護等連携推進事業

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型５ 高齢者の多様な居住環境の実現

多様な手法により、特別養護老人ホーム等の整備など、地域
居住の実現に向けた介護サービス基盤の整備を進めます。

介護サービスの基盤整備

「市営住宅等ストック総合活用計画（市営住宅等長寿命化計
画）」に基づき、建替え及び改善等の実施や、地域包括ケアシ
ステムの構築に資する市営住宅用地の活用を進めます。

市営住宅等ストック活用事業
• 建替工事完了団地数（６団地）
• 長寿命化改善工事完了団地数（８団地）

高齢者、障害者、外国人等の住宅確保要配慮者の居住の安定
に向け、居住支援協議会において入居から退去までに必要な
支援等について協議を行うなど、多様な主体との連携により
入居支援や入居後の生活支援等の取組を推進します。

民間賃貸住宅等居住支援推進
事業

• 住宅確保要配慮者の住み替え等の相談受付
• 住宅確保要配慮者の入居機会の確保や安定居住

に向けた居住支援協議会の開催

分野別施策 ３ 高齢者の人権尊重と住み慣れた地域で安心して暮らせる取組の推進

• 川崎市在宅療養推進協議会・ワーキンググループ
の開催

• 在宅チーム医療を担う地域リーダー研修の受講
者数（R６年度：1,614人→R11年度：2,360人）

• 特別養護老人ホームの整備
• 介護付有料老人ホームの整備
• 認知症高齢者グループホームの整備

高齢者、障害者を含め誰もが、虐待や消費者被害等の権利侵
害を受けることなく、安心して生活できるよう、社会生活にお
ける相談支援の提供等、権利擁護の取組を推進します。

権利擁護体制の推進

• 川崎市成年後見制度利用促進計画に基づく取組
の推進

• 成年後見制度に関する相談支援の実施
• 市民後見人の養成と業務支援の取組の強化

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるようにす
るために、生活のあらゆる場面で障壁を減らしていく、「認知
症バリアフリー」の取組を推進します。

認知症施策の推進 • 「認知症施策推進基本計画」に基づく取組の推進
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進分野別施策 ４

分野別施策 ４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進

• 本市における各障害者手帳所持者数は、令和7（2025）年現在で身体障害は36,200人、知的障害（※）は13,508人、精神障害は18,819人と
なっており、身体障害者はやや減少傾向である一方、精神・知的障害者については、今後も増加傾向が続くことが見込まれ、加齢に伴い障害が重度
化・重複化する方や、障害者手帳は持たないものの支援を要する方など、支援すべき対象範囲も広がってきていることから、個々の状態・状況やラ
イフステージ、ニーズ等に応じた、よりきめ細やかな対応が求められています。 ※知的障害は、判定のみを受けて療育手帳を所持していない方を含
む。

• こうした状況に対応するためには、総合相談や計画相談支援に加え、障害の状況に応じた専門相談や障害児等に対する相談支援の充実等も重要で
す。

• 本市では、平成9（1997）年に「かわさきノーマライゼーションプラン」を策定して以来、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合
う、自立と共生の地域社会の実現に向けて取り組んでいます。令和6（2024）年3月に策定した「第5次かわさきノーマライゼーションプラン改定
版」では、「育ち、学び、働き、暮らす～多様なニーズに対応するための包括的な支援体制（地域リハビリテーション）の構築～」、「地域とかかわる～地
域の中でいきいきと暮らしていける『心のバリアフリー都市川崎』の実現～」、「やさしいまちづくり～誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの
推進～」の3つの基本方針を掲げ、障害者施策の推進に取り組んでいます。その中で、人権を尊重する主な施策として、障害を理由とする差別解消、
障害者虐待防止に向けた取組、成年後見制度等による「権利を守る取組」やかわさきパラムーブメント等による「心のバリアフリー」を推進していま
す。そのほか、障害者の社会参加・交流を促進するため、就労支援や定着支援に加え、企業が障害者を雇用しやすい環境づくりの支援も重要です。

• 「権利を守る取組」では、関係機関と連携しながら、障害のある方の権利擁護に関する様々な取組を推進します。また、「障害者虐待防止法」や令和6
（２０２４）年4月に改正された「障害者差別解消法」の趣旨、合理的配慮の提供など、権利擁護に関する様々な制度について普及啓発を図るとともに、
成年後見制度などの利用を促進するための取組を推進します。

• 「心のバリアフリー」では、「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を目指した「かわさきパラムーブメント」の取組を推進します。
また、地域や教育の場で障害の理解促進や普及啓発を行うなど、引き続き、全市民的な意識の醸成（心のバリアフリー）に向け、必要な取組を推進し
ます。

• 今後も、障害のある方の意思決定支援を前提に、各事業者、福祉、保健、医療、保育、教育、就労支援などの関係機関と連携しながら、障害のある人
もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現を目指していきます。
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型１ 育ち、学び、働き、暮らす～多様なニーズに対応するための包括的な支援体制（地域リハビリテーション）の構築～

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行うととも
に、区役所や関係機関と連携し、相談支援機能の充実を図り
ます。障害者相談支援センター等の運営を通じ、障害者の地
域生活を支えるためのネットワーク形成を推進します。

障害者等総合相談・支援事業

個々のニーズを踏まえ、支援機関等による就労支援を行うと
ともに、企業等に対する障害者雇用支援を進め、一般就労や
定着の促進を図ります。また、障害者の状態像などを踏まえ
た、持続可能な移動手段の確保・移動支援等に取り組みます。

障害者社会参加・就労支援事
業

分野別施策 ４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進

• 区役所における障害者総合相談
• 障害者相談支援センターと地域の相談機関等と

の連携

特別支援教育推進事業

一人ひとりの教育的ニーズに応じた学びの場の確保や関係
機関との連携による切れ目のない支援、支援が必要な児童生
徒の増加等に対応した特別支援学校等の環境整備などの取
組を進め、インクルーシブ教育システム構築に取り組みます。

• 特別な教育的ニーズのある子どもの相談に係る
周知

• 就学相談
• 通級指導教室の充実

• 就労移行支援事業所等の支援力の向上等を目的
とした就労支援ネットワーク会議の開催

障害児等の初期相談機能の充実を図るとともに、専門的な相
談支援・療育を実施します。また、ニーズ等に応じた支援や
サービス提供に向け、専門的助言及び情報提供等を通じ、関
係機関・事業所の対応力向上を図ります。

障害児等総合相談・生活支援
事業

• 療育センター及び子ども発達・相談センター初回
相談までの待機期間（最長３０営業日）

• 子ども発達・相談センターによる相談を通じた支
援方針の決定

関係機関との連携・支援のもと、障害者本人の意思決定を促
し、精神科病院や入所施設からの地域生活への移行を推進し
ます。また、地域移行後の生活を継続できるよう、障害者本人
のニーズに応じた在宅生活等を支援する取組を進めます。

障害者生活支援事業

• 精神障害者の地域移行に向けて支援した人数（R6
年度：７９人→R１１年度：２４４人（R8年度からの累
計））

• 入所施設からの地域移行に係る関係機関への普及・
啓発を目的とした研修の開催
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第３章 第２期実施計画
分野別施策 ４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 地域とかかわる～「合理的配慮」の考え方が広く普及した「心のバリアフリー都市川崎」の実現～

差別のない「自立と共生の地域社会づくり」を進めるため、市
職員向けの研修や、市民等に対する障害者差別解消法の理
解促進に向けた取組の強化など、障害を理由とする差別の解
消に向けた取組を推進します。

障害を理由とする差別解消の
推進

障害の重複化・多様化、医療的ケアの支援等の課題に対して、
関係機関と連携して取り組みます。

学校における福祉教育の推進
• 市立学校における医療的ケア児の適切な受入れ
• 保健・医療・福祉の関係機関等との連携

高齢者、障害者を含め誰もが、虐待や消費者被害等の権利侵
害を受けることなく、安心して生活できるよう、社会生活にお
ける相談支援の提供等、権利擁護の取組を推進します。

権利擁護体制の推進

• 川崎市成年後見制度利用促進計画に基づく取組
の推進

• 成年後見制度に関する相談支援の実施
• 市民後見人の養成と業務支援の取組の強化

• 心のバリアフリーの推進に向けて市役所職員向け
の研修を実施

• 階層別のeラーニングの実施
• 差別解消支援地域協議会の開催（年１回）

パラアート推進事業を引き続き実施することにより、障害の
有無に関わらず気軽に文化芸術に参加することができる環
境づくりに取り組みます。

パラアート推進事業

市障害者スポーツ大会や体験教室の開催等を通じて、パラス
ポーツの普及や障害への理解の促進に取り組みます。

パラスポーツの充実

人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加
できる環境を創出することを理念として、「誰もが自分らしく
暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」のため、「かわさき
パラムーブメント」の取組を推進します。

かわさきパラムーブメント推
進事業（一部再掲）

• 川崎市障害者スポーツ大会の開催
• 市立小学校等を対象としたパラスポーツ体験講

座の開催

• パラアートにおける中間支援の取組実施
• Colorsかわさき展の開催支援

• イベントやＳＮＳ等を活用した「かわさきパラムー
ブメント」の理念浸透に向けた取組の推進
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第３章 第２期実施計画
分野別施策 ４ 障害者の人権尊重と共に生きる取組の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型３ やさしいまちづくり～誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進～

「バリアフリー基本構想・推進構想」の進捗管理とともに、ユニ
バーサルデザイン社会の実現に向け、誰もが利用しやすいま
ちづくりを推進します。

ユニバーサルデザイン推進事
業

重度の身体障害のある方などの在宅生活を支援するため、機
器を設置し、対象となる方の緊急時の連絡体制を確保します。

障害者緊急通報システムの設
置

• 次期バリアフリー基本構想策定（R１０年度）
• バリアフリー基本構想・推進構想進捗管理
• バリアフリーマップの更新

• 緊急事態発生連絡用の機器の設置を行い、障害
のある方の緊急時の連絡体制を確保
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

部落差別（同和問題）の解決に向けた取組の推進分野別施策 ５

• 部落差別（同和問題）は、「日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い
状態に置かれていることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で
差別を受けるなどする、我が国固有の人権問題である」として、人権課題の一つに位置付けられてきました。

• 同和問題の解決に向けた取組が全国で実施された結果、同和地区の環境に対する物的な基盤整備は着実に進み、一般地区との格差は改善されま
したが、現在もなお、同和地区の出身という理由で就職差別や結婚差別、差別的な落書きなどが発生し、差別を受けている人々がいます。

• 平成２８（２０１６）年には「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方
公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めることとされました。

• 部落差別（同和問題）の解消に向けて、部落差別解消推進法及び附帯決議の趣旨を踏まえつつ、的確に対応していく必要があります。

• 同和地区の出身者の一人ひとりが差別や偏見を受けることのない地域社会を実現し、一人ひとりが尊厳を持って生活できるよう、取組を進めてい
きます。

• 正確な知識の普及を図り、部落差別（同和問題）に対する理解を深め、同和地区の出身との理由による差別や偏見の解消を目指し、教育や啓発に取
り組むとともに、関係団体等とも連携し、協力し合いながら、課題の解決に向けて、個別のニーズに応じた相談に応じ、全ての市民が不当な差別を
受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していきます。

分野別施策 ５ 部落差別（同和問題）の解決に向けた取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ５ 部落差別（同和問題）の解決に向けた取組の推進

類型１ 部落差別（同和問題）の解決に向けた啓発・支援の推進

部落差別（同和問題）をはじめとする人権問題への正しい理
解を深めるため、講演会・研修会等を通じて、人権意識の普
及に向けた取組を推進します。

同和対策事業

戸籍関係証明書等の適正交付
の取組

本人のみならず、本人等以外の者からの請求に対して、住民
基本台帳法や戸籍法令に基づき厳正な審査の上、対応します。

• 人権啓発冊子・物品等の配布等
• 関係団体が実施する研修会や人権・同和対策生

活相談事業等への支援をはじめとする連携した
取組の推進

• 戸籍関係証明書等の交付における法令に基づく
厳正な審査の実施
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進分野別施策 ６

• 令和７年７月末現在本市には約５万９千人の外国人市民※が暮らしています。本市は１９７０年代から外国人市民が
国籍や文化、言語の違いなどによって社会的な不利益を受けないよう諸制度の改善を図るとともに教育・啓発等の
取組を進めてきました。

• 外国人市民は地域社会を構成するかけがえのない一員であるとの認識の下、平成８（１９９６）年に川崎市外国人市
民代表者会議を条例で設置するなど、共生の地域社会づくりを進めてきました。

• 平成１７（２００５）年には国に先駆けて「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定し、その後３度の改定を重ねながら
多文化共生社会の実現に向けた地域社会づくりを進めてきました。

• これまでに本邦外出身者※の排斥を訴える内容のデモが行われ、地域社会に深刻な亀裂を生じたこと踏まえ、令和
元（２０１９）年には「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定し、「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動」の解消に向けた取組を推進しています。

• 国においても平成３０（２０１８）年に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が決定されるなど、取組が本
格化しています。

• 多様な文化を持つ市民が共に生活することにより地域社会が豊かになる一方、文化の違いから摩擦が生じる場合
があります。また、偏見や差別がなくなっていないという現実もあります。

• 外国人市民のさらなる増加が見込まれる中、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、全ての人が互いに認
め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる多文化共生社会の実現に向けた取組を推進
する必要があります。

（本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた啓発動画）

• 国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、全ての人が互いに認め合う多文化共生社会の実現に向けた行政サービスの充実、多文化共生教育
の推進、社会参加の促進、共生社会の形成、施策の推進体制の整備などの取組を推進します。

• 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づく、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進します。

（外国人市民代表者会議）

分野別施策 ６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進

※外国人市民：本市では、外国籍の住民は地域社会を構成するかけがえのない一因と考え、1996(平成8)年の川崎市外国人市民代表者会議条例の制定から、「外国人市民」という言葉を使用。
さらに、多文化共生社会推進指針では、外国籍の住民だけでなく、日本国籍であっても外国につながりのある人（国際結婚により生まれた人、中国帰国者、日本国籍を取得した人等）も
視野に入れて使用。

※本邦外出身者：本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの。 54



第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進

類型１ 差別の解消と人権侵害の防止

本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取
組

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例に基づく取組
を推進し、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を
図ります。

• 公共の場所及びインターネット上の本邦外出身者
に対する不当な差別的言動の解消に向けた対策
及び周知・啓発の実施

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 行政サービスの充実

外国人来庁者に向けた多言語
案内

外国人に対する外国語版冊子の配布や、外国人市民情報コー
ナーの設置等により生活に必要な情報を提供します。

外国人の生活に必要な情報提
供

外国人の来庁者に向けタブレット端末を活用して、多言語に
より案内し、来庁者と窓口職員のコミニュケーションを支援し
ます。

外国人市民が生活する上で必要な情報を提供し、さまざまな
分野にわたる相談を行うとともに、関係機関と連携を図りな
がら対応します。

国際交流センター等を活用し
た外国人相談の実施

日本年金機構作成の多言語版パンフレットを活用し、国民年
金への加入促進や脱退一時金を含めた制度の周知を行いま
す。

多言語による年金制度の周知

• 「川崎市に住む外国人のみなさんへ」
（主な行政サービスと問合せ先一覧）の配布

• 専門相談の実施
行政書士（月１回）

（国際交流センター、かわさき多文化共生プラザ）
出入国在留管理庁（月１回）

（かわさき多文化共生プラザ）

• パンフレットを活用した制度周知の実施

• タブレット端末の適正利用を呼びかけるため区役
所で使い方講座を実施
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

外国人市民が安心して医療サービスを受けられるよう、神奈
川県が中心となって実施する医療通訳派遣システム事業に参
加し、医療機関に医療通訳スタッフを派遣します。

医療通訳スタッフの派遣

子どもの状態や家庭状況などに十分配慮し、それぞれの文化
を尊重した適切な援助を行います。

保育所での言語や生活習慣等
の違いへの配慮

高齢者、障害者、外国人等の住宅確保要配慮者の居住の安定
に向け、居住支援協議会において入居から退去までに必要な
支援等について協議を行うなど、多様な主体との連携により
入居支援や入居後の生活支援等の取組を推進します。

民間賃貸住宅等居住支援推進
事業（再掲）

• 住宅確保要配慮者の住み替え等の相談受付
• 住宅確保要配慮者の入居機会の確保や安定居住

に向けた居住支援協議会の開催

災害時における多言語支援セ
ンターの設置

災害時の外国人支援を円滑に行うため、本市の要請により国
際交流センター指定管理者が川崎市災害時多言語支援セン
ターを設置し、外国人市民へ提供する情報等の翻訳、外国人
からの相談等への対応、多言語放送への協力などを行います。

• 関係機関と連携した、多言語支援センターの設置
訓練の実施（継続実施）

分野別施策 ６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進

• 個別の連絡帳や印刷物へのルビ振りの実施
• 必要に応じた食事等への配慮の実施

• かながわ医療通訳派遣システム自治体推進協議
会の参加（2回／年）
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第３章 第２期実施計画
類型３ 多文化共生教育の推進

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

帰国・外国人児童生徒等支援
事業

子どもたちの異文化理解と相互尊重をめざした学習を推進
します。また、多文化共生と多様性を尊重した意識と態度の
育成を推進します。

人権尊重・多文化共生教育推
進事業

教育文化会館・市民館等において、市民の自主的・主体的な
学びを支援していくため、学級・講座やイベント等を実施・開
催します。

識字学習活動の支援

• 「多文化共生ふれあい事業」の実施

• 市民館への指定管理者制度の導入（R８年度：多
摩市民館、麻生市民館他）

• 教育文化会館・市民館等における学級・講座等の
実施

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

外国人市民代表者会議を開催し、外国人市民の市政参加を
推進します。

外国人市民代表者会議の運営

類型４ 社会参加の促進

（公財）川崎市国際交流協会事業において、市民レベルでの国
際交流や国際相互理解、多文化共生の推進を支援します。

（公財）川崎市国際交流協会の
民間国際交流活動への支援

• 会議の運営及び提言を踏まえた取組の推進
• 外国人市民代表者会議オープン会議の参加者数

（100人)

• 民間団体による国際交流活動への助成等による
支援

分野別施策 ６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進

外国につながりのある児童生徒の自己実現を支えるため、一
人ひとりのアイデンティティを大切にし、特別の教育課程によ
る日本語指導等の充実を図るとともに、日本語指導初期支援
員を適切に配置するなどの支援を総合的に推進します。

• 日本語指導初期支援員の配置
• 国際教室の設置、巡回日本語指導の実施
• 通訳者の派遣、通訳機の配置
• 円滑な就学に向けた支援
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

国籍、民族、文化の違いを越えて、全ての人が互いを認め合
う多文化共生の考え方が社会に浸透するよう、さまざまな機
会を捉えて広報・啓発の取組を推進します。

多文化共生の考え方について
の広報・啓発

多文化共生、国際理解に関す
る研修等の実施

多文化共生意識の醸成や国際理解の向上などを図るため、
各職位に応じた講義や希望職員への研修を実施します。また、
「やさしい日本語」の研修などを通じて、外国人市民への対
応・広報に関する意識啓発を行います。

• 国際交流員による職員研修等の実施
• 外国人市民への広報等に有効な研修の実施

類型５ 共生社会の形成

教職員への人権・多文化共生
研修の実施

川崎市国際交流センターを活
用した取組

川崎市国際交流センターにおける講座・イベント等の開催を
通じて、市民交流を促進し、国際相互理解・多文化共生の促
進を図ります。

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

川崎市に住む外国人市民の意識や実態、ニーズなどを把握し、
市の施策に生かします。

外国人市民意識実態調査の実
施

類型６ 施策の推進体制の整備

子どもたちと共に学び続ける教職員であるために、育成指標
に基づき、教職員研修を推進します。

• 人権・多文化共生に関する研修の実施
• 人権尊重教育担当者研修の実施

• 市民やボランティア団体等に向けた広報・啓発の
実施

• 国際交流や多文化共生を促進する講座・イベント等
の開催

• 日本語・外国語等の研修の実施

• 外国人市民意識実態調査を踏まえた取組の推進
• 実態調査の実施(令和11年度）

分野別施策 ６ 外国人市民の人権尊重と多文化共生社会に係る取組の推進
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

疾病に関する人権尊重の取組の推進分野別施策 ７

分野別施策 ７ 疾病に関する人権尊重の取組の推進

• 医学医療の進歩や衛生水準の向上により、過去に多くの感染症が克服されてきた一方で、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興、グローバル
化等に伴う感染症の流入に対応するため、感染症の予防及びまん延防止に係る総合的な施策の実施が求められています。

• 本市では、更なる高齢化の進展や医療ニーズの増加・多様化といった医療を取り巻く環境が大きく変わる中で、「かわさき保健医療プラン」において、
３つの基本目標の１つに「安全･安心を支える保健医療の充実」を掲げ、感染症発生時の医療提供体制の確保や情報発信・普及啓発等に取り組んで
います。

• さらに、かつてハンセン病やHIV患者が受けた、いわれない差別への教訓から、感染症の患者やその家族が差別や偏見を受けないよう、人権の尊重
に努める必要があります。

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下においては、感染者やその家族、医療従事者、感染予防策等に係る偏見や誹謗中傷について、深刻な人権問
題として報告されました。感染症危機においては、疾病や感染リスク、対策等に係る情報が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・差別が発生する恐れ
があることから、表現の自由に配慮しつつ、対策を効果的に行う必要があります。

• 引き続き、患者・感染者等に対する偏見や差別のない社会づくりに取り組むとともに、「かわさき保健医療プラン」や「川崎市感染症予防計画」に基づ
き、感染症の予防等に係る取組を推進します。

• 本市におけるエイズ患者・HIV感染者は横ばいとなっており、疾患の正しい理解、感染予防の正しい知識の普及啓発などが必要となっています。性感
染症に関する特定感染症予防指針に基づき、感染予防対策の推進、検査・相談及び患者支援について、関係機関との連携を図りながら取り組みます。

• 感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者やその家族、医療機関等に対する偏見・差別は、患者が受診
行動を控える等、感染対策の妨げにもなることから、感染症やその予防についての正しい知識の啓発等を推進します。
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ７ 疾病に関する人権尊重の取組の推進

類型１ 感染症に関する啓発、支援等

エイズ・HIVや新型インフルエンザ等感染症等の状況把握・
情報収集及び市民等への正しい知識の普及啓発を実施しま
す。

感染症に関する普及啓発等の
取組

• 社会福祉施設等への衛生教育の実施

ＨＩＶ等の早期発見のため、受検者の社会的背景に配慮したＨ
ＩＶ等検査・相談を実施します。

ＨＩＶ等の早期発見・感染予防
に向けた取組

• 健康福祉局及び区役所における無料匿名検査・
相談の実施
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

ホームレス（野宿生活者）等の人権擁護と自立支援に係る取組の推進分野別施策 ８

分野別施策 ８ ホームレス（野宿生活者）等の人権擁護と自立支援に係る取組の推進

• ホームレスの人数は、平成15（2003）年の1,038人から、令和7（2025）年には104人まで減少している一方で、ホームレスの高齢化や路上（野
宿）生活期間の長期化の傾向がより一層顕著になっており、最近では、路上生活ではなく、ネットカフェ等終夜営業の施設を転々として暮らし、住ま
いを持たない人も増えています。
また、ホームレスに至る要因について目を向けると、倒産・失業等の仕事に起因するものや、病気や、けが、人間関係、家庭内の問題等様々なもの
が複合的に重なり合っています。

• 国は平成14（2002）年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を制定し、本市においては同法に基づき、平成16（2004）年に「川崎
市ホームレス自立支援実施計画」を策定し、以降５年ごとに「ホームレスの実態に関する全国調査」の結果や各種事業の評価・課題を踏まえて同計画
を更新し、取組を推進するとともに、平成27（2015）年に制定された「生活困窮者自立支援法」の枠組みも活用し、総合的支援を実施しています。
また、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」においては、ホームレスの自立支援等に関してホームレスの人権に配慮することと定められ
ており、同法に基づき、同調査の結果を踏まえて策定された「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」では、ホームレス及び近隣住民の双方
の人権に配慮しつつ、啓発広報活動、人権相談等の取組により、ホームレスの人権の擁護を推進することが必要であること等が示されています。

• ホームレスの高齢化や長期路上生活に対応し、自立支援センター退所者の再野宿を防ぐため、「一人ひとりの状況や課題に応じたきめ細かな相談
支援による安定した地域生活の実現をめざして」を基本目標として、次の４つの事業を中心に総合的かつ計画的に推進していきます。
① 巡回相談員による市内ホームレスの訪問
② 生活困窮者・ホームレス自立支援センターの運営
③ センター退所後、再野宿防止のための訪問支援
④ 年末年始の緊急援護

• 特に、長期路上生活者等へのホームレス訪問型自立支援住宅事業、及び終夜営業店舗に起居するホームレスとなるおそれのある人への相談・施策
周知を強化するとともに、ハローワークや医療機関、民間団体等と連携しながら支援を実施します。
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ８ ホームレス（野宿生活者）等の人権擁護と自立支援に係る取組の推進

類型１ ホームレス自立支援事業

一人ひとりが地域社会での生活に戻れるよう、総合的かつ計
画的に支援施策を推進していきます。

ホームレス自立支援事業

類型２ 関係機関との連携による取組

一人ひとりがニーズや能力に応じた就労に結び付くよう支援
します。

就業の機会の確保に関する取
組

自立支援センター退所後に安定した住まいを確保できるよう
支援します。

安定した居住の確保に関する
取組

疾病の早期発見と治療につなげ、本人の健康が維持できるよ
う支援します。

保健及び医療の確保に関する
取組

• 巡回相談や自立支援センター等による支援の実
施

• 公共職業安定所等と連携し、継続して就業支援を
実施

• 川崎市居住支援協議会等と連携し、継続して民間
賃貸住宅への入居支援を実施

• 保健・医療を確保するため、医療機関と連携し、
野宿者健診や結核健診を実施
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

拉致問題の解決に向けた取組の推進分野別施策 ９

• 北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害であるとともに、重大な人権侵害です。

• 北朝鮮当局は、1970 年代から1980 年代にかけて、多くの日本人を北朝鮮に拉致しました。北朝鮮は、長年
にわたり日本人拉致を否定していましたが、平成14（2002）年9月、金正日国防委員長（当時）は、日本人拉
致を初めて認めて謝罪しました。

• 現在、国は、17名の日本人を北朝鮮による拉致被害者として認定しており、このうち5名は既に平成14
（2002）年10月に帰国が実現しましたが、残りの12名は今なお帰国できずに拉致されたままです。

• 拉致問題の解決には、国内世論及び国際世論の後押しが重要であるとの観点から、多くの市民が関心を持ち
つづけ、認識を深めるために、北朝鮮当局による日本人拉致の問題についての正しい知識の普及、理解促進
に努めていく必要があります。

（「Kawasaki Youth Meeting」
カワサキ・ユース・ミーティング）

（大型ポスターの掲出）

• 本市には、拉致被害者の横田めぐみさんの御家族が在住されており、拉致被害者の一日も早い帰国の実現を願うとともに、より多くの市民に拉致
問題について理解を深めてもらうため「Kawasaki Youｔｈ Ｍｅｅｔｉｎｇ」を引き続き開催していきます。

• 市民一人ひとりが、拉致問題を自分ごととして捉え、この問題を風化させることなく、声を上げ続けることが、政府を後押しし、問題の解決につなが
る力と成り得ることから、引き続き、正しい知識の普及を図るための人権教育・人権啓発の取組を進めていきます。

分野別施策 ９ 拉致問題の解決に向けた取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

分野別施策 ９ 拉致問題の解決に向けた取組の推進

類型１ 拉致被害者及び被害者家族の支援並びに拉致問題の啓発に関する取組の推進

拉致被害者及び被害者家族の支援並びに拉致問題の啓発に
関する取組を推進します。

拉致被害者及び拉致被害者家
族を支援する取組の推進

• 拉致問題の支援・啓発の実施
• 国・他自治体、市民団体等との連携
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

性的マイノリティの人々の人権尊重の取組の推進分野別施策 １０

• 性的マイノリティとは、性的指向や性自認が非典型である方々のことです。性的マイノリティの方々は、マイノリ
ティ（＝少数派）であるがゆえに、様々な生きづらさを抱えてます。

• 令和５（２０２３）年に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目
的とし、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定
されました。

• 本市では、相談窓口を開設し、児童相談所や教育相談センターなどの相談窓口で、性的マイノリティ当事者や
家族の方からの相談を受けています。また、「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を運用しているほか、人権啓
発上映会「COLORS CINEMA KAWASAKI」や交流会を開催しています。

• 性的マイノリティの方々の日常生活での生きづらさの解消に向けて、性的マイノリティについての啓発を促進
していく必要があります。

（パートナーシップ宣誓申告受領証カード）

（人権啓発上映会）

• 本市の職員が、性的マイノリティについて理解することが重要であることから、引き続き、性的マイノリティについて正しく理解できるよう階層別研
修の「人権」の講座や人権研修で取り上げて啓発していきます。

• 児童相談所や教育相談センターでの相談のほか、総合リハビリテーション推進センターこころの健康課では、一般精神保健に関する電話相談等を継
続して実施していきます。

• 性的マイノリティ当事者の生きづらさの解消が図られるよう、国の動向を注視しつつ、地方自治体としての役割を踏まえ、今後も引き続き取組を進
めていきます。

分野別施策 １０ 性的マイノリティの人々の人権尊重の取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型１ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する啓発の推進

市民を対象として性的マイノリティに関する啓発を行います。性的マイノリティに関する啓発
の取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 当事者の抱える生きづらさの解消に向けた取組の推進

性的マイノリティの人々の人権についての啓発や課題等につ
いての取組を推進します。また、川崎市パートナーシップ宣誓
制度の周知と適正な運用を行います。

性的マイノリティの課題に関す
る取組

性的マイノリティについての正しい理解の促進を図るととも
に、子どもたちの人権感覚の育成や教職員の人権意識や指導
力の向上に向けた取組を推進します。

学校における性的マイノリティ
の知識向上に関する取組

• 「性的マイノリティに関するセミナー」等の実施

• 川崎市パートナーシップ宣誓制度の周知と運用
• 性的マイノリティ関連情報・相談窓口等の広報
• 人権・男女共同参画推進連絡会議幹事会性的マイ

ノリティ専門部会の開催

• 人権研修の実施
• 子どもの権利学習の実施

分野別施策 １０ 性的マイノリティの人々の人権尊重の取組の推進

学齢期の子どもを対象としたからだとこころの悩みについて
の相談を実施します。

児童相談所での相談の取組
• 児童福祉司、児童心理司等による学齢期の子ど

もを対象としたからだとこころの悩みについての
相談の受付

精神保健相談（性別不合を含む。）を実施します。精神保健相談での相談の取組

小学生から高校生までを対象としたからだとこころの悩みに
ついての相談を実施します。

教育相談センターでの相談の
取組

• 小学生から高校生までを対象とした相談の実施

• 性別不合を含む精神保健相談：平日8:30～
12:00、13:00～17:00
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

自殺をめぐる問題に係る取組の推進分野別施策 １１

分野別施策 １１ 自殺をめぐる問題に係る取組の推進

• 日本の年間自殺死亡者数は、平成10（1998）年に急増し、3万人を超える深刻な状況が続きました。このため、平成18（2006）年に「自殺対策基
本法」が制定されるとともに平成19（2007）年には「自殺総合対策大綱」が策定され、国を挙げての取組を推進してきました。その結果、平成22
（2010）年以降、年間自殺者数は減少傾向に転じています。しかし、依然として諸外国と比べて自殺死亡率は高く、年間約2万人の方が自殺により
亡くなっている現状があります。

• 本市においては、平成25（2013）年12月に「川崎市自殺対策の推進に関する条例」を制定し、同条例の中で、「自殺の防止等に対する市民の意識
の高揚を図りつつ、市の状況に応じた自殺対策を総合的に推進し、もって市民が互いに支え合い、健康で生きがいを持って暮らすことのできる地
域社会の実現に寄与すること」を目的として、市の状況に応じた自殺対策を総合的に推進するための計画を定めることを規定しました。そして同
条例に基づき、平成27（2015）年度から平成29（2017）年度の3年間を計画期間として「川崎市自殺対策総合推進計画」を策定し、自殺対策を
推進してきました。

• その後「自殺対策基本法」の改正や「自殺総合対策大綱」の見直しを踏まえながら、現在は「第4次川崎市自殺対策推進計画」として、ライフステージ
別の対策の必要性や、地域の実態に応じた自殺対策の推進等の課題を整理し、新型コロナウイルス感染症等の心理・社会的影響も考慮しながら更
なる自殺対策の推進を図るための取組を行っています。

• 一方で、自殺について、一人一人が社会の問題として捉え、心のサポーターやゲートキーパーのように、それぞれの立場においてできることから進
んで行動を起こしていくことができるような環境や地域づくりを継続的に行っていく必要があり、様々な関係機関との連携のもと、市民や関係者
だけでなく、当事者やその家族も含めた、地域共生のための地域づくりに向けた取組の検討が必要となります。

• 第4次自殺対策総合推進計画では、条例の基本理念に即し、「学校・事業主・地域住民組織等の身近な地域の多様な主体と協働し、安心して暮らせ
るまちづくりと自殺に追い込まれない社会の実現を目指します。」と基本理念を掲げており、実現のために次の方向性を示します。

• 自殺の実情を知る取組として、普及啓発やゲートキーパー研修等を通して、自殺は誰にでも起こりうることであるという認識や、正しい理解の促進
及び意識の醸成を行います。また、当事者やその家族等の思いを念頭に、事業の展開や自殺予防・対策について、社会全体として考えられるような
土壌づくりに取り組んでいきます。

• 自殺防止のためにつながる取組として、自殺対策に関わる人材の育成や、職域・学校・地域等におけるこころの健康の保持に関する取組を進めま
す。また、幅広く市全体として認識の向上や理解促進を行えるよう、様々な団体と連携・協働を進めていきます。

• 自殺防止のために支える取組として、適切な医療を提供するための体制整備や、自殺未遂者、自死遺族等に対する支援に取り組みます。
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型１ 自殺の実情を知る

街頭キャンペーン等による普及啓発活動や、自殺に関する知
識の普及や理解の促進を目的とした講演会を実施します。

自殺予防に関する普及啓発事
業

自己肯定感の醸成や他者の尊重、相互の助け合いの姿勢を
育むことを目的に、道徳教育の充実、体験活動等のいのちに
触れる活動を展開します。

「いのち、こころの教育」の推
進

分野別施策 １１ 自殺をめぐる問題に係る取組の推進

• いのち、こころの教育の実践
• 神奈川県との連携

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型２ 自殺防止のためにつながる

ゲートキーパーの養成

各区役所地域みまもりセンターにて、専門職による精神保健
福祉相談等を実施し、市民の心の健康の保持及び増進を図り
ます。

各区役所における精神保健相
談

川崎市自殺対策総合推進計画・地域連携会議において、連携
体制の強化を目的として、地域の関係機関及び団体との情報
共有等を実施するとともに、各種会議等を通じ、近隣都市と
も連携しながら取組を進めます。

自殺予防に関わる機関、民間
団体等による連携促進

• ゲートキーパー養成者数（1,000名以上）

• 各区役所地域みまもり支援センターにおける
精神保健福祉相談の実施

行政、民間問わず様々な分野におけるゲートキーパーの養成
を行います。

• 効果的な普及啓発の推進
• 市民講演会の実施（年１回以上）

• 川崎市自殺対策総合推進計画・地域連携会議の
開催（年2回）

• 近隣自治体との自殺対策会議参加（年２回）
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

児童相談所職員、児童養護施設職員等に対して、遺児支援も
含む精神保健・自殺予防に関する包括的研修を実施します。

精神保健等に関する包括的研
修

児童生徒の心の健康問題に対処するために、養護教諭等が
行う健康相談に対する支援等を行います。また、研修会を学
校関係者を対象に実施します。

健康相談支援事業

分野別施策 １１ 自殺をめぐる問題に係る取組の推進

• 精神保健等に関する包括的研修の実施による精
神保健・自殺予防の普及啓発

• 専門医による面接相談
• 研修会の開催

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型３ 自殺防止のために支える

自死遺族同士の交流、わかちあいの場を開催又は支援します。自死遺族へのケアと情報提供

自死遺族が安心して相談できる専用電話窓口を開設し、専門
研修を受講した相談員が対応します。

自死遺族電話相談の実施

自殺未遂者やその家族等に対して医療機関等の関係機関と
連携し、支援を行います。

自殺未遂者及びその家族への
支援

• わかちあいの会の開催数(年６回)

• 専門研修開催（年１回）

• 自殺未遂者支援事業に関連した関係機関との連
携会議の開催
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

インターネットによる人権侵害に係る取組の推進分野別施策 １２

• インターネット上では、誰でも、匿名で、容易に情報を発信することができ、発信された情報は瞬時に広範囲に拡散する可能性があります。そのた
め、インターネット上の誹謗中傷やプライバシーを侵害する情報は、被害者に深刻なダメージを与えることがあります。また、インターネット上の違
法情報や有害情報によって、子どもが犯罪に巻き込まれ、深刻な被害に遭うことがあります。

• 本市においても、平成20（20０８）年に、教育委員会に「インターネット問題相談窓口」を設置し、学校でネットトラブルにあっている子どもたちや
保護者からの相談を受けています。また、令和元（2019）年に、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定し、インターネット上の本邦
外出身者に対する不当な差別的言動について、拡散を防止するための措置（事業者への削除要請）を講じているほか、人権相談の窓口として、「か
わさき人権相談」を開設し、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害で困っている市民から相談を受け、救済のための助言と情報提供を
行っています。

• インターネットは、日常生活に不可欠なものとなっており、情報モラル（情報化社会で適切に活動するための倫理）とICTリテラシー（情報通信技術を
活用する能力）を身に付ける必要があることから、市民や市立学校の児童・生徒に向けた啓発活動や教育を推進していきます。

• インターネット上の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けて、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づき、拡散防止
措置（事業者への削除要請）や啓発を行うなどの取組を進めていきます。

• インターネット上の人権侵害は、国全体の課題であり、国における検討も進められていることから、その動向を注視しつつ、国の施策を踏まえながら、
本市の実情に応じた効果的な手法・手段について、検討を進めていきます。

分野別施策 １2 インターネットによる人権侵害に係る取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

類型１ 啓発、支援、拡散防止措置、教育等の取組の推進

インターネット上の人権侵害についての啓発や支援を行いま
す。

インターネット上の人権侵害に
係る取組

分野別施策 １2 インターネットによる人権侵害に係る取組の推進

市立学校でインターネット上の人権侵害に関する人権教育を
行います。

教育DX推進事業に基づく取
組

市立学校でのインターネット上のトラブルの相談を行います。
市立学校におけるインター
ネット上の問題に対する取組

• 情報モラル教育の充実

• 児童、生徒、保護者のための相談の実施

• SNS等を活用した啓発
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第３章 第２期実施計画

現状と課題

取組の方向性

様々な人権課題に対する取組の推進分野別施策 １３

• アイヌの人々は、現在の北海道などの地域における先住民族であり、令和元（2019）年5月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を
実現するための施策の推進に関する法律」では、アイヌの人々への、アイヌであることを理由とした差別等の禁止などが定められています。アイヌな
どの様々な固有の歴史・文化・伝統等を持つ人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会を実現することが求
められます。

• 犯罪被害者等支援条例の積極的な広報により、相談・支援件数は増加傾向にありますが、被害や相談内容は複雑化・多様化していることから、より
一層被害者等に寄り添った支援を行う必要があります。

• 罪を犯した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確保の困難等、社会復帰を目指す人にとって、現実は極めて
厳しい状況にあります。刑を終えて出所した人々の社会復帰を促進し、再犯を防止するためには、本人の強い更生意欲と併せて、周りの人々の理解
と協力が不可欠です。

• さまざまな事情をもつ被災者が、安心して生活できるよう支援や配慮などの取組を行っていくことが求められています。

• 人身取引とは、売春や強制労働をさせるなどの搾取の目的で、暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの手段を用いて、人を移動したり、隠したり、受け取った
りする行為をいいます。人身取引は、重大な人権侵害であり、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に
困難であることから、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。

• 様々な固有の歴史・文化・伝統等を持つ人々の権利を保障し、尊重と理解を深めるため、パンフレット等を活用した人権意識普及・啓発に取り組みます。

• 犯罪被害者等を支える地域社会づくりを進めるため、条例に基づく総合的な犯罪被害者等支援を実施し、効果的な広報啓発活動等に取り組みます。

• 刑を終えて出所した人及びその家族への偏見や差別の解消に向けた取組を推進し、罪を犯した人の更生を図り、犯罪予防活動を推進します。

• 被災者が安心して生活できるよう、それぞれの事情に配慮した支援に取り組みます。

• 人身取引被害者の人権については、国の法整備等の動向を踏まえながら、関係団体・関係機関との情報交換や啓発等の取組を進めます。

分野別施策 １３ 様々な人権課題に対する取組の推進
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第３章 第２期実施計画
計画期間の主な事業・取組

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

様々な固有の歴史や文化・伝統等を持つ人の権利を保障し、
尊重と理解を深めるための取組を行います。

固有の歴史・文化を持つ人々
への理解を深めるための取組

類型１ 固有の歴史・文化を持つ人々（アイヌの人々等）の人権

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

犯罪被害者等支援事業

類型２ 犯罪被害者等の人権

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

刑を終えて出所した人及びそ
の家族への差別や偏見の解消
に向けた取組

類型３ 刑を終えて出所した人々の人権

刑を終えて出所した人及びその家族への差別や偏見の解消
に向けた取組を行います。

更生保護事業
犯罪をした人等の更生を図るとともに、犯罪予防活動を推進
します。

犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に向け、専門相
談員による面接又は電話による相談に応じるほか、条例に基
づく各種支援を実施します。

• 条例に基づく見舞金の支給や日常生活支援等の
実施

分野別施策 １３ 様々な人権課題に対する取組の推進

• パンフレット等による普及啓発を実施

• パンフレット等による普及啓発を実施

• 「第２期川崎市再犯防止推進計画」に基づく再犯
防止に関する取組の推進

• 更生保護関係団体の活動支援等の実施
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第３章 第２期実施計画

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

人権に配慮した地域防災の取
組の推進

類型４ 災害被害者の人権

自助・共助・公助の取組、連携の強化や各主体の防災意識の
向上等により、人権に配慮した地域防災力の向上を図ります。

取組の方向性、アウトプット等内 容事業・取組名

国の動向を踏まえながら、関係団体・関係機関との情報交換
や啓発等の取組を進めます。

関係団体・関係機関との情報
交換や啓発等の取組

類型５ 人身取引被害者の人権

• 関係機関と連携した、多言語支援センターの設置
訓練の実施（継続実施）

分野別施策 １３ 様々な人権課題に対する取組の推進

• パンフレット等による普及啓発を実施
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第４章 第２期実施計画の推進

１ 人権施策推進体制について

（１）庁内連絡体制

基本計画を効果的に推進するためには、人権施策に係る庁内各部局の調整や協力が不可欠です。そのためには、人権教育、人権研修、相談・救
済等を総合的に検討する組織が必要であることから、「川崎市人権・男女共同参画推進連絡会議」を活用して、庁内推進体制を整備します。
また、各部局で人権施策に係る様々な事業を展開していることから、「川崎市人権・男女共同参画推進連絡会議」を親会議として、子どもの権利

や男女平等施策などの分野別の人権施策を推進するために設置した各部会等で具体的な施策を協議、検討し、横断的かつ総合的に人権施策を
推進していきます。

（２）協議組織

人権施策の推進を図るために必要な事項について、検討・協議を進めるとともに、「川崎市人権施策推進基本計画」の実施状況の検討等について
意見や助言を行うための附属機関として、学識経験者、人権関係団体、市民で構成された「川崎市人権施策推進協議会」を平成２７（２０１
５）年４月に設置しました。その後、令和元（２０１９）年１２月に制定された「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の制定に伴い改
組され、同条例に基づき「川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会」を設置することとなりました。本協議会は、不当な差別のない人権尊重のまちづくり
の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するための組織であり、庁内連絡調整組織とそれぞれの役割を担いながら人権施策
を総合的に推進します。

（３）関係団体・関係機関

人権が尊重され差別のない社会の実現に当たっては、関係団体や関係機関との協力が引き続き必要であることから、施策の効果的な推進をより一
層図るために「川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会」（横浜地方法務局川崎支局、川崎人権擁護委員協議会、川崎市で構成）や「かわさ
き男女共同参画ネットワーク（すくらむネット２１）」（市域で活動する民間団体等が加盟）等の各分野において多様な活動を展開している関係団
体等との連携を強化し、取り組んでいきます。
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第４章 第２期実施計画の推進

２ 進行管理について

基本計画の「人権に関する施策の基本理念及び基本目標」を実現するために、計画策定後の進捗管理が重要です。また、新しい人権課題や社会
情勢等の変化にも柔軟に対応できる計画の運用が必要となります。
基本計画に基づく取組の進捗管理には、「計画(ＰＬＡＮ)－実行(ＤＯ)－評価(ＣＨＥＣＫ)－見直し(ＡＣＴＩＯＮ)」のいわゆるＰＤＣＡ
サイクルの手法を取り入れるとともに、毎年の評価においては、主要な取組の実績等を基にすることで、効率的な進行管理とします。
ＰＤＣＡサイクルによる進行管理に当たっては、基本計画の中で、人権に関する施策の基本目標と人権課題ごとに設定した目標の到達度について

自己評価を実施し、また、取組の状況について、毎年度、進捗状況を把握するとともに、外部の視点として、附属機関である「川崎市人権尊重のまち
づくり推進協議会」に意見・助言を求めます。
また、施策の効果の検証手法の一つとして、「人権に関する市民意識調査」を定期的に実施するほか、社会情勢の変化等も確認しながら、市民意

識の把握に努めつつ、施策を推進していきます。
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第４章 第２期実施計画の推進
３ 個別指標

基本計画を着実に推進していくために、第１章に掲げる「全体目標」「基本目標」の指標のほか、次のとおり個別指標を設定し、目標の達成度を評
価する際に参考とする指標とします。なお、施策の評価については、この数値のみをもって施策の成果とするものではなく、事業の進捗状況を踏まえて総
合的に判断します。
目標達成に向け、各分野の啓発や各事業の取組の一層の推進を図ります。

第２期実施計画期間
における目標値現状第１期実施計画期間

における目標値計画策定時分野別施策の達成度を評価する
際に参考とする「個別指標」

39.2%以下
【令和11(2029)年度】

51.1%
【令和7(2025)年度】

62.0%以下
【令和7(2025)年度】

66.0%
【令和2(2020)年度】

子どもの人権について、差別が
あると思う市民の割合1

67.8%以下
【令和11(2029)年度】

71.7%
【令和7(2025)年度】

73.0%以下
【令和7(2025)年度】

76.6%
【令和2(2020)年度】

男女平等に関わる人権について、
差別があると思う市民の割合2

42.7%以下
【令和11(2029)年度】

51.6%
【令和7(2025)年度】

59.0%以下
【令和7(2025)年度】

62.7%
【令和2(2020)年度】

高齢者の人権について、差別が
あると思う市民の割合3

66.0%以下
【令和11(2029)年度】

70.4%
【令和7(2025)年度】

72.0%以下
【令和7(2025)年度】

75.9%
【令和2(2020)年度】

障害者の人権について、差別が
あると思う市民の割合4

33.0%以下
【令和11(2029)年度】

39.0%
【令和7(2025)年度】

43.0%以下
【令和7(2025)年度】

46.5%
【令和2(2020)年度】

部落差別（同和問題）について、
差別があると思う市民の割合5

44.7%以下
【令和11(2029)年度】

51.3%
【令和7(2025)年度】

56.0%以下
【令和7(2025)年度】

59.6%
【令和2(2020)年度】

外国人の人権について、差別が
あると思う市民の割合6

40.1%以下
【令和11(2029)年度】

47.1%
【令和7(2025)年度】

52.0%以下
【令和7(2025)年度】

55.8%
【令和2(2020)年度】

HIV感染者・ハンセン病患者など
の感染症や疾病に関する人権に
ついて、差別があると思う市民
の割合

7-1

ー32.8%
【令和7(2025)年度】

73.0%以下
【令和7(2025)年度】

77.3%
【令和2(2020)年度】

新型コロナウイルス感染症に関
する人権について、差別がある
と思う市民の割合

7-2
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第４章 第２期実施計画の推進

第２期実施計画期間
における目標値現状第１期実施計画期間

における目標値計画策定時分野別施策の達成度を評価する
際に参考とする「個別指標」

43.3%以下
【令和11(2029)年度】

50.7%
【令和7(2025)年度】

56.0%以下
【令和7(2025)年度】

60.0%
【令和2(2020)年度】

ホームレスの人権について、差
別があると思う市民の割合8

48.9%以下
【令和11(2029)年度】

53.0%
【令和7(2025)年度】

54.0%以下
【令和7(2025)年度】

58.1%
【令和2(2020)年度】

北朝鮮当局によって拉致された
被害者などの人権について、差
別があると思う市民の割合

9

46.6%以下
【令和11(2029)年度】

55.3%
【令和7(2025)年度】

62.0%以下
【令和7(2025)年度】

66.2%
【令和2(2020)年度】

性的マイノリティの人権につい
て、差別があると思う市民の割
合

10

13.5未満
【令和6(2024)年〜令和
11(2029)年の平均】

14.5
【令和3(2021)年〜令和
5(2023)年の平均】

13.5未満
【令和3(2021)年〜令和
5(2023)年の平均】

14.2
【平成29(2017)年〜令
和元(2019)年の平均】

厚生労働省人口動態統計におけ
る自殺死亡率（人口10万人当た
りの死者数）

11

70.4%以下
【令和11(2029)年度】

75.8%
【令和7(2025)年度】

79.0%以下
【令和7(2025)年度】

82.6%
【令和2(2020)年度】

インターネットやSNSによる人
権侵害について、差別があると
思う市民の割合

12

29.0%以下
【令和11(2029)年度】

34.2%
【令和7(2025)年度】

33.0%以下
【令和7(2025)年度】

37.4%
【令和2(2020)年度】

アイヌの人々の人権について、
差別があると思う市民の割合13-1

53.9%以下
【令和11(2029)年度】

60.7%
【令和7(2025)年度】

65.0%以下
【令和7(2025)年度】

69.2%
【令和2(2020)年度】

犯罪被害者やその家族の人権に
ついて、差別があると思う市民
の割合

13-2

47.2%以下
【令和11(2029)年度】

53.0%
【令和7(2025)年度】

56.0%以下
【令和7(2025)年度】

60.2%
【令和2(2020)年度】

刑を終えて出所した人の人権に
ついて、差別があると思う市民
の割合

13-3

45.0%以下
【令和11(2029)年度】

51.6%
【令和7(2025)年度】

56.0%以下
【令和7(2025)年度】

59.9%
【令和2(2020)年度】

人身取引（性的搾取、強制労働
等を目的とした人身取引）被害
者の人権について、差別がある
と思う市民の割合

13-4
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資 料 編

資料編

・事業・取組一覧
・川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
・第３期川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会への諮問について
・川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」の

策定の方向性について-答申-（抜粋）

79



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例

1

施策１ 人権
教育の推進

１ 学校・保育園
等における人権
教育の推進

幼児教育に
おける人権教
育の推進

性的マイノリティや多文化を背
景とした乳幼児等との相互理
解など、幼児教育における人
権教育を推進します。

●幼児教育における人権教
育の推進

こども未来局保育・子育
て推進部

〇

2

施策１ 人権
教育の推進

１ 学校・保育園
等における人権
教育の推進

人権尊重教
育の推進

子どもたちの人権感覚や人権
意識の育成に向けた取組を
推進します。

●人権尊重教育推進会議
の開催を通じた人権尊重教
育についての情報共有や
意見交換の実施

教育委員会事務局教育
政策室

3
●人権尊重教育補助教材
や子どもの権利学習資料等
の活用

教育委員会事務局教育
政策室

4
●学校における様々な人権
課題に関する周知・啓発

教育委員会事務局教育
政策室

5

施策１ 人権
教育の推進

１ 学校・保育園
等における人権
教育の推進

共生・共育推
進事業

豊かな人間関係を育む「かわ
さき共生＊共育プログラム」を
実践し、いじめ・不登校の未然
防止等を図ります。また、プロ
グラムの「効果測定」の活用
により、子どもへの理解を深
め、児童生徒指導の充実を図
ります。

●各学校における「かわさ
き共生＊共育プログラム」
の推進

教育委員会事務局教育
政策室

6
●プログラムを活用した授
業の実施

教育委員会事務局教育
政策室

7

施策１ 人権
教育の推進

１ 学校・保育園
等における人権
教育の推進

福祉体験及
び職場体験
の実施

福祉体験や職場体験など、学
校での高齢者や障害者等と
の交流を促進するとともに、人
権尊重教育を推進します。

●福祉体験及び職場体験
の実施

教育委員会事務局総合
教育センターカリキュラ
ムセンター

8

施策１ 人権
教育の推進

２ 生涯学習にお
ける人権教育の
推進

社会教育振
興事業の実
施

人権をはじめ様々な課題の学
習の場として社会教育振興事
業を実施します。また、市民の
生涯学習を支援する取組を推
進します。

●平和・人権・男女平等推
進学習、市民自主学級・市
民自主企画事業等の社会
教育振興事業の実施

教育委員会事務局生涯
学習部生涯学習推進課

9

施策１ 人権
教育の推進

２ 生涯学習にお
ける人権教育の
推進

川崎市男女
共同参画セン
ターの活用

市民及び市民団体の人権学
習への活動支援のため、川崎
市男女共同参画センターのフ
リースペース等の有効活用を
図ります。

●川崎市男女共同参画セ
ンターのフリースペース等
の有効活用

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

10

施策２ 人権
意識の普及

１ 普及活動の推
進

人権意識の
普及・啓発

人権を尊重し、共に生きる社
会をめざして、さまざまな人権
課題に対する正しい知識の普
及・啓発や支援に取り組みま
す。

●人権意識の普及に向け
た取組の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

11

施策２ 人権
意識の普及

２ 事業者、団体
等への普及活動
の支援

事業者・団体
等の自主的
な人権学習
等への支援

事業者、団体等の自主的な人
権学習や研修会の支援を行う
とともに、その広報活動の充
実を図ります。

●事業者・団体等の自主的
な人権学習等への支援

市民文化局人権・男女
共同参画室

12

施策２ 人権
意識の普及

３ かわさきパラ
ムーブメントの理
念の浸透

かわさきパラ
ムーブメント
の理念の浸
透

人々の意識や社会環境のバ
リアを取り除き、誰もが社会参
加できる環境を創出すること
を理念とする「かわさきパラ
ムーブメント」の理念の浸透を
図ります。

●かわさきパラムーブメント
の理念浸透に向けた取組
の推進

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

13
●かわさきパラムーブメント
のレガシー形成に向けた取
組の推進

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

14

施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

人権に関する
研修の実施

市職員の人権意識の醸成と
「共生のまちづくり」の実現を
図るため、各階層別研修にお
ける人権に関する研修及び全
ての職員を対象とした人権研
修を実施します。

●市職員の人権意識の醸
成等のための階層別研修
における人権に関する研修
及び人権研修の実施

総務企画局人事部人材
育成課

15

施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

人権尊重教
育研究推進
校等の研究
支援等

人権尊重教育研究推進校・実
践推進等の研究への協力を
行い、その成果を各学校で生
かしていきます。

●人権尊重教育研究推進
校・実践校の研究支援

教育委員会事務局教育
政策室

16

施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

教職員研修
の実施

子どもたちとともに学び続ける
教員であるために、育成指標
に基づくライフステージに応じ
た教職員研修を推進します。

●教職員の資質、指導力の
向上をめざした研修の実施

教育委員会事務局教育
政策室

17

施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

関係団体主
催の人権研
修等への職
員の参加促
進

人権問題に係る認識を深め、
職員の人権意識の向上を図
るため、関係団体が主催する
研修や人権学校等の市民向
け普及事業への職員参加を
促進します。

●関係団体主催の人権研
修や人権学校等への職員
の参加促進

市民文化局人権・男女
共同参画室

18
施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

人権研修を
実施する体制
づくり

各局（室）区で独自に人権研
修を実施する体制を整えるよ
う努めます。

●局独自で人権研修を実
施する体制づくり

市民文化局人権・男女
共同参画室 〇

19

施策３ 人権
研修の充
実・推進

１ 人権尊重のま
ちづくりを担う職
員等の育成

研修に係る各
種支援の実
施

各局（室）区が行う研修に対し
て講師紹介や教材・資料の提
供・貸出など、必要な支援を
行います。

●局が行う研修に対する講
師紹介、教材・資料の提供・
貸出など、必要な支援の実
施

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

No 基本的施策
事業・取組

所管課
事業・取組一覧

のみ掲載
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類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
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20
施策３ 人権
研修の充
実・推進

２ より専門的な
人権研修の推進

保育園等職
員向け研修
の実施

保育園等職員向け研修を実
施し、人権意識の普及に努め
ます。

●保育園等職員向け研修
による人権意識の普及

こども未来局保育・子育
て推進部

21

施策３ 人権
研修の充
実・推進

２ より専門的な
人権研修の推進

児童相談所
等の職員に
対する子ども
の人権に係る
研修の実施

児童相談所その他の関係機
関等職員への子どもの権利
擁護、児童虐待等に関する研
修を実施します。

●児童相談所等の職員に
対する子どもの人権に係る
研修の実施による人権意識
の普及

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

22

施策３ 人権
研修の充
実・推進

２ より専門的な
人権研修の推進

新規採用看
護職員向け
人権研修の
実施

新規採用看護職員研修等で
人権研修を実施します。

●新規採用看護職員研修
等での人権研修の実施

病院局総務部庶務課

23

施策３ 人権
研修の充
実・推進

２ より専門的な
人権研修の推進

学校教職員
等に対する人
権・協働に関
する研修の実
施

学校教職員や指導主事等に
対して人権・協働に関する研
修を実施します。

●学校教職員、指導主事等
に対する人権・協働に関す
る研修の実施

教育委員会事務局教育
政策室

24

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

相談窓口一
覧の配布

人権相談を含めた川崎市相
談窓口一覧の整備・充実を図
り、区役所等の市民が利用す
る窓口で配布します。

●人権相談を含めた川崎
市相談窓口一覧の整備・充
実及び配布

市民文化局コミュニティ
推進部市民活動推進課

25

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

人権侵害によ
る被害に係る
支援の充実
に向けた取組
の推進

「かわさき人権相談」による相
談及び人権侵害による被害の
救済に資する情報提供を実施
します。

●人権侵害による被害に係
る支援の充実に向けた取組
の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

26

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

人権相談の
周知及び充
実

各区役所で実施している人権
擁護委員による人権相談を周
知するとともに充実を図りま
す。

●人権擁護委員による人権
相談の周知及び充実

市民文化局人権・男女
共同参画室

27

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

労働相談の
実施

労働問題を抱えた勤労者を守
る立場に立って、対面・オンラ
イン・電話による労働相談を
実施します。また、相談窓口
の周知に取り組みます。

●労働相談受付窓口の広
報充実

経済労働局労働雇用部

28

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

経済的に困
窮している人
の自立に向
けた取組

生活に困窮する方に対し、社
会的経済的な自立に向けた
取組を推進します。

●生活困窮者等への就労・
生活支援等の実施

健康福祉局生活保護・
自立支援室

29

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

こころの電話
相談

市民を対象とした、こころの健
康や病気に関する電話相談を
実施するとともに、市のホーム
ページ、パンフレット等による
広報に努め、関係機関への周
知を図ります。

●こころの電話相談の実施
並びに広報及び関係機関
への周知

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ターこころの健康課

30

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

１ 相談、人権救
済、自立支援の
充実

人権オンブズ
パーソン運営
事業

子どもの権利の侵害や男女
平等に関わる人権侵害につい
て、問題解決に向けた助言・
支援や、関係機関等への調
査・調整を実施します。また、
制度の普及啓発に努めます。

●子どもの権利の侵害や男
女平等に関わる人権侵害
に対する支援等の実施

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当

31

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

２ 相談、人権救
済、自立支援を
行う団体等との
連携強化

川崎人権擁
護委員協議
会等との連携
強化

横浜地方法務局川崎支局や
川崎人権擁護委員協議会等
との情報交換を行い、連携強
化を図ります。

●横浜地方法務局及び川
崎人権擁護委員協議会等
との連携強化

市民文化局人権・男女
共同参画室

32

施策４ 相
談、人権救
済、自立支
援の充実

２ 相談、人権救
済、自立支援を
行う団体等との
連携強化

人権オンブズ
パーソン制度
活用推進の
ための関係
団体等との連
携強化

人権オンブズパーソン制度活
用の推進を図るため、子ども
の権利や男女平等に関わる
人権の侵害に対する相談・救
済を行う関係団体・関係機関
との連携強化に努めます。

●人権オンブズパーソン制
度活用推進のための関係
団体・関係機関との連携強
化

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当

33

施策５ 連携
協働による
取組の推進

１ 市民、事業者
の参加の促進

川崎市人権
尊重のまちづ
くり推進協議
会への市民
委員の参加
促進

人権施策の総合的な推進を
図るため、川崎市人権尊重の
まちづくり推進協議会への市
民参加を促進します。

●川崎市人権尊重のまちづ
くり推進協議会への市民委
員の参加促進

市民文化局人権・男女
共同参画室

34

施策５ 連携
協働による
取組の推進

１ 市民、事業者
の参加の促進

人権に関する
市民意識調
査の実施等

人権施策の総合的な推進を
図るための基礎資料とするた
め、人権に関する市民意識調
査を定期的に実施するととも
に、調査結果を公表します。

●人権に関する市民意識
調査の実施及び調査結果
の周知

市民文化局人権・男女
共同参画室

35

施策５ 連携
協働による
取組の推進

１ 市民、事業者
の参加の促進

社会教育振
興事業におけ
る協働・連携
の推進

教育文化会館・市民館等にお
いて、市民の自主的・主体的
な学びを支援していくため、市
民参画等による学級・講座や
イベント等を実施・開催しま
す。

●多様な主体との協働・連
携に向けた取組（平和・人
権・男女平等推進学習等）
の推進

教育委員会事務局生涯
学習部生涯学習推進課

〇

36

施策５ 連携
協働による
取組の推進

２ 関係団体・関
係機関との連携
協働の推進

川崎人権啓
発活動地域
ネットワーク
協議会による
人権意識の
普及活動の
実施

川崎人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会の充実を図り、
人権意識の普及活動を効果
的に推進します。

●川崎人権啓発活動地域
ネットワーク協議会による人
権意識の普及活動の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室
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37

施策５ 連携
協働による
取組の推進

２ 関係団体・関
係機関との連携
協働の推進

関係団体との
連携による情
報の共有化
等

関係団体と連携し、情報の共
有化とともに人権意識の普及
や人権研修に努めます。

●関係団体との連携による
情報の共有化、人権意識の
普及、人権研修

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

38

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子どもの権利
に関する広
報・啓発

広報資料・ホームページ等の
活用、「かわさき子どもの権利
の日のつどい」の開催による
さまざまな世代に向けた広報
及び意識普及の促進を図りま
す。

●パンフレット等を活用した
広報・意識普及の促進

こども未来局青少年支
援室

39
●ホームページ等の活用に
よるさまざまな世代に向け
た意識普及の促進

こども未来局青少年支
援室

40
●「かわさき子どもの権利
の日のつどい」の開催

こども未来局青少年支
援室

41

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

研修への講
師派遣等の
実施

子どもの権利に関する意識を
広めるため、市民活動団体へ
の研修開催等の支援や子ど
もに関わる職員等への研修を
行います。

●市民活動団体が実施す
る研修等への講師派遣の
実施

こども未来局青少年支
援室

42
●子どもに関わる職員等へ
の研修の実施

こども未来局青少年支
援室

43

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

専門職の育
成に関わる研
修

児童相談所や区役所地域み
まもり支援センターの各専門
職の専門性の向上を図るため
の研修等を行います。

●専門職の育成に関わる
研修等の実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

44

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子どもの権利
に関する教育
の推進

子どもの権利に関する教育の
推進に向けた会議の開催や
研修等の取組を行います。

●人権尊重教育推進会議
の開催を通じた子どもの権
利に関する教育についての
情報共有等の実施

教育委員会事務局教育
政策室

45
●人権尊重教育研究推進
校等の研究支援及び教職
員やPTAへの研修の実施

教育委員会事務局教育
政策室

46

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子どもの権利
学習の推進

子どもの権利に関する教育の
推進に向けた会議の開催や
研修等の取組を行います。

●子どもの権利学習資料等
の活用

教育委員会事務局教育
政策室

47
●子どもの権利学習派遣事
業の実施

教育委員会事務局教育
政策室

48

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子どもの権利
侵害に関する
相談体制の
整備等

不登校等への対応のため、ス
クールカウンセラー等を配置
し、活用を図ります。また、子
どもが置かれている環境の調
整を行うスクールソーシャル
ワーカーを各区に配置し、関
係機関との連携により児童生
徒の抱える課題の解決を支援
します。

●スクールカウンセラー・学
校巡回カウンセラーを活用
した専門的相談支援の充実

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－教
育相談センター

49

●スクールソーシャルワー
カーによる学校・家庭等へ
の支援及び関係機関との連
携強化

教育委員会事務局教育
政策室

50
●多様な相談機能の提供 教育委員会事務局川崎

市総合教育センタ－教
育相談センター

51

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子どもが気軽
に人権オンブ
ズパーソンに
相談できる環
境づくり

相談・救済を必要とする子ども
が気軽に人権オンブズパーソ
ンに相談できる環境づくりに取
り組みます。

●小・中学校等での「子ども
教室」の実施

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当

52
●様々な広報媒体を活用し
た効率的、効果的な広報啓
発活動の実施

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当

53

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

男女平等教
育教材の活
用

男女平等教育参考資料「自分
らしくかがやく」を活用した学
習を推進し男女平等に対する
意識を高めます。

●小学3年生及び教員用の
男女平等教育教材「自分ら
しくかがやく」を活用した学
習の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

54

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

児童・青少年
電話相談

児童及び青少年の悩みごとや
困りごとが相談できる児童・青
少年電話相談を実施します。

●児童・青少年電話相談の
実施による養護・障害・非
行・人間関係・社会生活な
どの相談受付

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

55

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

不登校の子
どもへの支援

不登校等への対応のため、ス
クールカウンセラー等を配置
し、活用を図ります。また、子
どもが置かれている環境の調
整を行うスクールソーシャル
ワーカーを各区に配置し、関
係機関との連携により児童生
徒の抱える課題の解決を支援
します。

●支援教育コーディネー
ターを中心とした児童生徒
支援の推進

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－教
育相談センター

82



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

56

●スクールカウンセラー・学
校巡回カウンセラーを活用
した専門的相談支援の充実

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－教
育相談センター

57
●多様な相談機能の提供 教育委員会事務局川崎

市総合教育センタ－教
育相談センター

58

●不登校児童生徒の社会
的自立に向けた支援のため
の学びの場としての「ゆうゆ
う広場」の運営

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－教
育相談センター

59

●スクールソーシャルワー
カーによる学校・家庭等へ
の支援及び関係機関との連
携強化

教育委員会事務局教育
政策室

60

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

幼児教育に
おける巡回相
談・支援等

相談員による巡回相談を行
い、教職員に対して園児の支
援方法を助言します。

●教職員への巡回相談・支
援

こども未来局保育・幼児
教育部幼児教育担当

61

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

子育てに関す
る総合的な支
援に関する
ネットワーク
会議

子どもの豊かな育ちや学びを
支えるネットワークの構築を目
的として、各区で子どもや子
育てに関する総合的な支援に
ついてのネットワーク会議を
開催します。

●子育てに関する総合的な
支援についてのネットワー
ク会議の開催

市民文化局人権・男女
共同参画室
（各区で実施）

〇

62

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

障害のある子
どもや保護者
等に対する相
談事業

学校及び療育機関等への相
談方法の周知を行います。

●特別な教育的ニーズのあ
る子どもの相談に係る周知

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－特
別支援教育センター 〇

63
●就学相談 教育委員会事務局川崎

市総合教育センタ－特
別支援教育センター

〇

64
●支援教育コーディネー
ターを中心とした児童生徒
に係る教育相談の推進

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－特
別支援教育センター

〇

65

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

１ 子どもの権利
の尊重

人権オンブズ
パーソン運営
事業（再掲）

子どもの権利の侵害につい
て、問題解決に向けた助言・
支援や、関係機関等への調
査・調整を実施します。

●子どもの権利の侵害に対
する支援等の実施

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当 〇

66

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

こども文化セ
ンターにおけ
る子ども運営
会議の実施

こども文化センターにおいて
子ども運営会議を実施しま
す。

 ●子ども運営会議の実施
による利用者ニーズの把握

こども未来局青少年支
援室

67

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

こども文化セ
ンターの運営

子どもが自ら育ち学べる居場
所を提供します。

●こども文化センターの運
営による子どもの健全育成

こども未来局青少年支
援室

68

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

子ども夢パー
クにおける子
ども運営委員
会の実施

子ども夢パークにおいて各種
子ども運営委員会を実施しま
す。

 ●子ども運営委員会の実
施による子どもが主体と
なった子ども夢パークの運
営

こども未来局青少年支
援室

69

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

川崎市子ども
会議の充実

「子どもの権利に関する条例」
に基づき、地域における子ど
もの育ちや意見表明を促進し
ます。

●「川崎市子ども会議」の充
実による子どもの育ちと意
見表明の促進

教育委員会事務局生涯
学習部地域教育推進課

70

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

子ども夢パー
クにおける各
種イベント等
の実施

子ども夢パークにおける子ど
もの自発的な活動の支援及
び子どもを対象とした各種イ
ベント等を実施します。

●子ども夢パークにおける
支援や各種イベント等の実
施による子どもの健全育成

こども未来局青少年支
援室

71

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

子どもの意見
聴取等への
対応

児童相談所が支援する児童
に対して、施設入所等の措置
開始時や一時保護の決定時
等において子どもの意見聴取
等を行うとともに、一時保護施
設等に意見表明等支援員を
派遣し、児童が意見表明する
ための支援をする事業を実施
します。

●児童相談所による意見聴
取等措置や意見表明等支
援事業の実施による子ども
が意見を表明する機会の確
保

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

72

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

２ 子どもの意見
表明・参加の促
進

子ども・若者
の“声”募集
箱の管理・運
営

幅広い子ども・若者の市に対
する意見等を把握し、市政運
営の参考とするため、「子ど
も・若者の“声”募集箱」の活
用を推進します。

●「子ども・若者の“声”募集
箱」を活用した子ども・若者
の市に対する意見等を表明
する機会の確保

こども未来局総務部企
画課

83



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
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事業・取組一覧
のみ掲載

73

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

広報資料の
多言語化と相
談・手続に係
る多言語対
応

外国人市民が必要な情報や
行政サービスを受けられるよ
う、広報資料の多言語化の推
進、「やさしい日本語」の活用
や窓口の多言語対応の支援
などを行います。

●「外国人市民への広報の
あり方に関する考え方」に
基づく広報資料の多言語化
の推進

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

74
●外国人の相談や手続に
係る多言語対応の支援の
実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

75

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

帰国・外国人
児童生徒等
支援事業

外国につながりのある児童生
徒の自己実現を支えるため、
一人ひとりのアイデンティティ
を大切にし、特別の教育課程
による日本語指導等の充実を
図るとともに、日本語指導初
期支援員を適切に配置するな
どの支援を総合的に推進しま
す。

●日本語指導初期支援員
の配置

教育委員会事務局教育
政策室

76
●国際教室の設置、巡回日
本語指導の実施

教育委員会事務局教育
政策室

77
●通訳者の派遣、通訳機の
配置

教育委員会事務局教育
政策室

78
●円滑な就学に向けた支援 教育委員会事務局教育

政策室

79

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

思春期精神
保健相談

思春期精神保健に関する相
談の実施及び思春期精神保
健相談の支援技術の向上の
ためのスーパーバイズを実施
します。

●思春期精神保健相談の
実施

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ターこころの健康課

80

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

公立保育所
における巡回
相談・支援等

相談員による巡回相談を行
い、保育士、保護者に対して
園児の支援方法を助言してい
ます。また、医療的ケアを必
要とする児童及び障害をもつ
児童の受入れ、並びに保護者
支援を行います。

●保育士、保護者への巡回
相談・支援

こども未来局保育・子育
て推進部

81
●障害を持つ児童の受入
れ及び発達支援

こども未来局保育・子育
て推進部

82
●医療的ケアを必要とする
児童の受入れ及びケア

こども未来局保育・子育
て推進部

83

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

特別支援教
育推進事業

一人ひとりの教育的ニーズに
応じた学びの場の確保や関係
機関との連携による切れ目の
ない支援、支援が必要な児童
生徒の増加等に対応した特別
支援学校等の環境整備など
の取組を進め、インクルーシ
ブ教育システム構築に取り組
みます。

●特別支援学校と通級指
導教室のセンター的機能の
強化による小・中学校への
支援

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

84
●小・中学校通級指導教室
の充実

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

85
●個別の指導計画の作成
及び切れ目のない適切な引
継ぎの促進

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課 〇

86
●特別支援教育研修の実
施による教員の専門性の向
上

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課 〇

87
●医療的ケアを必要とする
児童生徒への支援

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

88
●長期入院・入所児童生徒
への学習支援の実施

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

89

●一人ひとりの子どもの状
況に応じた支援のための
小・中・高等学校における特
別支援教育サポーターの配
置

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

90
●小・中学校の特別支援学
級への介助支援人材の配
置

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課 〇

91

●福祉部門と連携した一人
ひとりの教育的ニーズに応
じた早期からの一貫した教
育支援の実施

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

92
●社会的自立に向けた就
労支援の実施

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

93
●特別支援学校の計画的
な施設整備

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

〇

94
●児童生徒の実態に応じた
交流及び共同学習の推進

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課 〇

95

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

子どもの権利
ノートの作成・
配布等

児童養護施設等に入所する
児童に対して子どもの権利
ノートを配布し、説明を行うと
ともに、児童及び施設職員の
意識醸成を行います。

●子どもの権利ノートの作
成・配布による児童及び施
設職員の意識醸成

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

84



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

96

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

学校安全推
進事業

危険を予測、回避する能力を
育成する安全教育充実に向
けて、交通安全・防災教育の
実施等、学校での取組を支援
するとともに、登下校時の見
守り人材の配置、教職員によ
る安全点検の実施など、安全
な学校生活を守る取組を推進
します。

●各学校の実態に応じた防
災教育の推進

教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

97
●通学路の危険か所の
チェック等を行うスクール
ガード・リーダーの配置

教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

98
●地域交通安全員の適切
な配置

教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

99
●通学路における危険個所
の改善の推進

教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

100
●学校施設の安全点検の
実施

教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

101

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

外国人母子
保健サービス
の提供

子育てをする外国人市民に対
し、日本での出産や育児に必
要な情報を取得できるよう多
言語による情報発信、外国語
版母子健康手帳等の交付や
健康診査等の問診票の多言
語化など、日本語が不慣れな
外国人市民の子育て支援を
行います。

●外国語版母子健康手帳
等の配布

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

102
●通訳ボランティアの派遣 こども未来局児童家庭

支援・虐待対策室

103
●外国人を含めた自主的な
子育てグループの支援

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

104

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

川崎市児童
虐待対応ハ
ンドブック等
の活用

「川崎市児童虐待対応ハンド
ブック」等を活用し、保育所、
幼稚園、学校等児童の所属す
る機関における対応の充実と
連携した取組の強化を図りま
す。

●ハンドブックの作成及び
関係機関への配布・周知

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

105

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

児童相談所
における関係
機関との連携

保健・医療機関や警察・検察
等の司法機関との連携を図
り、児童の心理、健康・発達、
法律等の側面で専門知識を
活かした支援を推進します。

●関係機関と連携した児童
虐待防止対策の推進

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

106

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

児童虐待防
止普及啓発
活動

児童虐待防止に関する普及
啓発活動を行います。

●児童相談所虐待対応ダ
イヤル189（いちはやく）の周
知など児童虐待防止普及
啓発活動の実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

107

施策１ 子ど
もの人権尊
重と権利保
護の取組の
推進

３ 子どもの最善
の利益の確保

障害児等総
合相談・生活
支援事業

障害児、障害の疑いや発達に
心配のある児童等の初期相
談機能の充実を図るとともに、
専門的な相談支援・療育を実
施します。また、本人や家族
のニーズ等に応じた支援や
サービス提供に向け、専門的
助言及び情報提供等を通じ、
関係機関・事業の対応力向上
を図ります。

●療育センター及び子ども
発達・相談センターの運営

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課

〇

108

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

固定的な性
別役割分担
意識等の解
消に向けた広
報・ 啓発の推
進

性別による固定的な役割分担
意識の解消やアンコンシャス・
バイアス（無意識の偏見）の解
消に向けて、男女共同参画や
ＳＤＧｓに関する理解を促進す
るための広報・啓発活動を推
進します。

●「男女平等推進週間」等
を通じた啓発や、ホーム
ページをはじめとするたよう
な媒体や市のあらゆる施設
を積極的に活用した広報の
実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

109

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

男女共同参
画に関する情
報を読み解
き、発信する
力の向上

書籍の閲覧や情報誌の発行
等を通じた情報提供を行いま
す。

●情報誌の発行等を通じた
情報提供

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

110

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

男女共同参
画に関する生
涯学習の推
進

男女共同参画やジェンダー平
等の重要性について多様な学
びの機会を提供します。

●各種講座や研修等への
講師派遣

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

111

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

就学前教育・
学校教育に
おける男女共
同参画に関
する教育の推
進

幼少期・子どもの頃から、固定
的な性別役割分担意識にとら
われず、自分らしい生き方を
選択できるよう、男女共同参
画や人権尊重の理解促進に
向けた教育を推進します。

●小学3年生及び教員用の
男女平等教育教材「自分ら
しくかがやく」を活用した学
習の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

85
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112

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

市職員の意
識改革

市職員一人ひとりが男女共同
参画社会の意義を理解し、そ
の視点に配慮して施策事業を
推進できるよう啓発を行いま
す。

●男女共同参画社会や性
の多様性についての理解を
深めるための職員研修の実
施

市民文化局人権・男女
共同参画室

113

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

ジェンダー統
計の実施に
向けた理解
の促進

性別により異なる課題やニー
ズがある状況を客観的に把握
するジェンダー統計に対する
理解を促進し、ジェンダー統
計の視点に基づいた統計調
査やアンケート調査を実施し
ます。

●ジェンダー統計への理解
促進に向けた啓発の実施
と、ジェンダー統計の実施
の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室
（全局で実施）

〇

114

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

１ 男女共同参画
に係る教育・啓
発の推進

男女共同参
画の視点に
配慮した広報
資料の作成

広報資料等の作成に当たって
は男女共同参画の視点に配
慮して作成します。

●「公的広報の作成に関す
る表現の手引き」の活用の
徹底

市民文化局人権・男女
共同参画室
（全局で実施）

〇

115

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

政策・方針の
立案及び決
定過程への
女性の参画
拡大

審議会等委員への女性の参
加を促進し、市の政策・方針
の立案及び決定過程に、多様
な視点を反映します。また、市
内の事業者や団体等へ情報
提供や働きかけを行います。

●審議会等委員への女性
の参加の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

116

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

働く女性・働
きたい女性の
活躍推進

女性がいかなるライフステー
ジにおいても希望に応じて働く
ことができるよう、女性の就業
継続及び再就職・起業等への
支援や、従来女性が少なかっ
た分野へのチャレンジ支援等
を推進します。

●女性の就業継続・キャリ
アアップに向けた支援講座
や、働く女性が抱える悩み
や問題の解消に向けた相
談の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

117

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

専門分野や
専門職等へ
の女性の参
画拡大、多様
な選択を可能
とする教育・
学習機会の
提供

男女の参画に偏りがある分野
において、男女双方の参画が
進むよう支援します。

●科学技術分野への男女
共同参画の推進に向けた、
理工系への理解を深める取
組の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

118

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

誰もが働きや
すい環境づく
りとワーク・ラ
イフ・バランス
の実現

長時間労働の見直し、在宅勤
務やテレワークなど多様で柔
軟な働き方、ワーク・ライフ・バ
ランスやハラスメント防止につ
いて、啓発や情報提供を行い
ます。

●働きやすい職場環境づく
りに向けた「働き方改革」に
関する啓発や情報提供

経済労働局労働雇用部

〇

119

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

ハラスメント
の根絶に向
けた取組の
推進

働く場における多様なハラスメ
ント防止に向けた啓発や情報
提供を実施します。

●働く場におけるハラスメン
トの防止と被害に関する相
談支援の実施

経済労働局労働雇用部

〇

120

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

男性にとって
の男女共同
参画の理解
の促進及び
家庭生活へ
の男性の参
画促進

男性が家庭生活や地域生活
に積極的に参画できるよう、
情報提供や相談事業等を通じ
て、男性の多様な生き方・働
き方について啓発を行いま
す。

●男性向け講座の実施や
情報発信、男性の様々な悩
みに係る相談事業の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

121

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

２ 職業生活・家
庭生活における
男女共同参画の
推進

女性活躍や
多様な働き方
の確保に向
けた企業の
取組の促進

女性活躍や働き方改革に取り
組む企業の認証等を行い、好
事例の発信などを通じ、性別
にかかわりなく、個性や能力
を十分に発揮しながら働ける
環境整備を促進します。

●「かわさき☆えるぼし」認
証制度による中小企業にお
ける女性活躍推進の取組

市民文化局人権・男女
共同参画室

122

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

地域で活動
する市民団体
等と連携した
男女共同参
画の促進

地域における活動において、
性別や年齢等による参加の
偏りが生じることがなく、男女
共同参画の視点が反映される
よう各団体へ働きかけます。

●男女共同参画社会の形
成に向けた活動に取り組む
市民・市民活動団体等への
支援

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

123

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

地域防災に
おける男女共
同参画の推
進

災害時の支援において性別
等によりニーズが異なることに
配慮し、男女共同参画の視点
から災害対策を推進します。
また、より多くの女性が地域
防災の担い手として参画し、
多様な視点が地域防災活動
に反映されるよう取組を進め
ます。

●市民と連携した情報発信
や出前講座の実施による男
女共同参画の視点を取り入
れた防災体制への理解促
進と地域防災の担い手とな
る女性リーダーの養成の推
進

市民文化局人権・男女
共同参画室

86
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124

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

男女平等や
人権侵害に
関する相談事
業

性別にかかわる問題や家庭
や職場、地域などで直面する
様々な困難について、相談事
業を推進し、相談者の気持ち
を尊重しながら、問題解決に
向けた支援を行います。

●男女平等に関わる人権
侵害に対する助言・支援等
の実施

市民オンブズマン事務
局 人権オンブズパーソ
ン担当

〇

125

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

貧困等生活
上の困難に
直面する女性
等への支援

家族関係や就労問題、ひきこ
もりなどに悩みを抱える女性
が、交流を通じてエンパワメン
トし解決に向かえるよう、居場
所づくりの支援を行います。

●自助グループ支援やシン
グルマザーサロンの実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

126

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

ひとり親家庭
に対する支援
の充実と自立
の促進

ひとり親家庭が必要な支援に
結び付くよう、様々な制度や
相談窓口等に関する情報提
供を行います。

●冊子等の作成・配布、
LINE、メルマガ配信等によ
る制度周知

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

127

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

外国人市民
に対する支援
の充実と差別
のない人権
尊重のまちづ
くりの推進

言葉や文化の違いに加え、女
性であることで、さらに複合的
に困難な状況に置かれている
場合や、課題やニーズが男女
で異なる場合があることに留
意して、多文化共生社会や差
別のない人権尊重のまちづく
りを推進します。

●外国人市民に対する情
報提供や相談事業、学習機
会等の提供

市民文化局多文化共生
推進課

〇

128

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

就労に困難を
抱えた若者に
対する自立支
援の促進

働くことに不安を抱える若者
等に対し、個別相談や各種セ
ミナーなどを実施します。

●地域若者サポートステー
ション事業と連携した若年
者への就労支援、キャリア
サポートかわさきにおける
若年者向けセミナー等の実
施

経済労働局労働雇用部

〇

129

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

３ 地域における
男女共同参画の
推進

生涯を通じた
健康支援

生涯を通じて心身ともに満た
され健康にいられるよう、性と
生殖に関する正しい知識や、
健康をおびやかす問題につい
ての周知啓発を推進します。

●思春期の保健向上を目
指した健全母性育成事業の
実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

130

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

様々な機関と
連携・協働し
た支援体制
の充実

支援調整会議を組織し、関係
機関のネットワークづくりに取
り組むとともに、情報共有や
支援内容の検討を行います。

●支援調整会議を中心とし
た多様な関係機関の連携
体制の構築と、相談支援機
能の充実

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

131

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

女性支援に
関わる職務
関係者の研
修等の推進

様々な研修等を通じて女性支
援法の趣旨の理解促進や、
支援関係者の人材育成に取
り組みます。

●女性支援法の理解促進
に関わる研修等を推進しま
す。

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

132

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

関係部署等
の専門性を
活かした適切
な支援の推
進

相談支援では、庁内の関係部
署等が各々の役割の下に連
携し、それぞれの専門性を活
かしながら適切な支援を推進
します。

●女性相談支援員及び関
係職員の連携による、相談
者の意思や自己決定を尊
重した相談の実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

133

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

安心して相談
できる窓口の
整備と周知

様々な困難を抱える女性等が
早期に必要な支援に繋がるよ
う、効果的な手法で相談窓口
の周知を行います。

●広報物やSNS等での女性
支援に係る相談窓口の周
知・啓発

市民文化局人権・男女
共同参画室

134

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

当事者の意
思を尊重した
自立支援の
促進

支援対象者の意思を尊重し、
必要な際は一時保護を行うと
ともに、その人らしい暮らしが
地域で実現できるよう、生活
基盤を整えるための自立支援
や同伴児等への支援、アフ
ターケアに取り組みます。

●関係機関等と連携した相
談者一人一人の状況に応じ
た自立支援の実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

135

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

DV被害者の
安全確保と相
談・自立支援
の推進

DV被害者等への支援を自治
体間で連携しながら取り組み
ます。

●県や民間団体と連携した
DV被害者の一時保護や自
立支援等の実施

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

136

施策２ 男女
共同参画社
会の形成と
女性の人権
尊重の取組
の推進

４　DV及び困難
な問題を抱える
女性等への支援

性犯罪やハラ
スメントの防
止に向けた啓
発

若い世代に対して人権教育や
予防啓発を実施し、被害者及
び加害者を生み出さないため
の取組を推進します。

●市内中学校・高校・大学
でのデートDV予防啓発講
座の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

137

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

１ いきがい・介護
予防施策等の推
進

高齢者いきが
い・社会参加
促進事業

いこいの家等における、いき
がいづくりの支援等を行うとと
もに、高齢者が生き生きと暮
らせる地域づくりの取組を進
めます。

●指定管理者によるいこい
の家48か所、いきいきセン
ター７か所の運営

健康福祉局長寿社会部
高齢者在宅サービス課

138

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

１ いきがい・介護
予防施策等の推
進

介護予防・重
度化防止対
策事業

市民のセルフケア意識を高
め、主体的に介護予防に取り
組むことができるよう、地域の
担い手づくりや地域活動支
援、フレイル予防の普及啓発
を進めます。また、虚弱、要支
援高齢者等への初期支援の
選択肢を充実させ、自分らし
い暮らしを続けられるよう、介
護予防・自立支援に資する体
制を構築します。

●いこい元気広場の実施 健康福祉局保健医療政
策部健康増進課

139
●地域リハビリテーション支
援拠点による支援

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

140
●自立支援型サービスの実
施

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

141

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

２ 地域のネット
ワークづくりの強
化

高齢者総合
相談・支援事
業

多様化・複雑化する支援ニー
ズに対応するため、地域包括
支援センターの相談体制・機
能の充実、地域ケア会議等を
活用した関係機関との連携強
化、区役所等における総合的
な相談支援や権利擁護の取
組を推進します。

●地域包括支援センターの
相談体制・機能の充実

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

142
●地域ケア会議の開催 健康福祉局地域包括ケ

ア推進室

143

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

２ 地域のネット
ワークづくりの強
化

地域見守り
ネットワーク
事業

ひとり暮らし高齢者等の異変
を早期に発見し、支援ができ
るよう、地域に密着した事業
者とのネットワークを構築しま
す。

●事業者と連携し、地域社
会で見守る体制の構築

健康福祉局長寿社会部
高齢者在宅サービス課

144

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

２ 地域のネット
ワークづくりの強
化

ひとり暮らし
等高齢者見
守り事業

ひとり暮らし等高齢者が住み
慣れた地域で安心して暮らし
続けられるよう、支援に取り組
みます。

●ひとり暮らし等高齢者の
地域における見守り事業の
実施

健康福祉局長寿社会部
高齢者在宅サービス課

〇

145

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

３ 利用者本位の
サービスの提供

介護保険
サービス等の
着実な提供

介護を要する状態になって
も、利用者自身の選択に基づ
く介護サービスの利用により、
できる限り自宅で自立した日
常生活が営めるように、必要
な介護サービスを総合的かつ
一体的に提供します。

●介護保険制度の安定的
な運営

健康福祉局長寿社会部
介護保険課

146

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

４ 医療介護連
携・認知症施策
等の推進

医療・介護等
連携推進事
業

本人の暮らしの情報などを関
係機関同士がより把握・共有
しやすくするための仕組みづく
りの支援等に取り組むととも
に、病院間の連携による退院
支援やレスパイト、介護施設・
事業所における医療対応・連
携等の充実を図ることで本人
の意思や希望を尊重した在宅
療養を推進します。

●川崎市在宅療養推進協
議会・ワーキンググループ
の開催

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

147
●在宅チーム医療を担う地
域リーダー研修の開催

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

148

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

４ 医療介護連
携・認知症施策
等の推進

権利擁護体
制の推進

高齢者、障害者を含め誰も
が、虐待や消費者被害等の
権利侵害を受けることなく、安
心して生活できるよう、社会生
活における相談支援の提供
等の、権利擁護の取組を推進
します。

●成年後見制度の法人後
見や社会福祉法に定める
日常生活自立支援事業を
行う「あんしんセンター」の
運営

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

149
●成年後見制度利用促進
計画に基づく取組の推進

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

150

●市職員への虐待対応研
修、事例検討会の開催及び
弁護士等による相談支援事
業の実施

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

151

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

４医療介護連携・
認知症施策等の
推進

認知症施策
の推進

認知症の人が住み慣れた地
域で自分らしく暮らせるよう
にするために、生活のあらゆ
る場面で障壁を減らしてい
く、「認知症バリアフリー」の取
組を推進します。

●「認知症施策推進基本計
画」に基づく取組の推進

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

152

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

５ 高齢者の多様
な居住環境の実
現

介護サービス
の基盤整備

多様な手法により、特別養護
老人ホーム等の整備など、地
域居住の実現に向けた介護
サービス基盤の整備を進めま
す。

●特別養護老人ホームの
整備

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課

153
●介護付有料老人ホーム
の整備

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課

154
●認知症高齢者グループ
ホームの整備

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課

155

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

５ 高齢者の多様
な居住環境の実
現

市営住宅等
ストック活用
事業

「市営住宅等ストック総合活用
計画（市営住宅等長寿命化計
画）」に基づき、建替え及び改
善等の実施や、地域包括ケア
システムの構築に資する市営
住宅用地の活用を進めます。

●「市営住宅等ストック総合
活用計画」に基づく効率的
な整備・管理の推進

まちづくり局住宅政策部
市営住宅建替推進課

156
●計画的な市営住宅の建
替え及び改善等の推進

まちづくり局住宅政策部
市営住宅建替推進課

157

●「地域包括ケアシステム」
の構築に資する大規模建
替えに伴う市営住宅用地の
活用の推進

まちづくり局住宅政策部
市営住宅建替推進課

158

施策３ 高齢
者の人権尊
重と住み慣
れた地域で
安心して暮
らせる取組
の推進

５ 高齢者の多様
な居住環境の実
現

民間賃貸住
宅等居住支
援推進事業

高齢者、障害者、外国人等の
住宅確保要配慮者の居住の
安定に向け、居住支援協議会
において入居から退去までに
必要な支援等について協議を
行うなど、多様な主体との連
携により入居支援や入居後の
生活支援等の取組を推進しま
す。

●「住宅確保要配慮者賃貸
住宅供給促進計画」に基づ
く取組の推進

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

159
●「居住支援協議会」による
住宅確保要配慮者に対す
る入居・生活支援の促進

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

160
●居住支援制度による住宅
確保要配慮者の居住安定
の確保

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

161

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

１ 育ち、学び、働
き、暮らす～多
様なニーズに対
応するための包
括的な支援体制
（地域リハビリ
テーション）の構
築～

障害者等総
合相談・支援
事業

障害者等からの相談に応じ、
必要な情報提供等を行うとと
もに、区役所や関係機関と連
携し、相談支援機能の充実を
図ります。障害者相談支援セ
ンター等の運営を通じ、障害
者の地域生活を支えるための
ネットワーク形成を推進しま
す。

●障害者相談支援センター
の運営

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

162
●指定特定相談支援事業
所の拡充に向けた、計画相
談支援体制の強化等

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課

163

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

１ 育ち、学び、働
き、暮らす～多
様なニーズに対
応するための包
括的な支援体制
（地域リハビリ
テーション）の構
築～

障害児等総
合相談・生活
支援事業

障害児、障害の疑いや発達に
心配のある児童等の初期相
談機能の充実を図るとともに、
専門的な相談支援・療育を実
施します。また、本人や家族
のニーズ等に応じた支援や
サービス提供に向け、専門的
助言及び情報提供等を通じ、
関係機関・事業の対応力向上
を図ります。

●療育センター及び子ども
発達・相談センターの運営

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課

164

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

１ 育ち、学び、働
き、暮らす～多
様なニーズに対
応するための包
括的な支援体制
（地域リハビリ
テーション）の構
築～

障害者生活
支援事業

関係機関との連携・支援のも
と、障害者本人の意思決定を
促し、精神科病院や入所施設
からの地域生活へ移行を推
進します。また、地域移行後
の生活を継続できるよう、障
害者本人のニーズに応じた在
宅生活等を支援する取組を進
めます。

●在宅生活等を支援する障
害福祉サービスの提供

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課、障害
福祉課

165
●入所施設から地域への
移行

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課

166
●精神科病院から地域へ
の移行

健康福祉局障害保健福
祉部精神保険課

167

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

１ 育ち、学び、働
き、暮らす～多
様なニーズに対
応するための包
括的な支援体制
（地域リハビリ
テーション）の構
築～

障害者社会
参加・就労支
援事業

個々のニーズを踏まえ、支援
機関等による就労支援を行う
とともに、企業等に対する障
害者雇用支援を進め、一般就
労や定着の促進を図ります。
また、障害者の状態像などを
踏まえた、持続可能な移動手
段の確保・移動支援等に取り
組みます。

●障害者等の特性に応じた
就労支援の実施

健康福祉局障害保健福
祉部障害者社会参加・
就労支援課

168
●障害者雇用を行う企業へ
の支援の実施

健康福祉局障害保健福
祉部障害者社会参加・
就労支援課
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169
●障害福祉サービス事業所
等に対する工賃向上の取
組

健康福祉局障害保健福
祉部障害者社会参加・
就労支援課

170
●障害者外出支援事業の
実施

健康福祉局障害保健福
祉部障害者社会参加・
就労支援課

171

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

１ 育ち、学び、働
き、暮らす～多
様なニーズに対
応するための包
括的な支援体制
（地域リハビリ
テーション）の構
築～

特別支援教
育推進事業

一人ひとりの教育的ニーズに
応じた学びの場の確保や関係
機関との連携による切れ目の
ない支援、支援が必要な児童
生徒の増加等に対応した特別
支援学校等の環境整備など
の取組を進め、インクルーシ
ブ教育システム構築に取り組
みます。

 ●特別な教育的ニーズの
ある子どもの相談に係る周
知

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

172
●就学相談 教育委員会事務局学校

教育部支援教育課

173

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

障害を理由と
する差別解消
の推進

差別のない「自立と共生の地
域社会づくり」を進めるため、
市職員向けの研修や、市民等
に対する障害者差別解消法
の理解促進に向けた取組の
強化など、障害を理由とする
差別の解消に向けた取組を
推進します。

●合理的配慮の提供に関
する職員向け研修や地域イ
ベントでの啓発ブースの出
展

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

174
●障害者差別解消法に基
づく取組の実施

健康福祉局障害保健福
祉部障害計画課

175

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

学校における
福祉教育の
推進

障害の重複化・多様化、医療
的ケアの支援等の課題に対し
て、関係機関と連携して取り
組みます。

●福祉部門と連携した一人
ひとりの教育的ニーズに応
じた早期からの一貫した教
育支援の実施

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

176
●児童生徒の実態に応じた
交流及び共同学習の推進

教育委員会事務局学校
教育部支援教育課

177

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

権利擁護体
制の推進

高齢者、障害者を含め誰も
が、虐待や消費者被害等の
権利侵害を受けることなく、安
心して生活できるよう、社会生
活における相談支援の提供
等の、権利擁護の取組を推進
します。

●成年後見制度の法人後
見や社会福祉法に定める
日常生活自立支援事業を
行う「あんしんセンター」の
運営

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

178
●成年後見制度利用促進
計画に基づく取組の推進

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

179

●市職員への虐待対応研
修、事例検討会の開催及び
弁護士等による相談支援事
業の実施

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

180

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

パラアート推
進事業

パラアート推進事業を引き続
き実施することにより、障害の
有無に関わらず気軽に文化
芸術に参加することができる
環境づくりに取り組みます。

●パラアート推進事業の実
施

市民文化局市民文化振
興室

181

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

アートセン
ターにおける
バリアフリー
上映の実施

バリアフリー上映などを引き続
き行い、障害の有無に関わら
ず気軽に文化芸術に触れるこ
とができる環境づくりに取り組
みます。

●バリアフリー上映の実施 市民文化局市民文化振
興室

〇

182

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

川崎シンフォ
ニーホールに
おけるバリア
フリー公演等
の実施

バリアフリー公演等を引き続
き行い、障害の有無に関わら
ず気軽に文化芸術に触れるこ
とができる環境づくりに取り組
みます。

●バリアフリー公演等の実
施

市民文化局市民文化振
興室

〇

183

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

パラスポーツ
の充実

市障害者スポーツ大会や体
験教室の開催等を通じて、パ
ラスポーツの普及や障害への
理解の促進に取り組みます。

●パラスポーツの普及・促
進に向けた取組の推進

市民文化局市民スポー
ツ室

184

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

２ 地域とかかわ
る～「合理的配
慮」の考え方が
広く普及した
「心のバリアフ
リー都市川崎」の
実現～

かわさきパラ
ムーブメント
推進事業（一
部再掲）

人々の意識や社会環境のバ
リアを取り除き、誰もが社会参
加できる環境を創出すること
を理念として、「誰もが自分ら
しく暮らし、自己実現を目指せ
る地域づくり」のため、「かわさ
きパラムーブメント」の取組を
推進します。

●かわさきパラムーブメント
の理念浸透に向けた取組
の推進

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

90



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

185

●かわさきパラムーブメント
の推進に向けた多様な主体
との連携や各主体の自発
的な取組の支援の実施

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

186
●かわさきパラムーブメント
のレガシー形成に向けた取
組の推進

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

187

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

３ やさしいまちづ
くり～誰もが安
心・安全で生活し
やすいまちづくり
の推進～

ユニバーサル
デザイン推進
事業

「バリアフリー基本構想・推進
構想」の進捗管理とともに、ユ
ニバーサルデザイン社会の実
現に向け、誰もが利用しやす
いまちづくりを推進します。

●誰もが訪れやすく暮らし
やすいまちに向けた取組の
推進

まちづくり局指導部建築
管理課

188
●「バリアフリー基本構想・
推進構想」に基づくバリアフ
リー化の推進

まちづくり局指導部建築
管理課

189

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

３ やさしいまちづ
くり～誰もが安
心・安全で生活し
やすいまちづくり
の推進～

災害時や緊
急時における
支援体制の
充実

障害者等に対する災害時援
護体制の整備を図ります。

●災害時における福祉支援
体制の構築

健康福祉局総務部

〇

190

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

３ やさしいまちづ
くり～誰もが安
心・安全で生活し
やすいまちづくり
の推進～

災害に関する
情報伝達手
段の確保

防災・災害情報を障害者へ円
滑に伝達するための取組を推
進します。

●防災情報の提供 危機管理本部危機対策
部

〇

191
●災害情報の提供 危機管理本部危機管理

部
〇

192

施策４ 障害
者の人権尊
重と共に生
きる取組の
推進

３ やさしいまちづ
くり～誰もが安
心・安全で生活し
やすいまちづくり
の推進～

障害者緊急
通報システム
の設置

重度の身体障害のある方など
の在宅生活を支援するため、
機器を設置し、対象となる方
の緊急時の連絡体制を確保し
ます。

●緊急事態発生連絡用の
機器の設置を行い、障害の
ある方の緊急時の連絡体
制を確保

健康福祉局障害保健福
祉部障害福祉課

193

施策５ 部落
差別（同和
問題）の解
決に向けた
取組の推進

１ 部落差別（同
和問題）の解決
に向けた啓発・
支援の推進

同和対策事
業

部落差別（同和問題）をはじめ
とする人権問題への正しい理
解を深めるため、講演会・研
修会等を通じて、人権意識の
普及に向けた取組を推進しま
す。

●人権啓発冊子・物品等の
配布等による部落差別（同
和問題）をはじめとする人権
意識の普及に向けた取組
の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

194

●関係団体が実施する研
修会や人権・同和対策生活
相談事業等への支援をはじ
めとする連携した取組の推
進

市民文化局人権・男女
共同参画室

195

施策５ 部落
差別（同和
問題）の解
決に向けた
取組の推進

１ 部落差別（同
和問題）の解決
に向けた啓発・
支援の推進

戸籍関係証
明書等の適
正交付の取
組

本人のみならず、本人等以外
の者からの請求に対して、住
民基本台帳法や戸籍法令に
基づき厳正な審査の上、対応
します。

●戸籍関係証明書・住民票
の写しの請求への適正な対
応

市民文化局市民生活部
戸籍住民サービス課

196

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

１ 差別の解消と
人権侵害の防止

本邦外出身
者に対する不
当な差別的
言動の解消
に向けた取組

川崎市差別のない人権尊重
のまちづくり条例に基づく取組
を推進し、本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解
消を図ります。

●公共の場所における本邦
外出身者に対する不当な差
別的言動の解消に向けた
対策及び周知・啓発の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

197

●インターネット上の本邦外
出身者に対する不当な差別
的言動の解消に向けた対
策及び周知・啓発の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

198

●「本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消
に向けた取組の推進に関す
る法律に基づく『公の施設』
利用許可に関するガイドラ
イン」の運用及び周知・啓発

市民文化局人権・男女
共同参画室

199

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

広報資料の
多言語化と相
談・手続に係
る多言語対
応（再掲）

外国人市民が必要な情報や
行政サービスを受けられるよ
う、広報資料の多言語化の推
進、「やさしい日本語」の活用
や窓口の多言語対応の支援
などを行います。

●「外国人市民への広報の
あり方に関する考え方」に
基づく広報資料の多言語化
の推進

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

〇

200
●外国人の相談や手続に
係る多言語対応の支援の
実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課 〇

201

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

外国人来庁
者に向けた多
言語案内

外国人の来庁者に向けタブ
レット端末を活用して、多言語
により案内し、来庁者と窓口
職員のコミニュケーションを支
援します。

●タブレット端末を活用した
外国人来庁者への案内の
実施

市民文化局パラムーブメ
ント推進担当

91



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

202

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

外国人の生
活に必要な
情報提供

外国人に対する外国語版冊
子の配布や、外国人市民情
報コーナーの設置等により生
活に必要な情報を提供しま
す。

●生活に必要な情報提供
の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

203

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

国際交流セン
ター等を活用
した外国人相
談の実施

外国人市民が生活する上で
必要な情報を提供し、さまざま
な分野にわたる相談を行うと
ともに、関係機関と連携を図り
ながら対応します。

●外国人窓口相談事業（多
文化共生総合相談ワンス
トップセンター）による生活
相談等の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

204

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

多言語による
年金制度の
周知

日本年金機構作成の多言語
版パンフレットを利用し、国民
年金への加入促進や脱退一
時金を含めた制度の周知を行
います。

●多言語版パンフレットによ
る制度の周知の実施

健康福祉局医療保険部
国民年金・福祉医療課

205

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

外国人母子
保健サービス
の提供（再
掲）

子育てをする外国人市民に対
し、日本での出産や育児に必
要な情報を取得できるよう多
言語による情報発信、外国語
版母子健康手帳等の交付や
健康診査等の問診票の多言
語化など、日本語が不慣れな
外国人市民の子育て支援を
行います。

●外国語版母子健康手帳
等の配布

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

206
●通訳ボランティアの派遣 こども未来局児童家庭

支援・虐待対策室
〇

207
●外国人を含めた自主的な
子育てグループの支援

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

〇

208

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

医療通訳ス
タッフの派遣

外国人市民が安心して医療
サービスを受けられるよう、神
奈川県が中心となって実施す
る医療通訳派遣システム事業
に参加し、医療機関に医療通
訳スタッフを派遣します。

●かながわ医療通訳派遣
システム自治体推進協議会
への参加

健康福祉局保健医療政
策部地域医療課

209

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

保育所での
言語や生活
習慣等の違
いへの配慮

子どもの状態や家庭状況など
に十分配慮し、それぞれの文
化を尊重した適切な援助を行
います。

●個別の連絡帳や印刷物
へのルビ振りの実施

こども未来局保育・子育
て推進部

210
●必要に応じた食事等への
配慮の実施

こども未来局保育・子育
て推進部

211

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

民間賃貸住
宅等居住支
援推進事業
（再掲）

高齢者、障害者、外国人等の
住宅確保要配慮者の居住の
安定に向け、居住支援協議会
において入居から退去までに
必要な支援等について協議を
行うなど、多様な主体との連
携により入居支援や入居後の
生活支援等の取組を推進しま
す。

●「住宅確保要配慮者賃貸
住宅供給促進計画」に基づ
く取組の推進

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

212
●「居住支援協議会」による
住宅確保要配慮者に対す
る入居・生活支援の促進

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

213
●居住支援制度による住宅
確保要配慮者の居住安定
の確保

まちづくり局住宅政策部
住宅整備推進課

214

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

多言語による
防災啓発

防災啓発冊子「備える。かわ
さき」や避難所等を記載した
「防災マップ」の多言語版を配
布することにより、外国人市民
の防災意識の向上を図りま
す。

●「備える。かわさき」（６言
語）の発行

危機管理本部危機管理
部

〇

215
●防災マップ（６言語）の発
行

危機管理本部危機管理
部

〇

216

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

２ 行政サービス
の充実

災害時におけ
る多言語支
援センターの
設置

災害時の外国人支援を円滑
に行うため、本市の要請によ
り国際交流センター指定管理
者が川崎市災害時多言語支
援センターを設置し、外国人
市民へ提供する情報等の翻
訳、外国人からの相談・問合
せ等への対応、多言語放送
への協力などを行います。

●関係機関と連携した、多
言語支援センター設置訓練
の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

217
●訓練の課題等を踏まえた
マニュアルの更新

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

218

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

３ 多文化共生教
育の推進

帰国・外国人
児童生徒等
支援事業

外国につながりのある児童生
徒の自己実現を支えるため、
一人ひとりのアイデンティティ
を大切にし、特別の教育課程
による日本語指導等の充実を
図るとともに、日本語指導初
期支援員を適切に配置するな
どの支援を総合的に推進しま
す。

●日本語指導初期支援員
の配置

教育委員会事務局教育
政策室

219
●国際教室の設置 教育委員会事務局教育

政策室

220
●巡回日本語指導の実施 教育委員会事務局教育

政策室

221
●通訳者の派遣、通訳機の
配置

教育委員会事務局教育
政策室

222 ●円滑な就学に向けた支援 教育委員会事務局教育
政策室

223

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

３ 多文化共生教
育の推進

人権尊重・多
文化共生教
育推進事業

子どもたちの異文化理解と相
互尊重をめざした学習を推進
します。また、多文化共生と多
様性を尊重した意識と態度の
育成を推進します。

●さまざまな国や地域の文
化を伝える外国人市民等を
講師として派遣する「多文化
共生ふれあい事業」の推進

教育委員会事務局教育
政策室

224
●外国人教育推進連絡会
議の開催を通じた情報共有
や意見交換の実施

教育委員会事務局教育
政策室

225
●各学校の多文化共生教
育の充実に向けた情報交
換の実施

教育委員会事務局教育
政策室

226

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

３ 多文化共生教
育の推進

識字学習活
動の支援

教育文化会館・市民館等にお
いて、市民の自主的・主体的
な学びを支援していくため、学
級・講座やイベント等を実施・
開催します。

●識字・日本語学級の実施 教育委員会事務局生涯
学習部生涯学習推進課

227

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

４ 社会参加の促
進

外国人市民
代表者会議
の運営

外国人市民代表者会議を開
催し、外国人市民の市政参加
を推進します。

●会議の運営及び提言を
踏まえた取組の推進

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

228
●代表者の募集・選考 市民文化局市民生活部

多文化共生推進課

229
●外国人市民代表者会議
ニューズレターの発行

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

230
●外国人市民代表者会議
オープン会議の開催

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

231

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

４ 社会参加の促
進

（公財）川崎
市国際交流
協会の民間
国際交流活
動への支援

（公財）川崎市国際交流協会
事業において、市民レベルで
の国際交流や国際相互理
解、多文化共生の推進を支援
します。

●（公財）川崎市国際交流
協会事業との連携・活用

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

232

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

５ 共生社会の形
成

多文化共生
の考え方につ
いての広報・
啓発

国籍、民族、文化の違いを越
えて、全ての人が互いを認め
合う多文化共生の考え方が社
会に浸透するよう、さまざまな
機会を捉えて広報・啓発の取
組を推進します。

●市民に向けた広報・啓発
の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

233

●教育文化会館・市民館等
で実施する識字・日本語学
級に係る市民グループ、ボ
ランティア団体等に対する
広報・啓発の推進

教育委員会事務局生涯
学習部生涯学習推進課

234

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

５ 共生社会の形
成

多文化共生、
国際理解に
関する研修等
の実施

多文化共生意識の醸成や国
際理解の向上などを図るた
め、各職位に応じた講義や希
望職員への研修を実施しま
す。また、「やさしい日本語」の
研修などを通じて、外国人市
民への対応・広報に関する意
識啓発を行います。

●国際交流員を活用した職
員研修等の実施

総務企画局都市政策部
ＳＤＧｓ・国際連携推進担
当

235
●階層別研修等における研
修の実施

総務企画局人事部人材
育成課

236
●外国人市民への広報等
に有効な研修の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

237
●外国人市民への広報の
あり方に関する考え方の周
知

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

238

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

５ 共生社会の形
成

教職員への
人権・多文化
共生研修の
実施

子どもたちと共に学び続ける
教職員であるために、育成指
標に基づき、教職員研修を推
進します。

●人権・多文化共生に関す
る研修の実施

教育委員会事務局教育
政策室
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

239
●人権尊重教育担当者研
修の実施

教育委員会事務局教育
政策室

240

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

５ 共生社会の形
成

川崎市国際
交流センター
を活用した取
組

川崎市国際交流センターにお
ける講座・イベント等の開催を
通じて、市民交流を促進し、国
際相互理解・多文化共生の促
進を図ります。

●国際交流や多文化共生
を促進する講座・イベント等
の開催及び日本語・外国語
等の研修の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

241

●国際交流に取り組む市
民、団体等の主体的な国際
活動を促す情報提供等の
実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

242
●計画的な施設の補修等
の推進

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

243

施策６ 外国
人市民※の
人権尊重と
多文化共生
社会に係る
取組の推進

６ 施策の推進体
制の整備

外国人市民
意識実態調
査の実施

川崎市に住む外国人市民の
意識や実態、ニーズなどを把
握し、市の施策に生かします。

●外国人市民意識実態調
査の実施

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

244

施策７ 疾病
に関する人
権尊重の取
組の推進

１ 感染症に関す
る啓発、支援等

感染症に関
する普及啓発
等の取組

エイズ・HIVや新型インフルエ
ンザ等感染症等の状況把握・
情報収集及び市民等への正
しい知識の普及啓発を実施し
ます。

●感染症の患者発生動向
の把握と情報提供

健康福祉局保健医療政
策部感染症対策課

245

施策７ 疾病
に関する人
権尊重の取
組の推進

１ 感染症に関す
る啓発、支援等

HIV等の早期
発見・感染予
防に向けた取
組

ＨＩＶ等の早期発見のため、受
検者の社会的背景に配慮した
ＨＩＶ等検査・相談を実施しま
す。

●無料匿名検査・相談の実
施

健康福祉局保健医療政
策部感染症対策課

246

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

１ ホームレス自
立支援事業

ホームレス自
立支援事業

一人ひとりが地域社会での生
活に戻れるよう、総合的かつ
計画的に支援施策を推進して
いきます。

●巡回相談事業の実施 健康福祉局生活保護・
自立支援室

247
●生活困窮者・ホームレス
自立支援センター事業の実
施

健康福祉局生活保護・
自立支援室

248
●アフターケア事業の実施 健康福祉局生活保護・

自立支援室

249
●越年対策事業の実施 健康福祉局生活保護・

自立支援室

250

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

２ 関係機関との
連携による取組

人権擁護に
関する取組

偏見や差別意識解消のため、
啓発の実施や学校教育にお
けるホームレスについての正
しい理解を深める教育等を推
進します。

●偏見や差別意識の解消、
啓発、襲撃等の事案に関す
る適切な解決、人権尊重・
尊厳の確保

教育委員会事務局教育
政策室

〇

251

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

２ 関係機関との
連携による取組

就業の機会
の確保に関
する取組

一人ひとりがニーズや能力に
応じた就労に結び付くよう支
援します。

●公共職業安定所等と連
携した就業支援の実施

健康福祉局生活保護・
自立支援室

252

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

２ 関係機関との
連携による取組

安定した居住
の確保に関
する取組

自立支援センター退所後に安
定した住まいを確保できるよう
支援します。

●川崎市居住支援協議会
等との連携による民間賃貸
住宅への入居支援

健康福祉局生活保護・
自立支援室

253

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

２ 関係機関との
連携による取組

保健及び医
療の確保に
関する取組

疾病の早期発見と治療につな
げ、本人の健康が維持できる
よう支援します。

●野宿者健診、医療機関と
の連携による保健・医療の
確保

健康福祉局生活保護・
自立支援室

254

施策８ ホー
ムレス（野宿
生活者）等
の人権擁護
と自立支援
に係る取組
の推進

２ 関係機関との
連携による取組

市民懇談会
及び関係機
関との連携に
関する取組

委員等から意見聴取等を行
い、事業運営に生かします。

●川崎市ホームレス自立支
援施策推進市民懇談会の
開催

健康福祉局生活保護・
自立支援室

〇

255

施策９ 拉致
問題の解決
に向けた取
組の推進

１ 拉致被害者及
び被害者家族の
支援並びに拉致
問題の啓発に関
する取組の推進

拉致被害者
及び拉致被
害者家族を
支援する取組
の推進

拉致被害者及び被害者家族
の支援並びに拉致問題の啓
発に関する取組を推進しま
す。

●拉致被害者及び拉致被
害者家族の支援・拉致問題
に関する啓発の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

256
●国、他自治体、市民団体
等との連携

市民文化局人権・男女
共同参画室

94



事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

257

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

１ 性的指向及び
ジェンダーアイデ
ンティティの多様
性に関する啓発
の推進

性的マイノリ
ティに関する
啓発の取組

市民を対象として性的マイノリ
ティに関する啓発を行います。

●性的マイノリティに関する
啓発イベント等の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

258

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

１ 性的指向及び
ジェンダーアイデ
ンティティの多様
性に関する啓発
の推進

学校における
性的マイノリ
ティの知識向
上に関する取
組

性的マイノリティについての正
しい理解の促進を図るととも
に、子どもたちの人権感覚の
育成や教職員の人権意識や
指導力の向上に向けた取組
を推進します。

●校長、教頭、養護教諭を
はじめとする教員等を対象
にした研修の実施

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－

259
●各種関係団体との連携に
よる啓発資料等の配布・周
知

教育委員会事務局教育
政策室

260

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

性的マイノリ
ティの課題に
関する取組

性的マイノリティの人々の人
権についての啓発や課題等
についての取組を推進しま
す。また、川崎市パートナー
シップ宣誓制度の周知と適正
な運用を行います。

●川崎市パートナーシップ
宣誓制度の周知と運用

市民文化局人権・男女
共同参画室

261
●性的マイノリティに関連す
る情報及び相談窓口等の
広報

市民文化局人権・男女
共同参画室

262
●人権・男女共同参画推進
連絡会議幹事会性的マイノ
リティ専門部会の開催

市民文化局人権・男女
共同参画室

263

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

性的マイノリ
ティに関する
意識普及や
啓発に関する
取組

広報資料・ホームページの活
用によるさまざまな世代に向
けた広報及び意識普及を促
進します。

●広報資料・ホームページ
によるさまざまな世代に向
けた広報及び意識普及

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

264

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

性的マイノリ
ティの児童生
徒に関する
ニーズに応じ
た取組

他機関等と連携し、性的マイノ
リティの児童生徒及び学校に
対しニーズに応じた支援を図
ります。

●他機関等と連携した、児
童生徒及び学校のニーズに
応じた支援の実施

教育委員会事務局教育
政策室

〇

265

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

児童相談所
での相談の
取組

学齢期の子どもを対象とした
からだとこころの悩みについ
ての相談を実施します。

●児童福祉司、児童心理司
等による学齢期の子どもを
対象としたからだとこころの
悩みについての相談の受
付

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

266

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

精神保健相
談での相談
の取組

精神保健相談（性別不合を含
む。）を実施します。

●精神保健相談（性別不合
を含む。）

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ターこころの健康課

267

施策１０ 性
的マイノリ
ティの人々
の人権尊重
の取組の推
進

２ 当事者の抱え
る生きづらさの解
消に向けた取組
の推進

教育相談セン
ターでの相談
の取組

小学生から高校生までを対象
としたからだとこころの悩みに
ついての相談を実施します。

●小学生から高校生までを
対象とした相談の実施

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－教
育相談センター

268

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

１ 自殺の実情を
知る

自殺予防に
関する普及啓
発事業

街頭キャンペーン等による普
及啓発活動や、自殺に関する
知識の普及や理解の促進を
目的とした講演会を実施しま
す。

●自殺の防止等に関する
市民の理解の増進

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

269

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

１ 自殺の実情を
知る

「いのち、ここ
ろの教育」の
推進

自己肯定感の醸成や他者の
尊重、相互の助け合いの姿勢
を育むことを目的に、道徳教
育の充実、体験活動等のいの
ちに触れる活動を展開しま
す。

●いのち、こころの教育の
実践

教育委員会事務局川崎
市総合教育センターカリ
キュラムセンター

270
●神奈川県との連携 教育委員会事務局川崎

市総合教育センターカリ
キュラムセンター

271

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

ゲートキー
パーの養成

行政、民間問わず様々な分野
におけるゲートキーパーの養
成を行います。

●自殺の防止等に関する
人材の確保、養成及び資質
の向上

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

272

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

区相談事業 生活の中で生じる困りごとへ
のアドバイスを行います。

●日常生活での悩みごとに
関する相談への助言、適切
な窓口の紹介などの相談の
実施

市民文化局コミュニティ
推進部市民活動推進課

〇

273

●弁護士や司法書士等に
よる法律、くらしの問題に関
することなどの専門的な相
談の実施

市民文化局コミュニティ
推進部市民活動推進課

〇
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

274

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

男女共同参
画センターに
おける総合相
談

男女共同参画センターにおい
て、人間関係、生き方、働き方
等の相談を行います。

●男女共同参画センターに
おける人間関係、生き方、
働き方等の相談の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

〇

275

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

各区役所に
おける精神保
健相談

各区役所地域みまもりセン
ターにて、専門職による精神
保健福祉相談等を実施し、市
民の心の健康の保持及び増
進を図ります。

●各区役所地域みまもり支
援センターにおける精神保
健相談の実施

健康福祉局障害保健福
祉部精神保健課

276

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

障害者に対
する相談支援
事業

障害者相談支援センターにお
いて、地域の関係機関と連携
しながら、障害のある方等へ
の相談を行います。

●障害者相談支援センター
における障害のある方及び
その家族への相談の実施

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

〇

277

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

自殺予防に
関わる機関、
民間団体等
による連携促
進

川崎市自殺対策総合推進計
画・地域連携会議において、
連携体制の強化を目的とし
た、地域の関係機関及び団体
との情報共有等を実施しま
す。また、かながわ自殺対策
会議や九都県市自殺対策
キャンペーン連絡会議を近隣
都市とともに開催し、連携した
取組を進めます。

●川崎市自殺対策総合推
進計画・地域連携会議の実
施

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

278
●近隣都市との自殺対策
関係会議への参加

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

279

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

精神保健等
に関する包括
的研修

児童相談所職員、児童養護
施設職員等に対して、遺児支
援も含む精神保健・自殺予防
に関する包括的研修を実施し
ます。

●精神保健等に関する包
括的研修の実施による精神
保健・自殺予防の普及啓発

こども未来局児童家庭
支援・虐待対策室

280

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

健康相談支
援事業

児童生徒の心の健康問題に
対処するために、養護教諭等
が行う健康相談に対する支援
等を行います。また、研修会を
学校関係者を対象に実施しま
す。

●専門医による面接相談 教育委員会事務局学校
教育部健康教育課

281
●専門医による学校訪問 教育委員会事務局学校

教育部健康教育課

282
●研修会の開催 教育委員会事務局学校

教育部健康教育課

283

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

地域・職域連
携推進事業
の実施

協会けんぽ、地域産業保健セ
ンターなどと連携し、働き盛り
世代に対する健康づくり施策
を推進します。また、従業員数
50名未満の事業所に対してこ
ころの健康づくりを含めた啓
発を行います。

●地域・職域連携推進連絡
会議

健康福祉局保健医療政
策部健康増進課

〇

284
●健康づくりに関する普及
啓発

健康福祉局保健医療政
策部健康増進課

〇

285
●出前健康教育による事業
所への直接的支援

健康福祉局保健医療政
策部健康増進課

〇

286
●事業所が行う従業員の健
康づくり活動の実態把握

健康福祉局保健医療政
策部健康増進課

〇

287

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

２ 自殺防止のた
めにつながる

こころの電話
相談（再掲）

市民を対象とした、こころの健
康や病気に関する電話相談を
実施します。

●こころの電話相談の実施 健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ターこころの健康課

〇

288

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

３ 自殺防止のた
めに支える

自死遺族へ
のケアと情報
提供

自死遺族同士の交流、わかち
あいの場を開催又は支援しま
す。

●自死遺族の集い「わかち
あいの会」の開催

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ターこころの健康課

289

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

３ 自殺防止のた
めに支える

自死遺族電
話相談の実
施

自死遺族が安心して相談でき
る専用電話窓口を開設し、専
門研修を受講した相談員が対
応します。

●自死遺族電話相談「ほっ
とライン」の実施

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

290

施策１１ 自
殺をめぐる
問題に係る
取組の推進

３ 自殺防止のた
めに支える

自殺未遂者
及びその家
族への支援

自殺未遂者やその家族等に
対して医療機関等の関係機
関と連携し、支援を行います。

●自殺未遂者及びその家
族への支援の実施

健康福祉局総合リハビ
リテーション推進セン
ター企画・連携推進課

291

施策１２ イ
ンターネット
による人権
侵害に係る
取組の推進

１ 啓発、支援、
拡散防止措置、
教育等の取組の
推進

インターネット
上の人権侵
害に係る取組

インターネット上の人権侵害
についての啓発や支援を行い
ます。

●情報モラルとＩＣＴリテラ
シーの向上のための啓発
の推進

市民文化局人権・男女
共同参画室

292
●人権相談、必要な情報の
提供の実施

市民文化局人権・男女
共同参画室

293
●本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消
に向けた取組

市民文化局人権・男女
共同参画室

294
●インターネット上の人権侵
害の解消に向けた取組の
検討

市民文化局人権・男女
共同参画室
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事業・取組一覧　 資料編　

類型 事業・取組名 内容 取組例
No 基本的施策

事業・取組
所管課

事業・取組一覧
のみ掲載

295

施策１２ イ
ンターネット
による人権
侵害に係る
取組の推進

１ 啓発、支援、
拡散防止措置、
教育等の取組の
推進

教育DX推進
事業に基づく
取組

市立学校でインターネット上の
人権侵害に関する人権教育を
行います。

●情報モラル教育の充実 教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－情
報・視聴覚センター

296

施策１２ イ
ンターネット
による人権
侵害に係る
取組の推進

１ 啓発、支援、
拡散防止措置、
教育等の取組の
推進

市立学校に
おけるイン
ターネット上
の問題に対
する取組

市立学校でのインターネット上
のトラブルの相談を行います。

●児童、生徒、保護者のた
めの相談の実施

教育委員会事務局川崎
市総合教育センタ－情
報・視聴覚センター

297

施策１２ イ
ンターネット
による人権
侵害に係る
取組の推進

１ 啓発、支援、
拡散防止措置、
教育等の取組の
推進

犯罪被害者
等支援事業

「犯罪被害者等支援相談窓
口」を通じ、犯罪被害者等が
必要とする情報の提供及び助
言等を実施するほか、既存の
各種支援施策も活用しながら
支援を行います。

●犯罪被害者等支援事業
の実施

市民文化局市民生活部
地域安全推進課

〇

298

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

１ 固有の歴史・
文化を持つ人々
（アイヌの人々
等）の人権

固有の歴史・
文化を持つ
人々への理
解を深めるた
めの取組

様々な固有の歴史や文化・伝
統等を持つ人の権利を保障
し、尊重と理解を深めるため
の取組を行います。

●人権意識の普及 市民文化局人権・男女
共同参画室

299

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

２ 犯罪被害者等
の人権

犯罪被害者
等支援事業

犯罪被害者等が受けた被害
の軽減及び回復に向け、専門
相談員による面接又は電話に
よる相談に応じるほか、条例
に基づく各種支援を実施しま
す。

●犯罪被害者等支援事業
の実施

市民文化局市民生活部
地域安全推進課

300

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

３ 刑を終えて出
所した人々の人
権

刑を終えて出
所した人及び
その家族へ
の差別や偏
見の解消に
向けた取組

刑を終えて出所した人及びそ
の家族への差別や偏見の解
消に向けた取組を行います。

●人権意識の普及 市民文化局人権・男女
共同参画室

301

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

３ 刑を終えて出
所した人々の人
権

更生保護事
業

犯罪をした人等の更生を図る
とともに、犯罪予防活動を推
進します。

●犯罪や非行のない明るい
社会づくりに向けた活動

健康福祉局地域包括ケ
ア推進室

302

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

４ 災害被害者の
人権

人権に配慮し
た地域防災
の取組の推
進

自助・共助・公助の取組、連
携の強化や各主体の防災意
識の向上等により、人権に配
慮した地域防災力の向上を図
ります。

●避難所の運営等への女
性参画の推進

危機管理本部危機対策
部

303
●災害時要援護者避難支
援制度の啓発・取組推進

危機管理本部危機対策
部

304
●災害時要配慮者等へ向
けた防災啓発の実施

危機管理本部危機管理
部

305

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

４ 災害被害者の
人権

災害時要配
慮者に配慮し
た備蓄等の
推進

生活必需品の粉ミルクやオム
ツなど、要配慮者への備蓄を
継続的に実施します。

●備蓄倉庫の維持・管理等 危機管理本部危機管理
部

〇

306

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

４ 災害被害者の
人権

外国人市民
向け情報発
信の取組（再
掲）

平常時における防災啓発や
災害時（避難情報発令時）に
おける、市ホームページでの
「やさしい日本語」等による外
国人市民向け情報発信の取
組を推進します。

●外国人市民向け情報発
信の実施

危機管理本部危機管理
部

〇

307

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

４ 災害被害者の
人権

災害時におけ
る多言語支
援センターの
設置（再掲）

災害時の外国人支援を円滑
に行うため、本市の要請によ
り国際交流センターの指定管
理者が川崎市災害時多言語
支援センターを設置し、外国
人市民へ提供する情報等の
翻訳、外国人からの相談・問
合せ等への対応、多言語放
送への協力などを行います。

●関係機関と連携した多言
語支援センター設置訓練の
実施及びマニュアルの更新

市民文化局市民生活部
多文化共生推進課

〇

308

施策１３
様々な人権
課題に対す
る取組の推
進

５ 人身取引被害
者の人権

関係団体・関
係機関との情
報交換や啓
発等の取組

国の動向を踏まえながら、関
係団体・関係機関との情報交
換や啓発等の取組を進めま
す。

●関係団体等との情報交
換と人権意識の普及等

市民文化局人権・男女
共同参画室

※令和７年度に法務省が「啓発活動強調事項」に追加した「ゲノム情報（遺伝情報）に関する偏見や差別をなくそう」については、 今後の国や他都市の状況を踏まえて取り組んでいく。
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資料編

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例

令和元（2020）年12月16日
川 崎 市 条 例 第 3 5 号

目次
前文
第１章 総則（第１条・第２条）
第２章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進（第３条～第１０条）
第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進（第

１１条～第２０条）
第４章 雑則（第２１条・第２２条）
第５章 罰則（第２３条・第２４条）
附則

川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏まえ、
あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先する人権施
策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。

しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も生じてい
る。

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解消と
人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要があ
る。

ここに、川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重
され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、
この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）
第１条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び

事業者の責務を明 らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項及び
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定める
ことにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊
重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。
(1) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、

障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。
(2) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成２８年法律第６８号。以下
「法」という。）第２条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をい
う。

第２章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進

（市の責務）
第３条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施策そ

の他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
（市民及び事業者の責務）

第４条 市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その他の
人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。
（不当な差別的取扱いの禁止）

第５条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、
障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
（人権施策推進基本計画）

第６条 市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するため、川崎市人権施策推進基本計画（以下「基本計画」と
いう。）を策定するものとする。

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権に関する施策の基本理念及び基本目標
(2) 人権に関する基本的施策
(3) その他人権に関する施策を推進するために必要な事項

３ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市人権尊重のま
ちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。

４ 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（人権教育及び人権啓発）
第７条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び

事業者の理解を深めるため、人権教育（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
（平成１２年法律第１４７号）第２条に規定する人権教育をいう。）及び人権啓発
（同条に規定する人権啓発をいう。）を推進するものとする。
（人権侵害による被害に係る支援）

第８条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の
救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支
援を行うものとする。
（情報の収集及び調査研究）

第９条 市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を効果的
に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。
（人権尊重のまちづくり推進協議会）

第１０条 第６条第３項に定めるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづく
りの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎
市人権尊重のまちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会は、委員１２人以内で組織する。
３ 委員は、学識経験者、関係団体の役職員及び市民のうちから市長が委嘱する。
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。
５ 委員は、再任されることができる。
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２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別
防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、
あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
（公表）

第１５条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わな
かったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人（法人でない団体で代表者又
は管理人の定めのあるものを含む。）にあっては、その代表者又は管理人の氏名

(2) 命令の内容
(3) その他規則で定める事項
２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別

防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。
３ 市長は、前項に規定する川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いて、第１項の

規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される者にその理由
を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
（公の施設の利用許可等の基準）

第１６条 市長は、公の施設（市が設置するものに限る。以下同じ。）において、本
邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における公の施
設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定めるものとする。
（インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表）

第１７条 市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方
法による表現活動（他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像等を不特定多
数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「インターネット
表現活動」という。）のうち次に掲げるものが本邦外出身者に対する不当な差別的
言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して、当該インターネット表現活
動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(1) 市の区域内で行われたインターネット表現活動
(2) 市の区域外で行われたインターネット表現活動（市の区域内で行われたことが明

らかでないものを含む。）で次のいずれかに該当するもの
ア 表現の内容が特定の市民等（市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学

する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。）を対象
としたものであると明らかに認められるインターネット表現活動

イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって、
市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域
内に拡散するもの

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦外出身
者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現活動に係る表
現の内容の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項
を公表するものとする。ただし、これを公表することにより第１１条の趣旨を阻害
すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないこ
とができる。

３ 前２項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとす
る。

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による措置及び公表をしようとするときは、あ
らかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。

６ 第３項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議
会に臨時委員を置くことができる。

７ 臨時委員は、前項の規定による調査審議が終了したときは、解嘱されるものとす
る。

８ 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その
職を退いた後も同様とする。

９ 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

１０ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則
で定める。

第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進

（この章の趣旨）

第１１条 市は、法第４条第２項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずるこ
とにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものとする。
（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止）

第１２条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡
声機（携帯用のものを含む。）を使用し、看板、プラカードその他これらに類する
物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することによ
り、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理
由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせ
てはならない。

(1) 本邦外出身者（法第２条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。）をその
居住する地域から退去させることを煽(せん)動し、又は告知するもの

(2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、
又は告知するもの

(3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの
（勧告）

第１３条 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不
当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対する不当な
差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由とする同
条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動（以
下「同一理由差別的言動」という。）を行い、又は行わせる明らかなおそれがある
と認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項
の規定による勧告の日から６月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはな
らない旨を勧告することができる。

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別
防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、
あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
（命令）

第１４条 市長は、前条第１項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理由
差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理
由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による命令の日から
６月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずることがで
きる。 99
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第２３条 第１４条第１項の規定による市長の命令に違反した者は、５００，０００
円以下の罰金に処する。

第２４条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下
この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理
人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑
者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則
（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。

(1) 第６条第３項、第１０条、第１１条及び第１６条から第２０条までの規定 令和
２年４月１日

(2) 第１２条から第１５条まで、第２１条及び第５章の規定 令和２年７月１日
（経過措置）

２ この条例の施行の際現に策定されている川崎市人権施策推進基本計画は、第６条
第１項の規定により策定された基本計画とみなす。

５ 市長は、第２項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならな
い。
（差別防止対策等審査会）

第１８条 第１３条第２項本文、第１４条第２項本文、第１５条第２項及び前条第４
項に定めるもののほか、不当な差別の解消のために必要な事項について、市長の諮
問に応じ、調査審議するため、川崎市差別防止対策等審査会（以下「審査会」とい
う。）を置く。

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。
３ 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
４ 第１０条第４項から第１０項までの規定は、審査会について準用する。

（審査会の調査審議手続）
第１９条 審査会は、市長又は第１７条第４項の規定により調査審議の対象となって

いるインターネット表現活動に係る同条第３項の規定による申出を行った市民等に
意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べ
させることその他必要な調査を行うことができる。

２ 審査会は、第１３条第２項本文、第１４条第２項本文若しくは第１５条第２項の
規定により調査審議の対象となっている者又は前項のインターネット表現活動を
行ったと認められる者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会
を与えることができる。

３ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第１項の規定による
調査を行わせることができる。
（表現の自由等への配慮）

第２０条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障
する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第４章 雑則

（報告及び質問）
第２１条 市長は、第１３条から第１５条までの規定の施行に必要な限度において、

第１２条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言
動を行い、若しくは行わせたと認められる者又は第１３条第１項の規定による勧告
若しくは第１４条第１項の規定による命令に従わなかったと認められる者に対し、
必要な報告を求め、又はその職員に、関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の
請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
（委任）

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則
で定める。

第５章 罰則

100



資料編

101



資料編

102



川崎市人権施策推進基本計画・第２期実施計画
「人権かわさきイニシアチブ」（案）

令和８（２０２６）年●月
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